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 このマニュアルは、後期高齢者医療広域連合電算処理システム K01-03（適用 OS：Windows Server 
2003 R2）の発行によって、第 3 版（KM-108-003）の内容を変更したものです。 
 
 このマニュアルでは、後期高齢者医療広域連合電算処理システムのうち、市区町村の窓口業務で使

用する資格管理機能について説明しています。 
 
 
 
 ご使用にあたっては、このマニュアルおよび関連マニュアルを良くお読みになって頂き記載通りに

正しくご使用ください。 
 

■ご使用上の注意 
 このマニュアルは、次の条件でご使用くださいますようお願い申し上げます。 
１．日本国内で自己の業務の目的の範囲内でご使用ください。 
２．このマニュアルの海外持ち出し、非居住者への開示などが必要となった場合は、あらかじめ文書で厚生労働

省の同意を得てください。なお、この場合、日本国の輸出関連法規や、必要に応じて米国などの輸出関連法規

を遵守してください。 
３．このマニュアルの内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写したりすることはできません。 
４．このソフトウェアの仕様およびマニュアルの内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。 
５．このソフトウェアおよびマニュアルの使用に関し、生じた損失に対する賠償については、標準システムを開

発した団体ならびに開発委託を受けた会社は責任を負いません。 
６．このソフトウェアに関連した他の製品等の使用に関し、生じた損失に対する賠償についても、上記と同様に

責任を負いません。 
７．重要なユーザファイルはバックアップを取得してください。 
８．このマニュアルでは、画面の右上に表示されるバージョン情報を非表示にしております。 
 
 
■商標 
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＜第 3版から第 4版への変更内容＞ 

 次の内容を変更しました。 
No. 追加・変更内容 ページ 

1 「資格管理メニュー」画面に[再交付申請管理]ボタンと[被扶養者・障害・特

定疾病証明書]ボタンを追加しました。 

2 

2 「1.1.12 再交付申請管理」を追加しました。 9 

3 「1.1.13 証明書管理」を追加しました。 9 

4 次に示す説明を追加しました。 

【追加説明】 

保留している異動情報を削除すると、異動をなかったこととし、被保険者

台帳の更新を行いません。 

29 

5 対象者の異動情報が標準システムに取り込まれていない場合の注意事項に

次に示す説明を追加しました。 

【追加説明】 

後日、市区町村から送信された異動情報を一括処理の個人異動情報取込処

理で取り込むと、個人情報（住民基本台帳情報、外国人登録情報、または

住登外登録情報）が作成されます。 

54、65 

6 「ここでは、障害認定申請情報を修正する操作について説明します。」を「こ

こでは、障害認定の等級変更などで障害認定申請情報を修正する操作につい

て説明します。」に変更しました。 

69 

7 [再計算]ボタンと[削除]ボタンに関する注意事項を次に示すように変更し

ました。 

【変更前】 

本版では、「負担区分履歴一覧」画面の[再計算]ボタンと[削除]ボタンが

対象外となります。このため、[再計算]ボタンと[削除]ボタンは非活性と

しています。 

【変更後】 

「負担区分履歴一覧」画面の[再計算]ボタンと[削除]ボタンのサポート時

期は調整中です。このため、[再計算]ボタンと[削除]ボタンは非活性とし

ています。 

81 

8 「本版では対象外となります」を「このボタンのサポート時期は調整中です」

に変更しました。 

82 

9 「本版では対象外となります」を「この機能のサポート時期は調整中です」

に変更しました。 

88、94 

10 「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の入力時の注意事項に次に示

す説明を追加しました。 

【追加説明】 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を交付済みの被保険者

が長期入院該当となったときは、限度額適用・標準負担額減額認定申請情

報を新規に登録し直してください。なお、このとき、申請区分は、「その

他申請」を選択してください。 

143 

11 保険料額に係わる情報を修正した場合の注意事項を削除しました。 176、189、202、

215 

12 「被保険者個人資格照会」画面に加入保険者番号と加入保険者名を追加しま

した。 

211 

 



No. 追加・変更内容 ページ 

13 個人情報の説明を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

個人情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

【変更後】 

個人情報として、氏名、生年月日、被用者保険の被扶養者であった時点の

情報などが表示されます。 

211 

14 「被保険者修正」画面に加入保険者番号と加入保険者名を追加しました。 214 

15 個人情報の説明を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

地方公共団体コード、個人番号、氏名などの個人情報を入力します。 

【変更後】 

地方公共団体コード、個人番号、氏名、被用者保険の被扶養者であった時

点の情報などの個人情報を入力します。 

214 

16 被扶養者軽減開始日を入力する場合の注意事項を次に示すように変更しま

した。 

【変更前】 

また、被扶養者軽減開始日を訂正したい場合は、すべての被保険者履歴に

対して、被扶養者軽減開始日を正しい日付に訂正してください。 

【変更後】 

また、被扶養者軽減開始日を訂正したい場合は、該当世代通番のすべての

被保険者履歴に対して、被扶養者軽減開始日を正しい日付に訂正してくだ

さい。 

216 

17 加入保険者番号と加入保険者名を入力する場合の注意事項を追加しました。 216 

18 「12 再交付申請の管理」を追加しました。 217～219 

19 「13 証明書の管理」を追加しました。 221～227 

20 一括処理で印刷できる帳票類の No.42 を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 

42 被扶養者突合 ・被扶養者情報突合エラーリスト 

・被扶養者情報突合変更対象者リスト 

・被扶養者情報突合該当者なしリスト 

・被扶養者情報突合更新対象者リスト 

・被扶養者情報突合候補者リスト 

  

【変更後】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 

42 被扶養者突合 ・被扶養者情報突合処理エラーリスト 

・被扶養者情報突合処理変更対象者リスト 

・被扶養者情報突合処理該当者なしリスト 

・被扶養者情報突合処理該当者なしリスト

（カナあり） 

・被扶養者情報突合処理更新対象者リスト 

（4項目） 

・被扶養者情報突合処理更新対象者リスト

（5・6項目） 

・被扶養者情報突合処理候補者リスト 

・被扶養者情報突合処理更新済リスト 

  

233 

 



No. 追加・変更内容 ページ 

21 一括処理で印刷できる帳票類に次の一括処理および帳票を追加しました。 

【追加説明】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 

43 被扶養者・障害・特

定疾病証明書交付

簿作成 

・後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病

証明書交付簿 

  

233 

上記のほか、誤字・脱字はお断りなく訂正いたしました。 
 

＜第 2版から第 3版への変更内容＞ 

 次の内容を変更しました。 
No. 追加・変更内容 

1 被扶養者軽減開始日の入力に関する注意事項を追加しました。 

2 被保険者情報を修正する前の注意事項を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

被保険者情報の修正画面（「被保険者修正」画面）では、被保険者情報のどのような修正に

も対応できるように、エラーチェックは必須項目と主な関連項目だけチェックしています。

このため、「被保険者修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用するようにしてく

ださい。もし、「被保険者修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの異動パターンを

考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

【変更後】 

被保険者情報の修正画面（「被保険者修正」画面）では、被保険者情報のどのような修正に

も対応できるように、エラーチェックは必須項目と主な関連項目だけチェックしています。

このため、「被保険者修正」画面は、運用上やむを得ない場合、または被扶養者軽減開始日

を入力する場合にだけ使用するようにしてください。もし、「被保険者修正」画面を使用す

る場合は、転入、削除などの異動パターンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修

正してください。なお、「被保険者修正」画面は、履歴を作成しない仕様になっています。

3 一括処理で印刷できる帳票類に次の一括処理および帳票を追加しました。 

【追加情報】 
No. 一括処理 印刷できる帳票 

18 被保険者証作成 

（年次） 

・後期高齢者医療被保険者証（年次） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険

者証（年次）） 

  
No. 一括処理 印刷できる帳票 

25 限度額適用・標準負担額

減額認定証の年次更新

（勧奨） 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請

のお知らせ 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額

適用・標準負担額減額認定申請のお知らせ） 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請

書 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額

適用・標準負担額減額認定申請書） 

  
No. 一括処理 印刷できる帳票 

26 限度額適用・標準負担額

減額認定証の年次更新

（一括発行） 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額

適用・標準負担額減額認定証） 

  

 



No. 追加・変更内容 

4 一括処理で印刷できる帳票類の No.19 を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 
19 被保険者証作成 ・後期高齢者医療被保険者証 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険

者証） 

  

【変更後】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 
19 被保険者証作成 

（月次） 

・後期高齢者医療被保険者証 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険

者証） 

  

 

＜第 1版から第 2版への変更内容＞ 

 次の内容を変更しました。 
No. 追加・変更内容 

1 次に示す画面を変更しました。 

・「世帯構成員一覧」画面 

・「障害認定申請検索」画面 

・「住所地特例者一覧」画面 

・「負担区分登録」画面 

・「負担区分照会」画面  

・「負担区分修正」画面 

・「基準収入額適用申請」画面 

・「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面 

・「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面 

・「特定疾病認定申請検索」画面 

・「基準収入額適用申請検索」画面 

・「住基照会」画面 

・「住基履歴削除確認」画面 

・「外国人照会」画面 

・「外国人履歴削除確認」画面 

・「住登外照会」画面 

・「住登外履歴削除確認」画面 

・「被保険者個人資格照会」画面 

・「被保険者修正」画面 

2 「世帯構成員一覧」画面の変更に伴って、基準日世帯番号の説明を追加しました。 

3 「広域市区町村間転入異動者一覧」画面の検索対象に次に示す説明を追加しました。 

【追加説明】 

通常は、個人異動情報を選択してください。誤って別人と結びつけたために個人異動情報

に対象者が存在しないなどの場合は、住民基本台帳情報、外国人登録情報、および住登外

登録情報の中から該当する対象情報を選択してください。 

4 「広域市区町村間転出異動者一覧」画面の検索対象に次に示す説明を追加しました。 

【追加説明】 

通常は、個人異動情報を選択してください。誤って別人と結びつけたために個人異動情報

に対象者が存在しないなどの場合は、被保険者情報を選択してください。 

5 資格取得と資格回復の使い分けに関する注意事項を追加しました。 

6 「負担区分登録」画面の世帯番号の説明を追加しました。 

 



No. 追加・変更内容 

7 「負担区分登録」画面の一覧に次に示す説明を追加しました。 

【追加説明】 

一覧の算定負担区分には、世帯で算出された負担区分に基づいた個人の負担区分が表示さ

れます。 

8 「負担区分登録」画面の変更に伴って、「◆ 算定負担区分」を「◆ 世帯算定負担区分」に変

更しました。また、画面操作時の注意事項の説明を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

算定負担区分に負担区分が表示されていない状態で[確認]ボタンを選択すると、エラーに

なります。 

【変更後】 

算定負担区分と世帯算定負担区分に負担区分が表示されていない状態で[確認]ボタンを選

択すると、エラーになります。 

9 「負担区分照会」画面の変更に伴って、「◆ 算定負担区分」を「◆ 世帯算定負担区分」に変

更しました。 

10 「負担区分修正」画面の変更に伴って、「◆ 算定負担区分」を「◆ 世帯算定負担区分」に、「◆

訂正算定負担区分」を「◆ 世帯訂正算定負担区分」に変更しました。 

11 「基準収入額適用申請」画面の変更に伴って、基準収入額適用申請情報に次に示す説明を追加

しました。 

【追加説明】 

[選択]チェックボックスでは、後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する個人を選

択します。 

12 操作 4の説明を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

[証選択]ボタンを選択します。 

【変更後】 

[証選択]ボタンまたは[被保険者証]ボタンを選択します。 

13 「被保険者証交付」画面の表示方法に関する注意事項を削除しました。 

14 [被保険者証]ボタンの説明を変更しました。 

【変更前】 

このボタンは、被保険者証交付情報が 1件以上登録されているときに選択できます。この

ボタンを選択すると、「被保険者証交付」画面が表示されます。後期高齢者医療被保険者証

を交付するときに選択します。 

【変更後】 

「被保険者証交付」画面が表示されます。後期高齢者医療被保険者証を交付するときに選択

します。未交付の被保険者証交付情報がある場合、[被保険者証]ボタンは選択できません。

この場合、[証選択]ボタンを選択して後期高齢者医療被保険者証を交付してください。 

15 [証選択]ボタンと[被保険者証]ボタンの使い分けに関する注意事項を追加しました。 

16 被保険者証交付情報の履歴に関する注意事項を追加しました。 

17 送付先に登録されている対象者が転出した場合の注意事項を追加しました。 

18 「住基照会」画面の変更に伴って、「住基照会」画面の詳細の説明を変更しました。 

19 「住基履歴削除確認」画面の変更に伴って、「住基履歴削除確認」画面の詳細の説明を変更し

ました。 

20 「外国人照会」画面の変更に伴って、「外国人照会」画面の詳細の説明を変更しました。 

21 「外国人履歴削除確認」画面の変更に伴って、「外国人履歴削除確認」画面の詳細の説明を変

更しました。 

22 「住登外照会」画面の変更に伴って、「住登外照会」画面の詳細の説明を変更しました。 

23 「住登外履歴削除確認」画面の変更に伴って、「住登外履歴削除確認」画面の詳細の説明を変

更しました。 

24 被扶養者軽減開始日を入力する場合の注意事項を追加しました。 

 



 

No. 追加・変更内容 

25 一括処理で印刷できる帳票類の No.39 を次に示すように変更しました。 

【変更前】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 
39 被扶養者情報名寄せ ・被扶養者情報名寄せエラーリスト 

・被扶養者情報名寄せ変更対象者リスト 

・被扶養者情報名寄せ該当者なしリスト 

・被扶養者情報名寄せ更新対象者リスト 

・被扶養者情報名寄せ候補者リスト 

  

【変更後】 

No. 一括処理 印刷できる帳票 
39 被保険者情報突合 ・被扶養者情報突合エラーリスト 

・被扶養者情報突合変更対象者リスト 

・被扶養者情報突合該当者なしリスト 

・被扶養者情報突合更新対象者リスト 

・被扶養者情報突合候補者リスト 

  

26 「付録 B 負担区分の略称」を追加しました。 

 
 



はじめに 

 
 「後期高齢者医療広域連合電算処理システム 資格管理ガイド 市区町村編」は、後期高齢者医療

広域連合電算処理システムの資格管理機能を、市区町村に設置された窓口端末で操作する方法につい

て説明しているマニュアルです。 
 なお、後期高齢者医療広域連合電算処理システムの画面の基本的な使い方、パスワードの変更方法、

個人検索の方法などについては、マニュアル「後期高齢者医療広域連合電算処理システム 使い方ガ

イド」を参照してください。 
 

＜後期高齢者医療広域連合電算処理システムのマニュアル＞ 

 後期高齢者医療広域連合電算処理システムには、次に示すマニュアルが用意されています。目的に

沿って該当するマニュアルをお読みください。なお、このマニュアルのタイトルには、網掛けをつけ

ています。 
 

◆窓口業務を担当される方のマニュアル 

後期高齢者医療広域連合電算処理システムの基本的な使い方について説明しているマニュアルです。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 使い方ガイド 

（KM-103） 

 
資格管理機能を広域連合に設置されている広域連合内業務端末で操作する方法について説明している

マニュアルです。被保険者証の交付など、資格に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 資格管理ガイド 広域連合編 

（KM-104） 

 
賦課管理機能を広域連合に設置されている広域連合内業務端末で操作する方法について説明している

マニュアルです。所得の管理や保険料の即時更正など、賦課に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 賦課管理ガイド 広域連合編 

（KM-105） 

 
給付管理機能を広域連合に設置されている広域連合内業務端末で操作する方法について説明している

マニュアルです。レセプト管理や給付受付など、給付に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 給付管理ガイド 広域連合編 

（KM-106） 

 
収納管理機能を広域連合に設置されている広域連合内業務端末で操作する方法について説明している

マニュアルです。期割情報の登録や収納日計表の出力など、収納に関する業務を行うときにご覧くだ

さい。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 収納管理ガイド 広域連合編 

（KM-107） 

 
資格管理機能を市区町村に設置されている窓口端末で操作する方法について説明しているマニュアル

です。被保険者証の交付など、資格に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 資格管理ガイド 市区町村編 

（KM-108） 
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賦課管理機能を市区町村に設置されている窓口端末で操作する方法について説明しているマニュアル

です。所得の管理や保険料の即時更正など、賦課に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 賦課管理ガイド 市区町村編 

（KM-109） 

 
給付管理機能を市区町村に設置されている窓口端末で操作する方法について説明しているマニュアル

です。レセプト管理や給付受付など、給付に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 給付管理ガイド 市区町村編 

（KM-110） 

 
収納管理機能を市区町村に設置されている窓口端末で操作する方法について説明しているマニュアル

です。期割情報の登録や収納日計表の出力など、収納に関する業務を行うときにご覧ください。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 収納管理ガイド 市区町村編 

（KM-111） 

 

◆一括処理業務を担当される方のマニュアル 

後期高齢者医療広域連合電算処理システムの運用管理端末、運用管理サーバ、または窓口処理サーバ

で実行する一括処理について説明しているマニュアルです。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 一括処理リファレンス 

（KM-113） 

 
後期高齢者医療広域連合電算処理システムの運用管理端末、運用管理サーバ、または窓口処理サーバ

で実行するデータセットアップ向けの一括処理について説明しているマニュアルです。 
後期高齢者医療広域連合電算処理システム 一括処理リファレンス セットアップ編 

（KM-113-S） 

 

＜マニュアルの構成＞ 

 このマニュアルは、次のように構成されています。 
1 資格管理機能の概要  資格管理機能の概要について説明しています。 

 

 

   

2 後期高齢者世帯の管理  市区町村で管理している世帯に対して、世帯の構成員の照会、

追加、および削除をする操作について説明しています。 

 

   

3 異動情報の管理  資格異動者の一覧を照会して、異動情報の被保険者台帳への登

録保留および保留解除をする操作について説明しています。 

また、被保険者台帳への登録を保留している異動情報を削除す

る操作についても説明しています。 

   

4 広域市区町村間異動者の管理  同じ広域連合に属する市区町村間で転入および転出をした異

動者を登録する操作について説明しています。 

 

   

5 適用除外者の管理  後期高齢者医療制度の適用除外者の登録、照会、修正、および

削除をする操作について説明しています。 
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6 被保険者の資格管理  被保険者の資格取得情報、資格変更情報、資格喪失情報、資格

回復情報、および障害認定申請情報の登録をする操作について

説明しています。障害認定申請情報の修正と審査結果の登録、

および住所地特例者一覧の照会をする操作についても説明し

ています。また、次に示す帳票を出力する操作についても説明

しています。 

 ・後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得 

  （変更・喪失）届書 

   

7 負担区分の管理  負担区分情報の登録、照会、再判定、修正、および削除をする

操作について説明しています。基準収入額適用申請情報の登録

をする操作についても説明しています。また、次に示す帳票を

出力する操作についても説明しています。 

 ・後期高齢者医療負担区分等証明書 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

   

8 被保険者証の交付  後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険

者証の交付、再交付、および回収情報の登録をする操作につい

て説明しています。 

   

9 送付先の管理  後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先情報の

照会、追加、修正、複写して追加、および削除をする操作につ

いて説明しています。 

   

10  減免申請の管理  減免申請に関する次に示す情報の登録、修正、および審査結果

の登録をする操作について説明しています。 

 ・一部負担金減免・徴収猶予申請情報 

 ・限度額適用・標準負担額減額認定申請情報 

 ・特定疾病認定申請情報 

 ・基準収入額適用申請情報 

基準収入額適用申請情報の修正および審査結果の登録をする

操作についても説明しています。また、次に示す帳票を出力す

る操作についても説明しています。 

 ・後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

 ・後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

 ・後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

 ・後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下 

  通知書 

 ・後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請 

  却下通知書 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

 ・後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

 ・後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療特定疾病認定申請書 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請書 
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11 特別処理  住民基本台帳情報の照会・修正・追加、外国人登録情報の照会・

修正・追加、住登外登録情報の照会・修正・追加、および被保

険者情報の照会・修正をする操作について説明しています。ま

た、住基履歴の追加・削除、外国人履歴の追加・削除、および

住登外履歴の追加・削除をする操作についても説明していま

す。 

   

12 再交付申請の管理  次に示す再交付申請用の帳票を出力する操作について説明し

ています。 

 ・後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 

 ・後期高齢者医療資格証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交 

  付申請書 

 ・後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書 

 ・後期高齢者医療一部負担金減額証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療一部負担金免除証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書再交付 

  申請書 

   

13 証明書の管理  後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書の交付および

再交付をする操作について説明しています。また、被扶養者・

障害・特定疾病証明書交付情報を変更する操作についても説明

しています。 

   

付録.A 資格管理業務で印刷できる

帳票類 

 資格管理業務で印刷できる帳票類について説明しています。 

 

 

   

付録.B 負担区分の略称  資格管理業務で使用する業務画面に表示される負担区分の略

称について説明しています。 

 

 

＜マニュアルでの表記＞ 

 このマニュアルでは、製品名を次のように表記する場合があります。 
製品名 マニュアルでの表記 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, 
Standard Edition Operating System 

Windows Server 2003 R2 

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, 
Enterprise Edition Operating System 

 

 
 また、後期高齢者医療広域連合電算処理システム K01-03 を、後期高齢者医療広域連合電算処理シ

ステムまたは標準システムと表記する場合があります。 
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1 資格管理機能の概要 

 

1 資格管理機能の概要 

 この章では、資格管理機能の概要について説明します。 
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1 資格管理機能の概要 

1.1 「資格管理メニュー」画面 

 「業務選択メニュー」画面で[資格業務]ボタンを選択すると、「資格管理メニュー」

画面が表示されます。資格管理機能のオンライン処理は、この「資格管理メニュー」

画面から操作を始めます。 

 「資格管理メニュー」画面を次の図に示します。 

 

図 1-1「資格管理メニュー」画面 

 「資格管理メニュー」画面の各ボタンの概要を次に示します。 

特別処理のボタンについて 

「資格管理メニュー」画面の特別処理の次に示すボタンは、99999（全機能更新権限）

または 99997（全機能更新権限）の使用権限区分コードが割り当てられているユーザだ

けが使用できます。 

 

・ [住民基本台帳修正]ボタン 

・ [外国人登録情報修正]ボタン 

・ [住登外登録情報修正]ボタン 

・ [被保険者修正]ボタン 

・ [住民基本台帳追加]ボタン 

・ [外国人登録情報追加]ボタン 

・ [住登外登録情報追加]ボタン 

このため、99999（全機能更新権限）・99997（全機能更新権限）以外の使用権限区分コ

ードが割り当てられているユーザがログインした場合、ボタンが非活性となり、使用

できません。 
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1 資格管理機能の概要 

1.1.1 照会 

◆ [住民基本台帳照会]ボタン 

住民基本台帳情報を照会します。操作方法の詳細については、「11.1 住民基本台帳情

報を照会する」を参照してください。 

◆ [外国人登録情報照会]ボタン 

外国人登録情報を照会します。操作方法の詳細については、「11.6 外国人登録情報を

照会する」を参照してください。 

◆ [住登外登録情報照会]ボタン 

住登外登録情報を照会します。操作方法の詳細については、「11.11 住登外登録情報

を照会する」を参照してください。 
 

◆ [被保険者照会]ボタン 

被保険者の資格情報を照会します。操作方法の詳細については、「11.16 被保険者情

報を照会する」を参照してください。 

◆ [世帯構成員一覧]ボタン 

後期高齢者世帯の構成員一覧を照会します。操作方法の詳細については、「2.1 後期

高齢者世帯の構成員一覧を照会する」を参照してください。 

◆ [適用除外者等一覧照会]ボタン 

後期高齢者医療制度の適用除外者の一覧を照会します。操作方法の詳細については、

「5.2 適用除外者一覧を照会する」を参照してください。 

◆ [送付先一覧照会]ボタン 

後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先の一覧を照会します。操作方法

の詳細については、「9.1 送付先情報を照会する」を参照してください。 

◆ [住所地特例者一覧照会]ボタン 

住所地特例者の一覧を照会します。操作方法の詳細については、「6.10 住所地特例者

一覧を照会する」を参照してください。 

1.1.2 世帯管理 

◆ [世帯管理]ボタン 

市区町村で管理している世帯に対して、世帯の構成員の追加および削除をします。操

作方法の詳細については、「2 後期高齢者世帯の管理」を参照してください。 

1.1.3 異動情報管理 

◆ [資格異動者一覧]ボタン 

資格異動者の一覧を照会して、異動情報の被保険者台帳への登録保留および保留解除

をします。また、被保険者台帳への登録を保留している異動情報を削除します。操作

方法の詳細については、「3 異動情報の管理」を参照してください。 
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1 資格管理機能の概要 

1.1.4 広域市区町村間異動者管理 

◆ [広域市区町村間異動者管理]ボタン 

同じ広域連合に属する市区町村間で転居した異動者を登録します。操作方法の詳細に

ついては、「4 広域市区町村間異動者の管理」を参照してください。 

1.1.5 適用除外者等管理 

◆ [適用除外者等管理]ボタン 

次に示す場合に後期高齢者医療制度の適用除外者として登録します。 

・ 住民が病院などに入院中または施設に入所中で適用除外者にする場合 

 

・ 住民が他広域住所地特例者の場合 

・ 住民が生活保護受給者の場合 

・ 外国人に在留資格がない場合 

・ 住民が広域内適用除外者の場合 

また、必要に応じて、登録した情報の修正および削除をします。操作方法の詳細につ

いては、「5 適用除外者の管理」を参照してください。 

1.1.6 被保険者資格管理 

◆ [資格取得]ボタン 

被保険者の資格取得情報を登録します。操作方法の詳細については、「6.1 資格取得

情報を登録する」を参照してください。 

◆ [資格取得（個人情報無）]ボタン 

被保険者の資格取得情報を登録します。[資格取得（個人情報無）]ボタンでは、一括

処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む前の対象者に対し

て、資格取得情報が登録できます。操作方法の詳細については、「6.1 資格取得情報

を登録する」を参照してください。 

◆ [資格変更]ボタン 

被保険者の資格変更情報を登録します。操作方法の詳細については、「6.2 資格変更

情報を登録する」を参照してください。 

◆ [資格喪失]ボタン 

被保険者の資格喪失情報を登録します。操作方法の詳細については、「6.3 資格喪失

情報を登録する」を参照してください。 

◆ [資格回復]ボタン 

被保険者の資格回復情報を登録します。操作方法の詳細については、「6.4 資格回復

情報を登録する」を参照してください。 
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1 資格管理機能の概要 

◆ [障害認定申請]ボタン 

障害認定申請情報の登録、修正、および審査結果の登録をします。また、次に示す帳

票を出力します。 

・ 後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書 

操作方法の詳細については、「6.5 障害認定申請情報を登録する」、「6.6 障害認定申

請情報を修正する」、「6.7 障害認定申請の審査結果を登録する」、「6.8 後期高齢者

医療障害認定申請却下通知書を出力する」、および「6.9 後期高齢者医療障害認定申

請書及び資格取得（変更・喪失）届書を出力する」を参照してください。 

◆ [障害認定申請（個人情報無）]ボタン 

障害認定申請情報を登録します。また、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得

（変更・喪失）届書を出力します。[障害認定申請（個人情報無）]ボタンでは、一括処

理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む前の対象者に対して、

障害認定申請情報が登録できます。操作方法の詳細については、「6.5 障害認定申請

情報を登録する」および「6.9 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・

喪失）届書を出力する」を参照してください。 

 

◆ [障害認定検索]ボタン 

障害認定申請情報を検索して、障害認定申請情報の修正および審査結果の登録をしま

す。また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書 

操作方法の詳細については、「6.6 障害認定申請情報を修正する」、「6.7 障害認定申

請の審査結果を登録する」、「6.8 後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を出力す

る」、および「6.9 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書

を出力する」を参照してください。 

1.1.7 負担区分管理 

◆ [負担区分管理]ボタン 

負担区分情報の登録・照会・再計算・修正・削除と、基準収入額適用申請情報の登録

をします。また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療負担区分等証明書 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請書 

操作方法の詳細については、「7 負担区分の管理」を参照してください。 
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1 資格管理機能の概要 

1.1.8 被保険者証交付 

◆ [被保険者証交付]ボタン 

後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証の交付、再交付、お

よび回収情報の登録をします。操作方法の詳細については、「8 被保険者証の交付」

を参照してください。 

1.1.9 送付先管理 

◆ [送付先管理]ボタン 

後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先情報の追加、修正、複写して追

加、および削除をします。操作方法の詳細については、「9 送付先の管理」を参照し

てください。  

1.1.10 減免申請管理 

◆ [一部負担金減免及び徴収猶予申請]ボタン 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報の登録、修正、および審査結果の登録をします。

また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書 

操作方法の詳細については、「10.1 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する」、

「10.2 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を修正する」、「10.3 一部負担金減免・徴

収猶予申請の審査結果を登録する」、「10.4 一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を

出力する」、および「10.5 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書を出力

する」を参照してください。 

◆ [限度額適用・標準負担額減額申請]ボタン 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の登録、修正、および審査結果の登録をし

ます。また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

操作方法の詳細については、「10.6 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を登録

する」、「10.7 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を修正する」、「10.8 限度

額適用・標準負担額減額認定申請の審査結果を登録する」、「10.9 限度額適用・標準

負担額減額関連の帳票を出力する」、および「10.10 後期高齢者医療限度額適用・標

準負担額減額認定申請書を出力する」を参照してください。 
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1 資格管理機能の概要 

◆ [特定疾病認定申請]ボタン 

特定疾病認定申請情報の登録、修正、および審査結果の登録をします。また、次に示

す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 

操作方法の詳細については、「10.11 特定疾病認定申請情報を登録する」、「10.12 特

定疾病認定申請情報を修正する」、「10.13 特定疾病認定申請の審査結果を登録する」、

「10.14 特定疾病関連の帳票を出力する」、および「10.15 後期高齢者医療特定疾病

認定申請書を出力する」を参照してください。 

 

◆ [一部負担金減免及び徴収猶予検索]ボタン 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報を検索して、一部負担金減免・徴収猶予申請情報

の修正および審査結果の登録をします。また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書 

操作方法の詳細については、「10.2 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を修正する」、

「10.3 一部負担金減免・徴収猶予申請の審査結果を登録する」、「10.4 一部負担金減

免・徴収猶予関連の帳票を出力する」、および「10.5 後期高齢者医療一部負担金減免

及び徴収猶予申請書を出力する」を参照してください。 

◆ [限度額適用・標準負担額減額検索]ボタン 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を検索して、限度額適用・標準負担額減額

認定申請情報の修正および審査結果の登録をします。また、次に示す帳票を出力しま

す。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

操作方法の詳細については、「10.7 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を修正

する」、「10.8 限度額適用・標準負担額減額認定申請の審査結果を登録する」、「10.9 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力する」、および「10.10 後期高齢者医

療限度額適用・標準負担額減額認定申請書を出力する」を参照してください。 

◆ [特定疾病認定検索]ボタン 

特定疾病認定申請情報を検索して、特定疾病認定申請情報の修正および審査結果の登

録をします。また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請書 
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1 資格管理機能の概要 

操作方法の詳細については、「10.12 特定疾病認定申請情報を修正する」、「10.13 特

定疾病認定申請の審査結果を登録する」、「10.14 特定疾病関連の帳票を出力する」、

および「10.15 後期高齢者医療特定疾病認定申請書を出力する」を参照してください。 

◆ [基準収入額適用申請検索]ボタン 

基準収入額適用申請情報を検索して、基準収入額適用申請情報の修正および審査結果

の登録をします。また、次に示す帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請書 

操作方法の詳細については、「10.16 基準収入額適用申請情報を修正する」、「10.17 

基準収入額適用申請の審査結果を登録する」、「10.18 後期高齢者医療基準収入額適用

申請却下通知書を出力する」、および「10.19 後期高齢者医療基準収入額適用申請書

を出力する」を参照してください。  

1.1.11 特別処理 

◆ [住民基本台帳修正]ボタン 

住民基本台帳情報を修正します。また、住基履歴の追加および削除をします。操作方

法の詳細については、「11.2 住民基本台帳情報を修正する」、「11.4 住基履歴を追加

する」、および「11.5 住基履歴を削除する」を参照してください。 

◆ [外国人登録情報修正]ボタン 

外国人登録情報を修正します。また、外国人履歴の追加および削除をします。操作方

法の詳細については、「11.7 外国人登録情報を修正する」、「11.9 外国人履歴を追加

する」、および「11.10 外国人履歴を削除する」を参照してください。 

◆ [住登外登録情報修正]ボタン 

住登外登録情報を修正します。また、住登外履歴の追加および削除をします。操作方

法の詳細については、「11.12 住登外登録情報を修正する」、「11.14 住登外履歴を追

加する」、および「11.15 住登外履歴を削除する」を参照してください。 

◆ [被保険者修正]ボタン 

被保険者情報を修正します。操作方法の詳細については、「11.17 被保険者情報を修

正する」を参照してください。 

◆ [住民基本台帳追加]ボタン 

住民基本台帳情報に住民を追加登録します。操作方法の詳細については、「11.3 住民

基本台帳情報に住民を追加登録する」を参照してください。 

◆ [外国人登録情報追加]ボタン 

外国人登録情報に外国人を追加登録します。操作方法の詳細については、「11.8 外国

人登録情報に外国人を追加登録する」を参照してください。 

◆ [住登外登録情報追加]ボタン 

住登外登録情報に住登外者を追加登録します。操作方法の詳細については、「11.13 住

登外登録情報に住登外者を追加登録する」を参照してください。 
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1 資格管理機能の概要 

1.1.12 再交付申請管理 

◆ [再交付申請管理]ボタン 

次に示す再交付申請用の帳票を出力します。 

・ 後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 

・ 後期高齢者医療被保険者資格証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書再交付申請書 

 
・ 後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書再交付申請書 

操作方法の詳細については、「12 再交付申請の管理」を参照してください。 

1.1.13 証明書管理 

◆ [被扶養者・障害・特定疾病証明書]ボタン 

後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書の交付および再交付をします。また、

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を変更します。操作方法の詳細については、

「13 証明書の管理」を参照してください。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

 2 後期高齢者世帯の管理 

 この章では、市区町村で管理している世帯に対して、世帯の構成員の照会、追加、

および削除をする操作について説明します。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.1 後期高齢者世帯の構成員一覧を照会する 

 ここでは、後期高齢者世帯の構成員一覧を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[世帯構成員一覧]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から構成員一覧を照会する個人を選択します。 

「世帯構成員一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「世帯構成員一覧」画面の

上部に表示されます。 

3. 「世帯構成員一覧」画面に表示される後期高齢者世帯の構成員一覧を確認します。 

 画面の参照箇所 

 後期高齢者世帯の構成員一覧を照会する操作で使用する画面の詳細については、次

の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「世帯構成員一覧」画面 2.1.1 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.1.1 「世帯構成員一覧」画面の詳細 

 「世帯構成員一覧」画面では、後期高齢者世帯の構成員一覧の照会のほかに、削除

する構成員を一覧から選択できます。また、そのまま[追加]ボタンを選択することで、

構成員の追加もできます。ただし、「資格管理メニュー」画面で[世帯構成員一覧]ボタ

ンを選択して「世帯構成員一覧」画面を表示した場合、構成員一覧の照会以外の操作

はできません。 

 ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[世帯管理]ボタンを選択して遷移

した場合の「世帯構成員一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 2-1「世帯構成員一覧」画面（[世帯管理]ボタンを選択した場合） 

 

◆ 基準日 

検索する基準日を入力します。個人検索で選択した個人の世帯で、入力した基準日時

点で有効な構成員がすべて対象になります。検索を実行するとき、この項目は必ず入

力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 基準日世帯番号 

基準日時点での世帯番号が表示されます。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

◆ 一覧 

後期高齢者世帯の構成員の一覧が表示されます。一覧の中から削除する構成員の[選

択]ラジオボタンを選択します。 

世帯主項目には、世帯主である構成員に「○」が表示されます。 

混合世帯項目には、混合世帯構成員として追加した構成員に「○」が表示されます。

標準システムでは、住民基本台帳情報、外国人登録情報、および住登外登録情報に異

なる世帯の構成員として登録されている構成員（世帯番号が異なる構成員）を、同じ

世帯の構成員とすることを「混合世帯」と定義しています。 

◆ [追加]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[世帯管理]ボタンを選択したときだけ表示

されます。このボタンを選択すると、「世帯構成員追加選択」画面が表示されます。 

 

◆ [削除]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[世帯管理]ボタンを選択したときだけ表示

されます。このボタンを選択すると、「世帯構成員削除確認」画面が表示されます。 

◆ [被保険者履歴]ボタン 

このボタンは、「被保険者個人資格照会」画面から「世帯構成員一覧」画面に遷移した

場合にだけ表示されます。このボタンを選択すると、「被保険者履歴一覧」画面に戻り

ます。「被保険者個人資格照会」画面と「被保険者履歴一覧」画面の詳細は、「11.16 被

保険者情報を照会する」を参照してください。 

◆ [戻る]ボタン 

このボタンは、「被保険者個人資格照会」画面から「世帯構成員一覧」画面に遷移した

場合にだけ表示されます。このボタンを選択すると、「被保険者個人資格照会」画面に

戻ります。「被保険者個人資格照会」画面の詳細は、「11.16 被保険者情報を照会する」

を参照してください。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、基準日には初期値

としてシステム日付が入力されています。そのため、基準日を変更して検索を実行

するときだけ、基準日を入力してください。 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[世帯管理]ボタンを選択した

ときだけ表示されます。 

世帯情報を特定の日付で表示したい場合 

世帯情報を特定の日付で表示したい場合は、基準日を入力して[検索]ボタンを選択し

てください。基準日時点での世帯情報が一覧に表示されます。 

 

 14



2 後期高齢者世帯の管理 

2.2 後期高齢者世帯の構成員を追加する 

 ここでは、後期高齢者世帯の構成員を追加する操作について説明します。 

構成員を追加する前に 

個人検索で選択する個人には、混合世帯構成員以外の構成員を選択してください。対

象の個人が混合世帯構成員かどうかを確認する方法については、「2.1 後期高齢者世

帯の構成員一覧を照会する」を参照してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[世帯管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

 
2. 個人検索を実行して、検索結果の中から構成員を追加する世帯の個人（混合世帯構成員

以外）を選択します。 

「世帯構成員一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「世帯構成員一覧」画面の

上部に表示されます。 

3. [追加]ボタンを選択します。 

「世帯構成員追加選択」画面が表示されます。 

4. 追加する構成員の検索条件を入力します。 

検索条件は、必ず 1項目以上入力してください。 

5. [検索]ボタンを選択します。 

検索条件に一致する構成員が一覧に表示されます。 

6. 追加する構成員のラジオボタンを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

「世帯構成員追加確認」画面が表示されます。 

7. 「世帯構成員追加確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

構成員が追加され、「世帯構成員一覧」画面に戻ります。 

構成員を追加する際の確認について 

構成員を追加するときは、「世帯構成員一覧」画面で世帯主がいることを確認（世帯主

の欄に「○」があることを確認）してから、構成員を追加してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者世帯の構成員を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「世帯構成員一覧」画面 2.1.1 

「世帯構成員追加選択」画面 2.2.1 

「世帯構成員追加確認」画面 2.2.2 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.2.1 「世帯構成員追加選択」画面の詳細 

 「世帯構成員追加選択」画面では、後期高齢者世帯に追加する構成員を選択します。

「世帯構成員追加選択」画面を次の図に示します。 

 

図 2-2「世帯構成員追加選択」画面 

 

◆ 検索対象情報 

検索する対象情報を選択します。 

・ 住民基本台帳情報：住民基本台帳情報を検索するときに選択します。 

・ 外国人登録情報：外国人登録情報を検索するときに選択します。 

・ 住登外登録情報：住登外登録情報を検索するときに選択します。 

この項目は必ず選択します。 

◆ 世帯番号 

検索する対象者の世帯番号を入力します。世帯番号は、完全一致でデータベースに登

録されているとおりに入力してください。この項目は、検索対象情報で「住民基本台

帳情報」、「外国人登録情報」、または「住登外登録情報」を選択しているときだけ有効

です。 

◆ 個人番号 

検索する対象者の個人番号を入力します。個人番号は、完全一致でデータベースに登

録されているとおりに入力してください。 

◆ 生年月日 

検索する対象者の生年月日を和暦または西暦で入力します。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

◆ 性別 

検索する対象者の性別を選択します。 

性別不明で登録されたデータを検索する場合は「不明」を選択します。 

◆ 氏名カナ 

検索する対象者の氏名の読みを全角カタカナで入力します。完全一致で入力する場合

は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する氏名の前方の一部を入力します。 

◆ 地方公共団体コード 

地方公共団体コードが表示されます。 

◆ 住所 

検索する対象者の住所（都道府県名と市区町村名を除く）を入力します。完全一致で

入力する場合は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する住所の前方の一部を入力します。 

 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

検索結果として、検索条件に一致する個人の情報が一覧で表示されます。一覧の中か

ら追加する構成員の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「世帯構成員一覧」画面に戻ります。このとき、「世帯構成員追加選択」画面で指定し

た内容は無効になります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 性別だけの検索はできません。他の検索条件と合わせて検索してください。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.2.2 「世帯構成員追加確認」画面の詳細 

 「世帯構成員追加確認」画面では、追加する構成員が正しく選択されているかどう

かを確認します。「世帯構成員追加確認」画面を次の図に示します。 

 

図 2-3「世帯構成員追加確認」画面 

 

◆ 構成員情報 

追加する構成員の情報として、個人番号、氏名などが表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

後期高齢者世帯に構成員が追加され、「世帯構成員一覧」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「世帯構成員追加選択」画面に戻ります。 
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2 後期高齢者世帯の管理 

2.3 後期高齢者世帯の構成員を削除する 

 ここでは、後期高齢者世帯の構成員を削除する操作について説明します。 

構成員を削除する前に 

個人検索で選択する個人には、混合世帯構成員以外の構成員を選択してください。対

象の個人が混合世帯構成員かどうかを確認する方法については、「2.1 後期高齢者世

帯の構成員一覧を照会する」を参照してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[世帯管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

 
2. 個人検索を実行して、検索結果の中から構成員を削除する世帯の個人（混合世帯構成員

以外）を選択します。 

「世帯構成員一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「世帯構成員一覧」画面の

上部に表示されます。 

3. 混合世帯構成員として追加した構成員の中から、削除する構成員のラジオボタンを選択

して、[削除]ボタンを選択します。 

「世帯構成員削除確認」画面が表示されます。 

4. 「世帯構成員削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

構成員が削除され、「世帯構成員一覧」画面に戻ります。 

 削除できる構成員について 

「世帯構成員一覧」画面では、混合世帯構成員として追加した構成員だけ削除できます。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者世帯の構成員を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「世帯構成員一覧」画面 2.1.1 

「世帯構成員削除確認」画面 2.3.1 
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2.3.1 「世帯構成員削除確認」画面の詳細 

 「世帯構成員削除確認」画面では、削除する構成員が正しく選択されているかどう

かを確認します。「世帯構成員削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 2-4「世帯構成員削除確認」画面 

 

◆ 構成員情報 

削除する構成員の情報として、個人番号、氏名などが表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

後期高齢者世帯の構成員が削除され、「世帯構成員一覧」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「世帯構成員一覧」画面に戻ります。 

 



3 異動情報の管理 

3 異動情報の管理 

 この章では、資格異動者の一覧を照会して、異動情報の被保険者台帳への登録保留

および保留解除をする操作について説明します。また、被保険者台帳への登録を保留

している異動情報を削除する操作についても説明します。 
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3 異動情報の管理 

3.1 資格異動者の異動情報の登録を保留する 

 市区町村から広域連合に送信された住民基本台帳情報や外国人登録情報などの異動

情報を一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムのデータベースに取り込んだ

ときに、確認の必要な内容があると、異動確認リストが出力されます。この異動確認

リストの内容を確認し、そのまま資格の取得、喪失、および変更を被保険者台帳に登

録してはいけない資格異動者の異動情報があるときは、その異動情報で被保険者台帳

が更新されないように登録を保留します。次に示すような場合に保留対象となります。 

・ 対象者が病院などに入院中または施設に入所中の場合 

・ 対象者が他広域住所地特例者の場合 

・ 対象者が生活保護受給者の場合 

・ 対象者の在留資格がない場合 

・ 対象者が広域内適用除外者の場合 

 ここでは、資格異動者の異動情報の被保険者台帳への登録を保留する操作について

説明します。 

 なお、登録を保留にしていない情報は、一括処理の被保険者情報等更新処理実行時

に被保険者台帳へ登録されます。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格異動者一覧]ボタンを選択します。 

「資格異動者一覧」画面が表示されます。 

2. 検索対象情報で[75 歳到達者一覧]、[75 歳到達転入者一覧]、[喪失者一覧]、または[そ

の他の異動者一覧]を選択します。 

3. 氏名カナ、性別などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

4. 異動情報の登録を保留にする資格異動者のチェックボックスを選択します。 

5. [登録保留]ラジオボタンを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格異動者一覧確認」画面が表示されます。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

選択した資格異動者の異動情報が登録保留になり、「資格管理メニュー」画面に戻りま

す。 

画面の参照箇所 

 資格異動者の異動情報の登録を保留する操作で使用する画面の詳細については、次

の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「資格異動者一覧」画面 3.1.1 

「資格異動者一覧確認」画面 3.1.2 
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3 異動情報の管理 

3.1.1 「資格異動者一覧」画面の詳細 

 「資格異動者一覧」画面では、登録保留、保留解除、または保留削除する資格異動

者の異動情報を選択します。「資格異動者一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 3-1「資格異動者一覧」画面 

 

◆ 検索対象情報 

検索する対象情報を選択します。この項目は必ず選択します。 

・ 75 歳到達者一覧 

75 歳になる個人を検索して異動情報を確認するときに選択します。 

75 歳到達者の場合、次に示すようなときに登録を保留にします。 

・対象者が病院などに入院中または施設に入所中の場合 

・対象者が他広域住所地特例者の場合 

・対象者が生活保護受給者の場合 

・対象者の在留資格がない場合 

・対象者が広域内適用除外者の場合 

・ 75 歳到達転入者一覧 

75 歳以上の転入者を検索して異動情報を確認するときに選択します。 

75 歳到達転入者の場合、次に示すようなときに登録を保留にします。 

・転入先が住所地特例対象施設である転入者の場合 

・転入先が病院や施設などである転入者の場合 

・再転入した住所地特例者で住所地特例終了届けを受理している場合 

ただし、広域市区町村間異動者の場合、一括処理の個人異動情報取込処理の実行

時に登録保留になっているので、75 歳到達転入者の一覧には表示されません。広

域市区町村間異動者として登録する操作方法については、「4 広域市区町村間異

動者の管理」を参照してください。 
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・ 喪失者一覧 

異動事由が転出、転入通知、死亡、国籍喪失、失踪、および職権削除によって資

格を喪失する被保険者を検索して異動情報を確認するときに選択します。 

喪失者の場合、次に示すようなときに登録を保留にします。 

・住所地特例者として他の広域連合の住所地特例対象施設に転出した被保険者の 

 場合 

・異動事由を満たしていない場合（転出者が転出予定日に転出していないなど） 

・ その他の異動者一覧 

異動事由が転居、転出取消、個人項目修正、職権記載、回復、世帯項目修正、世

帯職権修正、および個人職権修正で異動する被保険者を検索して異動情報を確認

するときに選択します。 

その他の異動者の場合、次に示すようなときに登録を保留にします。 

・転居先が住所地特例対象施設である他広域住所地特例者の場合 

・転居先が病院や施設などである適用除外者の場合 

・ 保留者一覧 

保留者を検索して保留者の一覧を確認し、必要に応じて保留の解除や保留中の異

動情報の削除をするときに選択します。 
 

◆ 氏名カナ 

検索する対象者の氏名の読みを全角カタカナで入力します。完全一致で入力する場合

は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する氏名の前方の一部を入力します。 

◆ 性別 

検索する対象者の性別を選択します。 

性別不明で登録されたデータを検索する場合は「不明」を選択します。 

◆ 生年月日 

検索する対象者の生年月日を和暦で入力します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する対象者を管轄している地方公共団体のコードを入力します。地方公共団体コ

ードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力してください。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ [登録保留]ラジオボタン 

資格異動者の異動情報の登録を保留します。 

◆ [保留解除]ラジオボタン 

資格異動者の異動情報の登録保留を解除します。 

◆ [保留削除]ラジオボタン 

登録を保留している資格異動者の異動情報を削除します。 
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◆ 一覧 

資格異動者の異動情報の一覧が表示されます。一覧の中から登録保留、保留解除、ま

たは保留削除する資格異動者の異動情報の[選択]チェックボックスを選択します。 

◆ [確認]ボタン 

「資格異動者一覧確認」画面が表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 

保留者の対処方法について 

保留者は、状態を確認して対処します。対処方法は、保留者の状態によって異なりま

す。保留者の状態ごとの対処方法を次の表に示します。対処が完了したら、保留の解

除または保留中の異動情報の削除をします。 

表 3-1 保留者の状態ごとの対処方法 

保留者の状態 対処方法 

他広域住所地特例者の被保険者台

帳への登録を保留した 

「適用除外者等登録」画面で適用除外者として登録します。操作

方法は、「5.1 適用除外者を登録する」を参照してください。

生活保護受給者の被保険者台帳へ

の登録を保留した 

 

病院などに入院中または施設に入

所中の住民の被保険者台帳への登

録を保留した 

 

在留資格のない外国人の被保険者

台帳への登録を保留した 

 

広域内適用除外者の被保険者台帳

への登録を保留した 

 

転入先が住所地特例対象施設であ

る転入者の被保険者台帳への登録

を保留した 

 

転入先が病院や施設などである転

入者の被保険者台帳への登録を保

留した 

 

住所地特例終了届を受理している

転入者の被保険者台帳への登録を

保留した 

「資格変更」画面で住所地特例者の登録を解除します。操作方法

は、「6.2 資格変更情報を登録する」を参照してください。 

住所地特例者として他の広域連合

の住所地特例対象施設に転出した

被保険者の被保険者台帳への登録

を保留した 

「資格変更」画面で住所地特例者として登録します。操作方法は、

「6.2 資格変更情報を登録する」を参照してください。 
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保留者の状態 対処方法 

異動事由を満たしていないため、

被保険者の被保険者台帳への登録

を保留した 

転出予定日に転出しなかったため、被保険者台帳への登録を保

留にしていた保留者が、その後転出したなど、保留後に異動事

由が満たされた場合は、被保険者台帳への登録保留を解除しま

す。操作方法は、「3.2 資格異動者の異動情報の登録保留を解

除する」を参照してください。 

転出予定日に転出しなかったため、被保険者台帳への登録を保

留にしていた保留者が、転出を中止したなど、保留者の状況の

変化で被保険者台帳への登録および登録の保留が不要になった

場合は、保留者の異動情報を削除します。操作方法は、「3.3 登

録を保留している資格異動者の異動情報を削除する」を参照し

てください。 

転居先が住所地特例対象施設であ

る他広域住所地特例者の被保険者

の被保険者台帳への登録を保留し

た 

「適用除外者等登録」画面で適用除外者として登録します。操作

方法は、「5.1 適用除外者を登録する」を参照してください。

転居先が病院や施設などである適

用除外者の被保険者台帳への登録

を保留した 

 

 

 

広域内市区町村間の転入・転出および帰化の場合 

広域内市区町村間の転入・転出および帰化の異動情報については、一括処理の個人異

動情報取込処理の実行時に自動的に登録保留となります。 

広域内市区町村間の転入・転出で登録保留となった場合は、「広域市区町村間転入異動

者一覧」画面、「広域市区町村間転出異動者一覧」画面などで広域市区町村間異動者と

して処理を行ってください。なお、何らかの理由で広域市区町村間異動者として処理

をしたくない場合は、「資格異動者一覧」画面で保留解除を行ってください。 

帰化で登録保留となった場合は、「資格変更」画面で資格変更（個人番号の付け替え）

を行ってください。 

夜間に個人異動情報取込処理と被保険者情報等更新処理を実行している場合 

夜間に一括処理の個人異動情報取込処理と被保険者情報等更新処理を続けて実行して

いる場合は、処理完了後に被保険者として資格取得されてしまいますので、「資格異動

者一覧」画面の検索対象情報で 75 歳到達転入者一覧を選択して検索しても一覧に表示

されません。 

「資格異動者一覧」画面の選択対象者について 

「資格異動者一覧」画面の[選択]チェックボックスで選択できるのは、同一ページ内だ

けになります。[前頁]ボタンや[次頁]ボタンで他のページに遷移すると、遷移前のペ

ージで選択していた対象者の情報が無効になります。 
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3.1.2 「資格異動者一覧確認」画面の詳細 

 「資格異動者一覧確認」画面では、更新する資格異動者情報が正しく選択されてい

るかどうかを確認します。「資格異動者一覧確認」画面を次の図に示します。 

 

図 3-2「資格異動者一覧確認」画面 

 

◆ 一覧 

「資格異動者一覧」画面の[選択]チェックボックスで選択した資格異動者の異動情報の

一覧が表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

登録保留、保留解除、または保留削除が実行され、「資格管理メニュー」画面が表示さ

れます。 

◆ [戻る]ボタン 

「資格異動者一覧」画面に戻ります。 
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3.2 資格異動者の異動情報の登録保留を解除する 

 保留後の対処が完了したら、資格異動者の異動情報の被保険者台帳への登録保留を

解除します。また、他広域住所地特例者として転出予定であったために被保険者台帳

への登録を保留にしていた対象者が住所地特例対象施設以外に転出したことが判明し

たなどのように、対象者の状況が変わったことで保留の必要がなくなったときも、被

保険者台帳への登録保留を解除します。 

 ここでは、資格異動者の異動情報の被保険者台帳への登録保留を解除する操作につ

いて説明します。 

 保留を解除した後に、一括処理の被保険者情報等更新処理を実行すると、被保険者

台帳が更新されます。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格異動者一覧]ボタンを選択します。 

「資格異動者一覧」画面が表示されます。 

2. 検索対象情報で[保留者一覧]を選択します。 

3. 氏名カナ、性別などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

4. 異動情報の登録保留を解除する資格異動者のチェックボックスを選択します。 

5. [保留解除]ラジオボタンを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格異動者一覧確認」画面が表示されます。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

選択した資格異動者の異動情報の登録保留が解除され、「資格管理メニュー」画面に戻

ります。 

画面の参照箇所 

 資格異動者の異動情報の登録保留を解除する操作で使用する画面の詳細については、

次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「資格異動者一覧」画面 3.1.1 

「資格異動者一覧確認」画面 3.1.2 
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3 異動情報の管理 

3.3 登録を保留している資格異動者の異動情報を削除する 

 保留後の対処や保留者の状況の変化などによって、被保険者台帳への登録および登

録の保留が不要になったときに、保留者の異動情報を削除できます。 

 ここでは、登録を保留している資格異動者の異動情報を削除する操作について説明

します。 

 保留している異動情報を削除すると、異動をなかったこととし、被保険者台帳の更

新を行いません。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格異動者一覧]ボタンを選択します。 

「資格異動者一覧」画面が表示されます。 

2. 検索対象情報で[保留者一覧]を選択します。 

 
3. 氏名カナ、性別などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

4. 異動情報を削除する資格異動者のチェックボックスを選択します。 

5. [保留削除]ラジオボタンを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格異動者一覧確認」画面が表示されます。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

選択した資格異動者の異動情報が削除され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 登録を保留している資格異動者の異動情報を削除する操作で使用する画面の詳細に

ついては、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「資格異動者一覧」画面 3.1.1 

「資格異動者一覧確認」画面 3.1.2 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

4 広域市区町村間異動者の管理 

 この章では、同じ広域連合に属する市区町村間で転入および転出をした異動者を登

録する操作について説明します。 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

4.1 広域市区町村間異動者を登録する 

 ここでは、同じ広域連合に属する市区町村間で転入および転出をした異動者を登録

する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[広域市区町村間異動者管理]ボタンを選択します。 

「広域市区町村間転入異動者一覧」画面が表示されます。 

2. 氏名カナ、生年月日などの検索条件を入力します。 

検索条件は、必ず 1項目以上入力してください。 

3. [転入者検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報（転入者）が表示されます。 

4. 転入者のラジオボタンを選択して、[転出者一覧]ボタンを選択します。 

「広域市区町村間転出異動者一覧」画面が表示されます。 

 5. 氏名カナ、生年月日などの検索条件を入力します。 

検索条件は、必ず 1項目以上入力してください。 

6. [転出者検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報（転出者）が表示されます。 

7. 転出者のラジオボタンを選択して、[確認]ボタンを選択します。 

「広域市区町村間転入・転出異動者一覧確認」画面が表示されます。 

8. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

広域市区町村間異動者が登録され、「広域市区町村間転入異動者一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 広域市区町村間異動者を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「広域市区町村間転入異動者一覧」画面 4.1.1 

「広域市区町村間転出異動者一覧」画面 4.1.2 

「広域市区町村間転入・転出異動者一覧確認」画面 4.1.3 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

4.1.1 「広域市区町村間転入異動者一覧」画面の詳細 

 「広域市区町村間転入異動者一覧」画面では、登録する広域市区町村間転入異動者

を一覧から選択します。「広域市区町村間転入異動者一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 4-1「広域市区町村間転入異動者一覧」画面 

 

◆ 氏名カナ 

検索する対象者の氏名の読みを全角カタカナで入力します。完全一致で入力する場合

は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する氏名の前方の一部を入力します。 

◆ 性別 

検索する対象者の性別を選択します。 

性別不明で登録されたデータを検索する場合は「不明」を選択します。 

◆ 生年月日 

検索する対象者の生年月日を和暦または西暦で入力します。 

◆ 異動年月日 

検索する対象者の異動年月日を和暦で入力します。 

◆ 個人番号 

検索する対象者の個人番号を入力します。個人番号は、完全一致でデータベースに登

録されているとおりに入力してください。 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

◆ 個人区分 

検索する対象者の個人区分を選択します。 

・ 住基：住民基本台帳情報に登録されている個人を検索するときに選択します。 

・ 外国人：外国人登録情報に登録されている個人を検索するときに選択します。 

・ 住登外：住登外登録情報に登録されている個人を検索するときに選択します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する対象者を管轄している地方公共団体のコードを入力します。地方公共団体コ

ードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力してください。 

◆ 検索対象 

検索する対象情報を選択します。 

・ 個人異動情報：個人異動情報を検索対象に指定します。 

・ 住民基本台帳情報：住民基本台帳情報を検索対象に指定します。 

・ 外国人登録情報：外国人登録情報を検索対象に指定します。 

・ 住登外登録情報：住登外登録情報を検索対象に指定します。 

 

通常は、個人異動情報を選択してください。誤って別人と結びつけたために個人異動

情報に対象者が存在しないなどの場合は、住民基本台帳情報、外国人登録情報、およ

び住登外登録情報の中から該当する対象情報を選択してください。 

◆ [転入者検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

広域市区町村間転入異動者の一覧が表示されます。一覧の中から登録する広域市区町

村間転入異動者の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ [転出者一覧]ボタン 

「広域市区町村間転出異動者一覧」画面が表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 性別または個人区分だけの検索はできません。他の検索条件と合わせて検索してく

ださい。 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

4.1.2 「広域市区町村間転出異動者一覧」画面の詳細 

 「広域市区町村間転出異動者一覧」画面では、登録する広域市区町村間転出異動者

を一覧から選択します。「広域市区町村間転出異動者一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 4-2「広域市区町村間転出異動者一覧」画面 

 

◆ 氏名カナ 

検索する対象者の氏名の読みを全角カタカナで入力します。完全一致で入力する場合

は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する氏名の前方の一部を入力します。 

◆ 性別 

検索する対象者の性別を入力します。 

性別不明で登録されたデータを検索する場合は「不明」を選択します。 

◆ 生年月日 

検索する対象者の生年月日を和暦または西暦で入力します。 

◆ 異動年月日 

検索する対象者の異動年月日を和暦でを入力します。 

◆ 被保険者番号 

検索する対象者の被保険者番号を入力します。被保険者番号は、完全一致でデータベ

ースに登録されているとおりに入力してください。この項目は、検索対象で[被保険者

情報]を選択しているときだけ有効です。 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

◆ 個人番号 

検索する対象者の個人番号を入力します。個人番号は、完全一致でデータベースに登

録されているとおりに入力してください。この項目は、検索対象で[個人異動情報]を

選択しているときだけ有効です。 

◆ 個人区分 

検索する対象者の個人区分を選択します。 

・ 住基：住民基本台帳情報に登録されている個人を検索するときに選択します。 

・ 外国人：外国人登録情報に登録されている個人を検索するときに選択します。 

・ 住登外：住登外登録情報に登録されている個人を検索するときに選択します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する対象者を管轄している地方公共団体のコードを入力します。地方公共団体コ

ードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力してください。 

◆ 検索対象 

検索する対象情報を選択します。 

 

・ 個人異動情報：個人異動情報を検索対象に指定します。 

・ 被保険者情報：被保険者情報を検索対象に指定します。 

通常は、個人異動情報を選択してください。誤って別人と結びつけたために個人異動

情報に対象者が存在しないなどの場合は、被保険者情報を選択してください。 

◆ [転出者検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

広域市区町村間転出異動者の一覧が表示されます。一覧の中から登録する広域市区町

村間転出異動者の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ [確認]ボタン 

「広域市区町村間転入・転出異動者一覧確認」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「広域市区町村間転入異動者一覧」画面に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ 性別、個人区分、検索対象だけの検索はできません。他の検索条件と合わせて検索

してください。 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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4 広域市区町村間異動者の管理 

4.1.3 「広域市区町村間転入・転出異動者一覧確認」画面の詳細 

 「広域市区町村間転入・転出異動者一覧確認」画面では、転入異動者と転出異動者

が正しく選択されているかどうかを確認します。「広域市区町村間転入・転出異動者一

覧確認」画面を次の図に示します。 

 

図 4-3「広域市区町村間転入・転出異動者一覧確認」画面 

 

◆ 一覧 

登録する広域市区町村間転入異動者と広域市区町村間転出異動者が表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

広域市区町村間異動者が登録され、「広域市区町村間転入異動者一覧」画面が表示され

ます。 

◆ [戻る]ボタン 

「広域市区町村間転出異動者一覧」画面に戻ります。 
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5 適用除外者の管理 

5 適用除外者の管理 

 この章では、後期高齢者医療制度の適用除外者の登録、照会、修正、および削除を

する操作について説明します。 
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5 適用除外者の管理 

5.1 適用除外者を登録する 

 ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者を登録する操作について説明します。

適用除外者とは、生活保護受給者または後期高齢者医療制度の適用除外とすべき特別

の理由がある者を指します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[適用除外者等管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から適用除外者として登録する個人を選択します。 

「適用除外者等管理」画面が表示され、選択した個人の情報が「適用除外者等管理」画

面の上部に表示されます。 

3. 適用除外事由を選択します。 

4. [追加]ボタンを選択します。 

「適用除外者等登録」画面が表示されます。 

5. 適用除外者の登録に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

 「適用除外者等登録」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「適用除外者等登録」画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

適用除外者が登録され、「適用除外者等管理」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 適用除外者を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「適用除外者等管理」画面 5.1.1 

「適用除外者等登録」画面 5.1.2 
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5 適用除外者の管理 

5.1.1 「適用除外者等管理」画面の詳細 

 「適用除外者等管理」画面では、修正または削除をする適用除外者の登録情報を一

覧から選択できます。[追加]ボタンを選択することで、適用除外者も登録できます。「適

用除外者等管理」画面を次の図に示します。 

 

図 5-1「適用除外者等管理」画面 

 

◆ 適用除外事由 

適用除外事由を選択します。 

・ 病院等入院・施設入所者：住民が病院などに入院中または施設に入所中の場合に選

択します。 

・ 他広域住所地特例者：住民が他広域住所地特例者の場合に選択します。 

・ 生活保護受給者：住民が生活保護受給者の場合に選択します。 

・ 在留資格なし：外国人に在留資格がない場合に選択します。 

・ 広域内適用除外者：住民が広域内適用除外者の場合に選択します。 

◆ [検索]ボタン 

選択した適用除外事由の検索を実行します。 

◆ 一覧 

適用除外者情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正または削除する適用除外者

情報の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ [追加]ボタン 

「適用除外者等登録」画面が表示されます。適用除外者を登録するときに選択します。 
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5 適用除外者の管理 

◆ [修正]ボタン 

「適用除外者等修正」画面が表示されます。適用除外者の登録情報を修正するときに選

択します。 

◆ [削除]ボタン 

「適用除外者等削除確認」画面が表示されます。適用除外者の登録情報を削除するとき

に選択します。 
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5 適用除外者の管理 

5.1.2 「適用除外者等登録」画面の詳細 

 「適用除外者等登録」画面では、適用除外者を登録します。「適用除外者等登録」画

面を次の図に示します。 

 

図 5-2「適用除外者等登録」画面 

 

◆ 適用除外開始年月日 

この項目は、適用除外区分が病院等入院・施設入所者、他広域住所地特例者、在留資

格なし、または広域内適用除外者のときに表示されます。この項目には、適用除外開

始年月日を和暦で入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ 適用除外終了年月日 

この項目は、適用除外区分が病院等入院・施設入所者、他広域住所地特例者、在留資

格なし、または広域内適用除外者のときに表示されます。この項目には、適用除外終

了年月日を和暦で入力します。 

◆ 生保開始/再開年月日 

この項目は、適用除外区分が生活保護受給者のときに表示されます。この項目には、

生保開始/再開年月日を和暦で入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ 生保終了/停止年月日 

この項目は、適用除外区分が生活保護受給者のときに表示されます。この項目には、

生保終了/停止年月日を和暦で入力します。 

◆ 適用除外区分 

適用除外区分が表示されます。 
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5 適用除外者の管理 

◆ [取消]チェックボックス 

登録した適用除外者情報を無効にしたいときにチェックします。 

◆ 生活保護受給者情報 

ケース番号や福祉事務所コードなどの生活保護受給者情報を入力します。この項目は、

適用除外区分が生活保護受給者のときだけ入力できます。 

◆ 備考 

備考を全角で入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「適用除外者等管理」画面に戻ります。このとき、「適用除外者等登録」画面で指定し

た内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

適用除外者が登録され、「適用除外者等管理」画面が表示されます。このボタンは、[確

認]ボタン選択後に表示されます。 

 ◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

被保険者を適用除外者とする場合 

すでに被保険者の資格を取得している対象者を適用除外者とする場合、先に「資格喪

失」画面で資格喪失事由を選択および資格喪失年月日を入力して、被保険者の資格を

喪失させてから適用除外者の登録をしてください。 

適用除外者から資格を回復して被保険者とする場合 

適用除外者となって被保険者の資格を喪失した対象者の資格を回復する場合、適用除

外者情報を削除してから、「資格回復」画面で被保険者の資格を回復させてください。 

適用除外を解除して被保険者とする場合 

適用除外を解除して被保険者とする場合、適用除外終了年月日または生保終了/停止年

月日を登録してから、「資格取得」画面で資格取得情報を登録してください。 
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5 適用除外者の管理 

5.2 適用除外者一覧を照会する 

 ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者一覧を照会する操作について説明しま

す。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[適用除外者等一覧照会]ボタンを選択します。 

「適用除外者等一覧照会」画面が表示されます。 

2. 適用除外基準日や適用除外区分などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 「適用除外者等一覧照会」画面に表示される適用除外者の一覧を確認します。 

画面の参照箇所 

 適用除外者一覧を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「適用除外者等一覧照会」画面 5.2.1 
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5 適用除外者の管理 

5.2.1 「適用除外者等一覧照会」画面の詳細 

 「適用除外者等一覧照会」画面には、適用除外基準日や適用除外区分などの検索条

件と一致する一覧情報が表示されます。「適用除外者等一覧照会」画面を次の図に示し

ます。 

 

図 5-3「適用除外者等一覧照会」画面 

 

◆ 適用除外基準日 

検索する対象者の適用除外基準日を和暦で入力します。入力した適用除外基準日の時

点で有効な適用除外情報が検索対象になります。検索を実行するとき、この項目は必

ず入力します。 

◆ 適用除外区分 

検索する対象者の適用除外区分を選択します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する対象者の地方公共団体コードを入力します。地方公共団体コードは、完全一

致でデータベースに登録されているとおりに入力してください。 

◆ 福祉事務所コード 

検索する対象者の福祉事務所コードを入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

適用除外者の一覧が表示されます。 
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5 適用除外者の管理 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、適用除外基準日に

は初期値としてシステム日付が入力されています。そのため、適用除外基準日を変

更して検索を実行するときだけ、適用除外基準日を入力してください。 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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5 適用除外者の管理 

5.3 適用除外者の登録情報を修正する 

 ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者の登録情報を修正する操作について説

明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[適用除外者等管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から適用除外者の登録情報を修正する個人を選択し

ます。 

「適用除外者等管理」画面が表示され、選択した個人の情報が「適用除外者等管理」画

面の上部に表示されます。 

3. 修正する適用除外者の登録情報のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「適用除外者等修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「適用除外者等修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「適用除外者等修正」画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

適用除外者の登録情報が修正され、「適用除外者等管理」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 適用除外者の登録情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「適用除外者等管理」画面 5.1.1 

「適用除外者等修正」画面 5.3.1 
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5 適用除外者の管理 

5.3.1 「適用除外者等修正」画面の詳細 

 「適用除外者等修正」画面では、適用除外者の登録情報を修正します。「適用除外者

等修正」画面を次の図に示します。 

 

図 5-4「適用除外者等修正」画面 

 

◆ 適用除外開始年月日 

この項目は、適用除外区分が病院等入院・施設入所者、他広域住所地特例者、在留資

格なし、または広域内適用除外者のときに表示されます。この項目には、適用除外開

始年月日を和暦で入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ 適用除外終了年月日 

この項目は、適用除外区分が病院等入院・施設入所者、他広域住所地特例者、在留資

格なし、または広域内適用除外者のときに表示されます。この項目には、適用除外終

了年月日を和暦で入力します。 

◆ 生保開始/再開年月日 

この項目は、適用除外区分が生活保護受給者のときに表示されます。この項目には、

生保開始/再開年月日を和暦で入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ 生保終了/停止年月日 

この項目は、適用除外区分が生活保護受給者のときに表示されます。この項目には、

生保終了/停止年月日を和暦で入力します。 

◆ 適用除外区分 

適用除外区分が表示されます。 
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5 適用除外者の管理 

◆ [取消]チェックボックス 

登録した適用除外者情報を無効にしたいときにチェックします。 

◆ 生活保護受給者情報 

ケース番号や福祉事務所コードなどの生活保護受給者情報を入力します。この項目は、

適用除外区分が生活保護受給者のときだけ入力できます。 

◆ 備考 

備考を全角で入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「適用除外者等管理」画面に戻ります。このとき、「適用除外者等修正」画面で指定し

た内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

適用除外者の登録情報が修正され、「適用除外者等管理」画面が表示されます。このボ

タンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

 ◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 
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5 適用除外者の管理 

5.4 適用除外者の登録情報を削除する 

 ここでは、後期高齢者医療制度の適用除外者の登録情報を削除する操作について説

明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[適用除外者等管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から適用除外者の登録情報を削除する個人を選択し

ます。 

「適用除外者等管理」画面が表示され、選択した個人の情報が「適用除外者等管理」画

面の上部に表示されます。 

3. 削除する適用除外者の登録情報のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「適用除外者等削除確認」画面が表示されます。 

4. 「適用除外者等削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

適用除外者の登録情報が削除され、「適用除外者等管理」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 適用除外者の登録情報を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「適用除外者等管理」画面 5.1.1 

「適用除外者等削除確認」画面 5.4.1 
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5 適用除外者の管理 
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5.4.1 「適用除外者等削除確認」画面の詳細 

 「適用除外者等削除確認」画面では、削除する適用除外者の登録情報が正しく選択

されているかどうかを確認します。「適用除外者等削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 5-5「適用除外者等削除確認」画面 

 

◆ 生保開始/再開年月日 

生保開始/再開年月日が表示されます。 

◆ 生保終了/停止年月日 

生保終了/停止年月日が表示されます。 

◆ 適用除外区分 

適用除外区分が表示されます。 

◆ 生活保護受給者情報 

ケース番号や福祉事務所コードなどの生活保護受給者情報が表示されます。 

◆ 備考 

備考が表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

適用除外者の登録情報が削除され、「適用除外者等管理」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「適用除外者等管理」画面に戻ります。 

 



6 被保険者の資格管理 

6 被保険者の資格管理 

 この章では、被保険者の資格取得情報、資格変更情報、資格喪失情報、資格回復情

報、および障害認定申請情報の登録をする操作について説明します。障害認定申請情

報の修正と審査結果の登録、および住所地特例者一覧の照会をする操作についても説

明します。また、次に示す帳票を出力する操作についても説明します。 

 ・後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書 
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6 被保険者の資格管理 

6.1 資格取得情報を登録する 

 ここでは、被保険者の資格取得情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格取得]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から資格取得情報を登録する被保険者を選択します。 

「資格取得」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「資格取得」画面の上部に表

示されます。 

3. 資格取得に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格取得」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「資格取得」画面の上部にメッセージが表示さ

れます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を入

力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

資格取得情報が登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

対象者の異動情報が標準システムに取り込まれていない場合 

一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む前の対象者に

対して、資格取得情報を登録するときは、[資格取得（個人情報無）]ボタンを選択し

てください。[資格取得（個人情報無）]ボタンを選択すると、「資格取得」画面が表示

され、資格取得情報が直接入力できます。 

後日、市区町村から送信された異動情報を一括処理の個人異動情報取込処理で取り込

むと、個人情報（住民基本台帳情報、外国人登録情報、または住登外登録情報）が作

成されます。 

画面の参照箇所 

 被保険者の資格取得情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「資格取得」画面 6.1.1 
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6 被保険者の資格管理 

6.1.1 「資格取得」画面の詳細 

 「資格取得」画面では、資格取得情報を登録します。「資格取得」画面を次の図に示

します。 

 

図 6-1「資格取得」画面 

 

◆ 資格取得情報 

資格取得情報として、資格取得年月日、取得事由などを入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [更新]ボタン 

資格取得情報が登録され、「資格管理メニュー」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。このボタンは、[確認]ボタン選択後に

表示されます。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、資格取得年月日などの日付項目は和暦で入力してください。 
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6 被保険者の資格管理 

資格取得と資格回復の使い分け 

資格取得と資格回復は、次に示すように使い分けてください。 

・ 資格取得： 

適用除外期間が終了した後に、資格を再取得するときに使用します。 

例えば、6月から生活保護受給による適用除外者として登録していたが、生活保護

の受給が終了したため、適用除外を終了して、対象者の資格を再度取得するとき

は次の図に示すように操作します。 

 
【操作】 

1.「資格喪失」画面で資格喪失情報を登録します。 

2.「適用除外者等登録」画面で適用除外者として登録します。 

3.「適用除外者等修正」画面で生保終了/停止年月日を登録します。 

4.「資格取得」画面で資格取得情報を登録します。 

 
 

・ 資格回復： 

資格喪失と適用除外者登録をないものとして、資格を回復するときに使用します。 

例えば、6月から生活保護受給による適用除外者として登録していたが、誤りだっ

たため、適用除外者ではないものとして、対象者の資格を回復するときは次の図

に示すように操作します。 

 
【操作】 

1.「資格喪失」画面で資格喪失情報を登録します。 

2.「適用除外者等登録」画面で適用除外者として登録します。 

3.「適用除外者等管理」画面で適用除外者の登録情報を削除します。 

4.「資格回復」画面で資格回復情報を登録します。 
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6 被保険者の資格管理 

6.2 資格変更情報を登録する 

 ここでは、被保険者の資格変更情報を登録する操作について説明します。 

 なお、一括処理の個人異動情報取込処理で登録保留となった帰化の異動情報は、本

操作で個人番号の付け替えを行います。 

被扶養者軽減開始日の入力について 

被扶養者軽減開始日は、「資格変更」画面でも入力できますが、「資格変更」画面で被

扶養者軽減開始日を入力して、資格変更情報を登録すると、履歴を作成する仕様にな

っています。このため、被扶養者軽減開始日は、「被保険者修正」画面で入力してくだ

さい。なお、「被保険者修正」画面の詳細は、「11.17.1 「被保険者修正」画面の詳細」

を参照してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格変更]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から資格変更情報を登録する被保険者を選択します。 

「資格変更」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「資格変更」画面の上部に表

示されます。 

 3. 資格変更に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格変更」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「資格変更」画面の上部にメッセージが表示さ

れます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を入

力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

資格変更情報が登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 被保険者の資格変更情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「資格変更」画面 6.2.1 
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6 被保険者の資格管理 

6.2.1 「資格変更」画面の詳細 

 「資格変更」画面では、資格変更情報を登録します。「資格変更」画面を次の図に示

します。 

 

図 6-2「資格変更」画面 

 

◆ 資格変更情報 

資格変更情報として、資格異動年月日、異動事由などを入力します。 

既に登録されている個人情報（住民基本台帳情報、外国人登録情報、および住登外登

録情報）から氏名カナや氏名などを検索したいときは、[検索]ボタンを選択すると、「個

人情報検索」画面が表示されます。主に、外国人が帰化した場合に、登録済みの住民

基本台帳情報から氏名カナや氏名などを検索して変更する場合に使用します。 

住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検索」画

面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [更新]ボタン 

資格変更情報が登録され、「資格管理メニュー」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。このボタンは、[確認]ボタン選択後に

表示されます。 
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6 被保険者の資格管理 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 被保険者が外国人のときは、生年月日を西暦で入力してください。それ以外の被保

険者のときは、生年月日を和暦で入力してください。 

・ 届出年月日、資格異動年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 
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6 被保険者の資格管理 

6.3 資格喪失情報を登録する 

 ここでは、被保険者の資格喪失情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格喪失]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から資格喪失情報を登録する被保険者を選択します。 

「資格喪失」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「資格喪失」画面の上部に表

示されます。 

3. 資格喪失に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格喪失」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「資格喪失」画面の上部にメッセージが表示さ

れます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を入

力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

資格喪失情報が登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 被保険者の資格喪失情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「資格喪失」画面 6.3.1 
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6 被保険者の資格管理 

6.3.1 「資格喪失」画面の詳細 

 「資格喪失」画面では、資格喪失情報を登録します。「資格喪失」画面を次の図に示

します。 

 

図 6-3「資格喪失」画面 

 

◆ 資格喪失情報 

資格喪失情報として、資格喪失年月日、喪失事由などを入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [更新]ボタン 

資格喪失情報が登録され、「資格管理メニュー」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。このボタンは、[確認]ボタン選択後に

表示されます。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、資格喪失年月日などの日付項目は和暦で入力してください。 
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6 被保険者の資格管理 

6.4 資格回復情報を登録する 

 ここでは、被保険者の資格回復情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[資格回復]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から資格回復情報を登録する被保険者を選択します。 

「資格回復」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「資格回復」画面の上部に表

示されます。 

3. 資格回復に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「資格回復」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「資格回復」画面の上部にメッセージが表示さ

れます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を入

力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

4. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

資格回復情報が登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 被保険者の資格回復情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「資格回復」画面 6.4.1 

 

 62



6 被保険者の資格管理 

6.4.1 「資格回復」画面の詳細 

 「資格回復」画面では、資格回復情報を登録します。「資格回復」画面を次の図に示

します。 

 

図 6-4「資格回復」画面 

 

◆ 資格回復情報 

資格回復情報として、届出年月日、回復事由などを入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [更新]ボタン 

資格回復情報が登録され、「資格管理メニュー」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。このボタンは、[確認]ボタン選択後に

表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 届出年月日は和暦で入力してください。 
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6 被保険者の資格管理 

資格取得と資格回復の使い分け 

資格取得と資格回復は、次に示すように使い分けてください。 

・ 資格取得： 

適用除外期間が終了した後に、資格を再取得するときに使用します。 

例えば、6月から生活保護受給による適用除外者として登録していたが、生活保護

の受給が終了したため、適用除外を終了して、対象者の資格を再度取得するとき

は次の図に示すように操作します。 

 
【操作】 

1.「資格喪失」画面で資格喪失情報を登録します。 

2.「適用除外者等登録」画面で適用除外者として登録します。 

3.「適用除外者等修正」画面で生保終了/停止年月日を登録します。 

4.「資格取得」画面で資格取得情報を登録します。 

 
 

・ 資格回復： 

資格喪失と適用除外者登録をないものとして、資格を回復するときに使用します。 

例えば、6月から生活保護受給による適用除外者として登録していたが、誤りだっ

たため、適用除外者ではないものとして、対象者の資格を回復するときは次の図

に示すように操作します。 

 
【操作】 

1.「資格喪失」画面で資格喪失情報を登録します。 

2.「適用除外者等登録」画面で適用除外者として登録します。 

3.「適用除外者等管理」画面で適用除外者の登録情報を削除します。 

4.「資格回復」画面で資格回復情報を登録します。 
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6 被保険者の資格管理 

6.5 障害認定申請情報を登録する 

 ここでは、障害認定申請情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[障害認定申請]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から障害認定申請情報を登録する被保険者を選択し

ます。 

「障害認定履歴一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「障害認定履歴一覧」

画面の上部に表示されます。 

3. [申請]ボタンを選択します。 

「障害認定申請」画面が表示されます。 

4. 障害認定申請に必要な情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「障害認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「障害認定申請」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

障害認定申請情報が登録され、「障害認定履歴一覧」画面に戻ります。 

対象者の異動情報が標準システムに取り込まれていない場合 

一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む前の対象者に

対して、障害認定申請情報を登録するときは、[障害認定申請（個人情報無）]ボタン

を選択してください。[障害認定申請（個人情報無）]ボタンを選択すると、「障害認定

申請」画面が表示され、障害認定申請情報が直接入力できます。 

後日、市区町村から送信された異動情報を一括処理の個人異動情報取込処理で取り込

むと、個人情報（住民基本台帳情報、外国人登録情報、または住登外登録情報）が作

成されます。 

画面の参照箇所 

 障害認定申請情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「障害認定履歴一覧」画面 6.5.1 

「障害認定申請」画面 6.5.2 
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6 被保険者の資格管理 

6.5.1 「障害認定履歴一覧」画面の詳細 

 「障害認定履歴一覧」画面では、障害認定申請の履歴一覧を表示し、修正または審

査結果の登録をする履歴を一覧から選択できます。[申請]ボタンを選択することで、

障害認定申請情報の登録もできます。また、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書

も出力できます。「障害認定履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 6-5「障害認定履歴一覧」画面 

 

◆ 一覧 

障害認定申請の履歴一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査結果の登録、また

は後期高齢者医療障害認定申請却下通知書の出力をする障害認定申請の[選択]ラジオ

ボタンを選択します。 

◆ [印刷]ボタン 

後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を PDF 形式で出力します。 

◆ [申請]ボタン 

「障害認定申請」画面が表示されます。障害認定申請情報を登録するときに選択します。 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「障害認定申請」画面が表示されます。障害認定申請情報の修正および審査結果の登録

をするときに選択します。 
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6 被保険者の資格管理 

6.5.2 「障害認定申請」画面の詳細 

 「障害認定申請」画面では、障害認定申請情報の登録、修正、および審査結果の登

録をします。また、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書

も出力できます。「障害認定申請」画面を次の図に示します。 

 

図 6-6「障害認定申請」画面 

 

◆ 障害認定申請情報 

障害認定申請情報として、届出年月日、資格取得年月日などを入力します。 

◆ [申請書印刷]ボタン 

後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書を PDF 形式で出力し

ます。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

遷移元の「障害認定履歴一覧」画面または「障害認定申請検索」画面に戻ります。「資

格管理メニュー」画面の[障害認定申請（個人情報無）]ボタンを選択して「障害認定

申請」画面を表示したときは、[戻る]ボタンは表示されません。 

◆ [更新]ボタン 

障害認定申請情報が更新され、遷移元の「障害認定履歴一覧」画面または「障害認定

申請検索」画面が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 
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6 被保険者の資格管理 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、資格取得年月日などの日付項目は和暦で入力してください。 
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6 被保険者の資格管理 

6.6 障害認定申請情報を修正する 

 ここでは、障害認定の等級変更などで障害認定申請情報を修正する操作について説

明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[障害認定検索]ボタンを選択します。 

「障害認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 地方公共団体コード、申請区分などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 修正する障害認定申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選択しま

す。 

「障害認定申請」画面が表示されます。 

4. 修正する障害認定申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「障害認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「障害認定申請」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

障害認定申請情報が修正され、「障害認定申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「障害認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して後期高齢者

医療障害認定申請却下通知書を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作

では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「障害認定申請」画面の表示方法について 

「障害認定履歴一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「障害認定申請」画面を表

示した場合でも、同様の操作で障害認定申請情報が修正できます。なお、「障害認定履

歴一覧」画面の表示方法は、「6.5 障害認定申請情報を登録する」を参照してくださ

い。 

画面の参照箇所 

 障害認定申請情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「障害認定申請検索」画面 6.6.1 

「障害認定申請」画面 6.5.2 
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6 被保険者の資格管理 

6.6.1 「障害認定申請検索」画面の詳細 

 「障害認定申請検索」画面では、障害認定申請情報を検索し、修正または審査結果

の登録をする障害認定申請情報を一覧から選択できます。また、後期高齢者医療障害

認定申請却下通知書も出力できます。「障害認定申請検索」画面を次の図に示します。 

 

図 6-7「障害認定申請検索」画面 

 

◆ 地方公共団体コード 

検索する障害認定申請情報が登録されている地方公共団体のコードを入力します。地

方公共団体コードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力してく

ださい。 

◆ 申請区分 

検索する障害認定申請情報の申請区分を選択します。 

◆ 申請期間 

検索する障害認定申請情報の申請期間を和暦で入力します。 

◆ 終了日検索期間 

検索する障害認定申請情報の終了日の期間を和暦で入力します。 

◆ 認定区分 

検索する障害認定申請情報の認定区分を選択します。 

◆ 決定期間 

検索する障害認定申請情報の決定期間を和暦で入力します。 
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6 被保険者の資格管理 

◆ [喪失]チェックボックス 

資格喪失した個人を検索対象者に含めたいときにチェックします。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

障害認定申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査結果の登録、また

は後期高齢者医療障害認定申請却下通知書の出力をする障害認定申請情報の[選択]チ

ェックボックスを選択します。 

◆ [印刷]ボタン 

後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を PDF 形式で出力します。 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「障害認定申請」画面が表示されます。障害認定申請情報の修正および審査結果の登録

をするときに選択します。 

入力時の注意事項 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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6 被保険者の資格管理 

6.7 障害認定申請の審査結果を登録する 

 ここでは、障害認定申請の審査結果として、障害認定または障害認定却下を登録す

る操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[障害認定検索]ボタンを選択します。 

「障害認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 地方公共団体コード、申請区分などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 審査結果を登録する障害認定申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタン

を選択します。 

「障害認定申請」画面が表示されます。 

4. 認定区分のドロップダウンリストで「障害認定」または「障害認定却下」を選択して、

決定年月日、資格取得年月日、有効期間などを入力します。 

5. [確認]ボタンを選択します。 

「障害認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「障害認定申請」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

審査結果が登録され、「障害認定申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「障害認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して後期高齢者

医療障害認定申請却下通知書を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作

では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「障害認定申請」画面の表示方法について 

「障害認定履歴一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「障害認定申請」画面を表

示した場合でも、同様の操作で障害認定申請の審査結果が登録できます。なお、「障害

認定履歴一覧」画面の表示方法は、「6.5 障害認定申請情報を登録する」を参照して

ください。 

画面の参照箇所 

 障害認定申請の審査結果を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「障害認定申請検索」画面 6.6.1 

「障害認定申請」画面 6.5.2 
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6 被保険者の資格管理 

6.8 後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を出力する 

 ここでは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を出力する操作について説明し

ます。 

 なお、障害認定者の被保険者証を交付する操作については、次の箇所を参照してく

ださい。 

・ 「8 被保険者証の交付」 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[障害認定検索]ボタンを選択します。 

「障害認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 地方公共団体コード、申請区分などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を出力する障害認定申請のチェックボックス

を選択して、[印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療障害認定申請却下通知書が PDF 形式で出力されます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「障害認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して後期高齢者

医療障害認定申請却下通知書を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作

では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

後期高齢者医療障害認定申請却下通知書の出力について 

後期高齢者医療障害認定申請却下通知書は、「障害認定履歴一覧」画面でも出力できま

す。なお、「障害認定履歴一覧」画面の表示方法は、「6.5 障害認定申請情報を登録す

る」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療障害認定申請却下通知書を出力する操作で使用する画面の詳細につ

いては、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「障害認定申請検索」画面 6.6.1 
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6 被保険者の資格管理 

6.9 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）

届書を出力する 

 ここでは、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書を出力

する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[障害認定検索]ボタンを選択します。 

「障害認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 地方公共団体コード、申請区分などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書を出力する障害認定申

請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選択します。 

「障害認定申請」画面が表示されます。 

4. [申請書印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書が PDF 形式で出力さ

れます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「障害認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して後期高齢者

医療障害認定申請却下通知書を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作

では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「障害認定申請」画面の表示方法について 

「障害認定履歴一覧」画面の[決定/訂正]ボタンまたは「資格管理メニュー」画面の[障

害認定申請（個人情報無）]ボタンを選択して、「障害認定申請」画面を表示した場合

でも、同様の操作で後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書

が出力できます。なお、「障害認定履歴一覧」画面の表示方法は、「6.5 障害認定申請

情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得（変更・喪失）届書を出力する操作で

使用する画面の詳細については、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「障害認定申請検索」画面 6.6.1 

「障害認定申請」画面 6.5.2 
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6 被保険者の資格管理 

6.10 住所地特例者一覧を照会する 

 ここでは、住所地特例者一覧を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住所地特例者一覧照会]ボタンを選択します。 

「住所地特例者一覧」画面が表示されます。 

2. 地方公共団体コード、適用基準日などの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択しま

す。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 「住所地特例者一覧」画面に表示される住所地特例者の一覧を確認します。 

画面の参照箇所 

 住所地特例者一覧を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「住所地特例者一覧」画面 6.10.1 
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6 被保険者の資格管理 

6.10.1 「住所地特例者一覧」画面の詳細 

 「住所地特例者一覧」画面では、住所地特例者の一覧を表示します。「住所地特例者

一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 6-8「住所地特例者一覧」画面 

 

◆ 地方公共団体コード 

検索する住所地特例者が登録されている地方公共団体のコードを入力します。地方公

共団体コードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力してくださ

い。 

◆ 適用基準日 

検索する住所地特例者の適用基準日を和暦で入力します。適用基準日を入力しないで

[検索]ボタンを選択すると、全件検索を行います。 

◆ 都道府県名 

検索する住所地特例者の住所の都道府県名を入力します。 

◆ 市区町村名 

検索する住所地特例者の住所の市区町村名を入力します。 

◆ 住所 

検索する住所地特例者の住所（都道府県名と市区町村名を除く）を入力します。完全

一致で入力する場合は、データベースに登録されているとおりに入力します。 

前方一致で入力する場合は、検索する住所の前方の一部を入力します。 
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◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

住所地特例者の一覧が表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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7 負担区分の管理 

7 負担区分の管理 

 この章では、負担区分情報の登録、照会、再判定、修正、および削除をする操作に

ついて説明します。基準収入額適用申請情報の登録をする操作についても説明します。

また、次に示す帳票を出力する操作についても説明します。 

 ・後期高齢者医療負担区分等証明書 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 
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7 負担区分の管理 

7.1 負担区分情報を登録する 

 ここでは、保険料の負担割合に関する情報（負担区分情報）を登録する操作につい

て説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から負担区分情報を登録する個人を選択します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. [登録]ボタンを選択します。 

「負担区分登録」画面が表示されます。 

4. 計算対象年月のドロップダウンリストで負担区分の計算対象となる月を選択して、[計

算]ボタンを選択します。 

選択した月以降を対象に負担区分の判定に必要な計算が行われ、負担区分が表示され

ます。 

5. 決定年月日と有効開始年月日を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「負担区分登録」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「負担区分登録」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

負担区分情報が登録され、「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 負担区分情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

「負担区分登録」画面 7.1.2 
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7 負担区分の管理 

7.1.1 「負担区分履歴一覧」画面の詳細 

 「負担区分履歴一覧」画面では、照会、再計算、修正、または削除する負担区分情

報を一覧から選択できます。[登録]ボタンや[収入額適用]ボタンを選択することで、

負担区分情報や基準収入額適用申請情報の登録もできます。また、次に示す帳票も出

力できます。 

・ 後期高齢者医療負担区分等証明書 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

 「負担区分履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 7-1「負担区分履歴一覧」画面 

[再計算]ボタンと[削除]ボタンについて 

「負担区分履歴一覧」画面の[再計算]ボタンと[削除]ボタンのサポート時期は調整中で

す。このため、[再計算]ボタンと[削除]ボタンは非活性としています。 

 

◆ 年度検索 

検索する年度を和暦で入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 負担区分履歴一覧 

対象者が属する世帯の負担区分情報の履歴一覧が表示されます。一覧の中から照会、

再計算、修正、削除、または帳票の出力をする負担区分情報の[選択]ラジオボタンを

選択します。 

 81



7 負担区分の管理 

基準収入額決定理由欄には、認定の場合は認定理由が表示され、却下の場合は却下理

由が表示されます。 

◆ 負担割合開始年月日 

負担割合開始年月日を和暦で入力します。 

◆ 申請期限年月日 

申請期限年月日を和暦で入力します。 

◆ 帳票選択 

出力する帳票を選択します。次に示す帳票が出力できます。 

・ 後期高齢者医療負担区分等証明書 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

◆ [印刷]ボタン 

選択した帳票を PDF 形式で出力します。 

◆ [照会]ボタン 

「負担区分照会」画面が表示されます。負担区分情報を照会するときに選択します。 

◆ [収入額適用]ボタン 

「基準収入額適用申請」画面が表示されます。基準収入額適用申請情報を登録するとき

に選択します。 

 
◆ [登録]ボタン 

「負担区分登録」画面が表示されます。負担区分情報を登録するときに選択します。 

◆ [再計算]ボタン 

「負担区分再計算」画面が表示されます。負担区分の判定に必要な計算を再計算すると

きに選択します。 

【このボタンのサポート時期は調整中です】 

◆ [修正]ボタン 

「負担区分修正」画面が表示されます。負担区分情報を修正するときに選択します。 

◆ [削除]ボタン 

「負担区分削除確認」画面が表示されます。負担区分情報を削除するときに選択します。 

【このボタンのサポート時期は調整中です】 

負担区分情報を特定の年度で表示したい場合 

負担区分情報を特定の年度で表示したい場合は、検索する年度を入力して[検索]ボタ

ンを選択してください。入力した年度の負担区分情報が一覧表示されます。 

後期高齢者医療負担区分等証明書の帳票様式について 

後期高齢者医療負担区分等証明書は、平成 19 年度（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 7

月 31 日）と平成 20 年度以降（平成 20 年 8 月 1日以降）で帳票の様式が異なります。 
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7 負担区分の管理 

7.1.2 「負担区分登録」画面の詳細 

 「負担区分登録」画面では、負担区分情報を登録します。「負担区分登録」画面を次

の図に示します。 

 

図 7-2「負担区分登録」画面 
 

◆ 世帯基準日 

検索する世帯基準日を和暦で入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 世帯番号 

基準日時点での世帯番号が表示されます。 

◆ 一覧 

世帯構成員の一覧が表示されます。 

[前月]ボタンを選択すると、前月の世帯構成員の情報が表示されます。 

[次月]ボタンを選択すると、次月の世帯構成員の情報が表示されます。 

一覧の算定負担区分には、世帯で算出された負担区分に基づいた個人の負担区分が表

示されます。 

◆ 計算対象年月 

負担区分の計算を開始する月を選択します。 
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7 負担区分の管理 

◆ [計算]ボタン 

負担区分の判定に必要な計算をします。 

◆ 世帯算定負担区分 

計算結果として、世帯の負担区分が自動的に表示されます。 

◆ 判定年月日 

負担区分判定年月日が表示されます。 

◆ 決定年月日 

負担区分決定年月日を入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「負担区分登録」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

負担区分情報が登録され、「負担区分履歴一覧」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

 
入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

画面操作時の注意事項 

算定負担区分と世帯算定負担区分に負担区分が表示されていない状態で[確認]ボタン

を選択すると、エラーになります。 
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7 負担区分の管理 

7.2 負担区分情報を照会する 

 ここでは、負担区分情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から負担区分情報を照会する個人を選択します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 照会する負担区分情報のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「負担区分照会」画面が表示されます。 

4. 「負担区分照会」画面に表示される負担区分情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 負担区分情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

「負担区分照会」画面 7.2.1 
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7 負担区分の管理 

7.2.1 「負担区分照会」画面の詳細 

 「負担区分照会」画面では、負担区分情報を照会します。「負担区分照会」画面を次

の図に示します。 

 

図 7-3「負担区分照会」画面  

◆ 一覧 

世帯構成員の一覧が表示されます。一覧の中から後期高齢者医療負担区分等証明書を

出力する個人の[選択]チェックボックスを選択します。 

[前月]ボタンを選択すると、前月の世帯構成員の情報が表示されます。 

[次月]ボタンを選択すると、次月の世帯構成員の情報が表示されます。 

一覧の算定負担区分には、世帯で算出された負担区分に基づいた個人の負担区分が表

示されます。 

◆ 計算対象年月 

計算対象年月が表示されます。 

◆ 世帯算定負担区分 

世帯の負担区分が表示されます。 

◆ 判定年月日 

判定年月日が表示されます。 

◆ 決定年月日 

決定年月日が表示されます。 
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7 負担区分の管理 

◆ [印刷]ボタン 

後期高齢者医療負担区分等証明書を PDF 形式で出力します。 

◆ [戻る]ボタン 

「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 

後期高齢者医療負担区分等証明書の帳票様式について 

後期高齢者医療負担区分等証明書は、平成 19 年度（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 7

月 31 日）と平成 20 年度以降（平成 20 年 8 月 1日以降）で帳票の様式が異なります。 
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7 負担区分の管理 

7.3 負担区分を再判定する 

 ここでは、負担区分の判定に必要な計算をやり直して、負担区分を再判定する操作

について説明します。 

【この機能のサポート時期は調整中です】 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から負担区分を再判定する個人を選択します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 再判定する負担区分情報のラジオボタンを選択して、[再計算]ボタンを選択します。 

「負担区分再計算」画面が表示されます。 

4. 計算対象年月のドロップダウンリストで負担区分の再計算対象となる月を選択して、

[計算]ボタンを選択します。 

選択した月以降を対象に負担区分の判定に必要な計算が行われ、負担区分が表示され

ます。 

5. [確認]ボタンを選択します。 

 
「負担区分再計算」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「負担区分再計算」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

負担区分情報が更新され、「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 負担区分を再判定する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

「負担区分再計算」画面 7.3.1 
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7 負担区分の管理 

7.3.1 「負担区分再計算」画面の詳細 

 「負担区分再計算」画面では、負担区分の判定に必要な計算をします。「負担区分再

計算」画面を次の図に示します。 

 

図 7-4「負担区分再計算」画面  

◆ 一覧 

世帯構成員の一覧が表示されます。 

[前月]ボタンを選択すると、前月の世帯構成員の情報が表示されます。 

[次月]ボタンを選択すると、次月の世帯構成員の情報が表示されます。 

一覧の算定負担区分には、世帯で算出された負担区分に基づいた個人の負担区分が表

示されます。 

◆ 計算対象年月 

負担区分の計算を開始する月を選択します。 

◆ [計算]ボタン 

負担区分の判定に必要な計算をします。 

◆ 算定負担区分 

計算結果として、世帯の負担区分が自動的に表示されます。 

◆ 判定年月日 

負担区分判定年月日が表示されます。 
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7 負担区分の管理 

◆ 決定年月日 

負担区分決定年月日を入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「負担区分再計算」画面で指定した

内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

負担区分情報が更新され、「負担区分履歴一覧」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

画面操作時の注意事項 

算定負担区分に負担区分が表示されていない状態で[確認]ボタンを選択すると、エラ

ーになります。 
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7 負担区分の管理 

7.4 負担区分情報を修正する 

 ここでは、負担区分情報を修正する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から負担区分情報を修正する個人を選択します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 修正する負担区分情報のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「負担区分修正」画面が表示されます。 

4. 修正する負担区分情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「負担区分修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「負担区分修正」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

負担区分情報が修正され、「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 負担区分情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

「負担区分修正」画面 7.4.1 
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7 負担区分の管理 

7.4.1 「負担区分修正」画面の詳細 

 「負担区分修正」画面では、負担区分情報を修正します。「負担区分修正」画面を次

の図に示します。 

 

図 7-5「負担区分修正」画面  

◆ 一覧 

世帯構成員の一覧が表示されます。 

[前月]ボタンを選択すると、前月の世帯構成員の情報が表示されます。 

[次月]ボタンを選択すると、次月の世帯構成員の情報が表示されます。 

一覧の算定負担区分には、修正する前の個人の負担区分が表示されます。 

◆ 訂正負担区分 

個人の負担区分を選択します。 

◆ 世帯算定負担区分 

修正する前の世帯の負担区分が表示されます。 

◆ 世帯訂正算定負担区分 

世帯の負担区分を選択します。 

◆ 判定年月日 

負担区分判定年月日が表示されます。 

◆ 決定年月日 

負担区分決定年月日を入力します。この項目は必ず入力します。 
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7 負担区分の管理 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「負担区分修正」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

負担区分情報が修正され、「負担区分履歴一覧」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 
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7 負担区分の管理 

7.5 負担区分情報を削除する 

 ここでは、負担区分情報を削除する操作について説明します。 

【この機能のサポート時期は調整中です】 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から負担区分情報を削除する個人を選択します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 削除する負担区分情報のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「負担区分削除確認」画面が表示されます。 

4. 「負担区分削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

負担区分情報が履歴ごと削除され、「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 負担区分情報を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

「負担区分削除確認」画面 7.5.1 
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7 負担区分の管理 

7.5.1 「負担区分削除確認」画面の詳細 

 「負担区分削除確認」画面では、削除する負担区分情報が正しく選択されているか

どうかを確認します。「負担区分削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 7-6「負担区分削除確認」画面  

◆ 一覧 

世帯構成員の一覧が表示されます。 

[前月]ボタンを選択すると、前月の世帯構成員の情報が表示されます。 

[次月]ボタンを選択すると、次月の世帯構成員の情報が表示されます。 

一覧の算定負担区分には、世帯で算出された負担区分に基づいた個人の負担区分が表

示されます。 

◆ 計算対象年月 

計算対象年月が表示されます。 

◆ 算定負担区分 

世帯の負担区分が表示されます。 

◆ 判定年月日 

判定年月日が表示されます。 

◆ 決定年月日 

決定年月日が表示されます。 
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◆ [更新]ボタン 

選択した負担区分情報が履歴ごと削除され、「負担区分履歴一覧」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 
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7 負担区分の管理 

7.6 基準収入額適用申請情報を登録する 

 ここでは、基準収入額適用申請情報を登録する操作について説明します。 

 なお、基準収入額適用申請情報の修正、審査結果の登録、および帳票の出力をする

操作については、次の箇所を参照してください。 

・ 「10.16 基準収入額適用申請情報を修正する」 

・ 「10.17 基準収入額適用申請の審査結果を登録する」 

・ 「10.18 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力する」 

・ 「10.19 後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する」 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から基準収入額適用申請情報を登録する個人を選択

します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. [収入額適用]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請」画面が表示されます。 

4. 適用開始月を選択して、[検索]ボタンを選択します。 

 申請者の情報が表示されます。 

5. 登録する基準収入額適用申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「基準収入額適用申請」画面の上部にメッセー

ジが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

基準収入額適用申請情報が登録され、「負担区分履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 基準収入額適用申請情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

「基準収入額適用申請」画面 7.6.1 
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7 負担区分の管理 

7.6.1 「基準収入額適用申請」画面の詳細 

 「基準収入額適用申請」画面では、基準収入額適用申請情報の登録、修正、および

審査結果の登録をします。また、後期高齢者医療基準収入額適用申請書も出力できま

す。「基準収入額適用申請」画面を次の図に示します。 

 

図 7-7「基準収入額適用申請」画面 

 

◆ 基準収入額適用申請情報 

基準収入額適用申請情報として、申請年月日、認定区分などを入力します。 

[選択]チェックボックスでは、後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する個人

を選択します。 

◆ 適用開始月 

検索する基準収入額適用申請の適用開始月を選択します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 認定理由 

認定理由については、「収入が基準額未満のため」などの理由を選択してください。 

◆ 決定理由 

決定理由については、必要事項を適宜入力してください。 

◆ [申請書印刷]ボタン 

後期高齢者医療基準収入額適用申請書を PDF 形式で出力します。 
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7 負担区分の管理 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

呼び出し元の画面（「負担区分履歴一覧」画面または「基準収入額適用申請検索」画面）

に戻ります。このとき、「基準収入額適用申請」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

基準収入額適用申請情報が更新され、呼び出し元の画面（「負担区分履歴一覧」画面ま

たは「基準収入額適用申請検索」画面）が表示されます。このボタンは、[確認]ボタ

ン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、申請年月日などの日付項目は和暦で入力してください。 
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7 負担区分の管理 
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7.7 負担区分関連の帳票を出力する 

 ここでは、次に示す帳票を出力する操作について説明します。 

・ 後期高齢者医療負担区分等証明書 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

・ 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[負担区分管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から帳票を出力する個人を選択します。 

「負担区分履歴一覧」画面が表示され、選択した個人の情報が「負担区分履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 帳票を出力する負担区分情報のラジオボタンを選択します。 

4. 必要に応じて、負担割合開始年月日と申請期限年月日を入力します。 

5. 帳票選択のドロップダウンリストで出力する帳票を選択して、[印刷]ボタンを選択しま

す。 

選択した帳票が PDF 形式で出力されます。 

画面の参照箇所 

 帳票を出力する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照してくださ

い。 

 

画面名 参照箇所 

「負担区分履歴一覧」画面 7.1.1 

 

 

 



8 被保険者証の交付 

8 被保険者証の交付 

 この章では、後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証の交

付、再交付、および回収情報の登録をする操作について説明します。 
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8 被保険者証の交付 

8.1 後期高齢者医療被保険者証を交付する 

 ここでは、後期高齢者医療被保険者証を交付する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者証交付]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から後期高齢者医療被保険者証を交付する被保険者

を選択します。 

「被保険者証交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者証

交付一覧照会」画面の上部に表示されます。 

3. 被保険者証交付情報のラジオボタンを選択します。 

4. [証選択]ボタンまたは[被保険者証]ボタンを選択します。 

「被保険者証交付」画面が表示されます。 

5. 発行年月日、交付年月日などを入力します。 

6. [取得]ボタンを選択します。 

一部負担金の割合に値が表示されます。 

7. [印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療被保険者証が PDF 形式で出力されます。 

対象者の異動情報が標準システムに取り込まれていない場合 

一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む前の対象者の

後期高齢者医療被保険者証を交付するときは、「資格取得」画面で資格取得情報の登録

または「障害認定申請」画面で障害認定申請情報の登録をした後に上記の操作をして

ください。「資格取得」画面で資格取得情報を登録する操作方法については「6.1 資

格取得情報を登録する」を、「障害認定申請」画面で障害認定申請情報を登録する操作

方法については「6.5 障害認定申請情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療被保険者証を交付する操作で使用する画面の詳細については、次の

箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「被保険者証交付一覧照会」画面 8.1.1 

「被保険者証交付」画面 8.1.2 
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8 被保険者証の交付 

8.1.1 「被保険者証交付一覧照会」画面の詳細 

 「被保険者証交付一覧照会」画面では、被保険者証交付情報の一覧を照会し、被保

険者証の再交付または回収情報の登録をする被保険者証交付情報を一覧から選択でき

ます。[被保険者証]ボタンまたは[短期証]ボタンを選択することで、対応する被保険

者証を交付することもできます。「被保険者証交付一覧照会」画面を次の図に示します。 

 

図 8-1「被保険者証交付一覧照会」画面 
 

◆ 一覧 

被保険者証交付情報の一覧が表示されます。一覧の中から被保険者証（後期高齢者医

療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証）の再交付または回収情報の登録

をする被保険者証交付情報のラジオボタンを選択します。 

◆ [証選択]ボタン 

被保険者証交付情報の証種別に応じて、「被保険者証交付」画面または「短期被保険者

証交付」画面が表示されます。被保険者証（後期高齢者医療被保険者証または後期高

齢者医療短期被保険者証）の交付、再交付、または回収情報の登録を行うときに選択

します。 

◆ [被保険者証]ボタン 

「被保険者証交付」画面が表示されます。後期高齢者医療被保険者証を交付するときに

選択します。未交付の被保険者証交付情報がある場合、[被保険者証]ボタンは選択で

きません。この場合、[証選択]ボタンを選択して後期高齢者医療被保険者証を交付し

てください。 
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8 被保険者証の交付 

◆ [短期証]ボタン 

「短期被保険者証交付」画面が表示されます。後期高齢者医療短期被保険者証を交付す

るときに選択します。 

[証選択]ボタンと[被保険者証]ボタンの使い分け 

後期高齢者医療被保険者証を交付する場合、「被保険者証交付一覧照会」画面の[証選

択]ボタンと[被保険者証]ボタンは、次に示すように使い分けてください。 

・ [証選択]ボタン： 

異動などによる未交付の後期高齢者医療被保険者証がある場合に選択します。ま

た、後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証の再交付や

回収情報の登録をする場合も選択します。 

・ [被保険者証]ボタン： 

異動などによる未交付の後期高齢者医療被保険者証がない場合に選択します。最

新の状態で後期高齢者医療被保険者証を交付します。被保険者の氏名や住所など

は、最新の状態となります。 

被保険者証交付情報の履歴について 

「被保険者証交付」画面または「短期被保険者証交付」画面の交付事由で「再交付」を

選択して被保険者証（後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者

証）を出力したときは、「被保険者証交付一覧照会」画面の一覧に被保険者証交付情報

が履歴として追加されません。交付事由で「新規」、「更新」、または「変更」を選択し

て被保険者証（後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証）を

出力したときは、「被保険者証交付一覧照会」画面の一覧に被保険者証交付情報が履歴

として追加されます。 
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8 被保険者証の交付 

8.1.2 「被保険者証交付」画面の詳細 

 「被保険者証交付」画面では、後期高齢者医療被保険者証の発行年月日、交付年月

日などを入力します。「被保険者証交付」画面を次の図に示します。 

 

図 8-2「被保険者証交付」画面 

 ◆ 被保険者証交付情報 

被保険者証交付情報として、発行年月日、交付年月日、有効期限などを入力します。 

[取得]ボタンを選択すると、一部負担金の割合に値が表示されます。 

定める特別な事情がある場合は、該当する事情のチェックボックスを選択します。 

◆ [確認]ボタン 

回収情報を登録するときに、情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [印刷]ボタン 

後期高齢者医療被保険者証を PDF 形式で出力します。 

◆ [戻る]ボタン 

「被保険者証交付一覧照会」画面に戻ります。このとき、「被保険者証交付」画面で指

定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

回収情報が登録され、「被保険者証交付一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 
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8 被保険者証の交付 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 発行年月日、交付年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 
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8 被保険者証の交付 

8.2 後期高齢者医療短期被保険者証を交付する 

 ここでは、後期高齢者医療短期被保険者証を交付する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者証交付]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から後期高齢者医療短期被保険者証を交付する被保

険者を選択します。 

「被保険者証交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者証

交付一覧照会」画面の上部に表示されます。 

3. [短期証]ボタンを選択します。 

「短期被保険者証交付」画面が表示されます。 

4. 発行年月日、交付年月日などを入力します。 

5. [取得]ボタンを選択します。 

一部負担金の割合に値が表示されます。 

6. [印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療短期被保険者証が PDF 形式で出力されます。 

対象者の異動情報が標準システムに取り込まれていない場合 

一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む前の対象者の

後期高齢者医療短期被保険者証を交付するときは、「資格取得」画面で資格取得情報の

登録または「障害認定申請」画面で障害認定申請情報の登録をした後に上記の操作を

してください。「資格取得」画面で資格取得情報を登録する操作方法については「6.1 

資格取得情報を登録する」を、「障害認定申請」画面で障害認定申請情報を登録する操

作方法については「6.5 障害認定申請情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療短期被保険者証を交付する操作で使用する画面の詳細については、

次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「被保険者証交付一覧照会」画面 8.1.1 

「短期被保険者証交付」画面 8.2.1 
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8 被保険者証の交付 

8.2.1 「短期被保険者証交付」画面の詳細 

 「短期被保険者証交付」画面では、後期高齢者医療短期被保険者証の発行年月日、

交付年月日などを入力します。「短期被保険者証交付」画面を次の図に示します。 

 

図 8-3「短期被保険者証交付」画面 

 ◆ 短期被保険者証交付情報 

短期被保険者証交付情報として、発行年月日、交付年月日、有効期限などを入力しま

す。 

[取得]ボタンを選択すると、一部負担金の割合に値が表示されます。 

定める特別な事情がある場合は、該当する事情のチェックボックスを選択します。 

◆ [確認]ボタン 

回収情報を登録するときに、情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [印刷]ボタン 

後期高齢者医療短期被保険者証を PDF 形式で出力します。 

◆ [戻る]ボタン 

「被保険者証交付一覧照会」画面に戻ります。このとき、「短期被保険者証交付」画面

で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

回収情報が登録され、「被保険者証交付一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 
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8 被保険者証の交付 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 発行年月日、交付年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 
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8 被保険者証の交付 

8.3 被保険者証を再交付する 

 ここでは、後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証を再交

付する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者証交付]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医

療短期被保険者証を再交付する被保険者を選択します。 

「被保険者証交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者証

交付一覧照会」画面の上部に表示されます。 

3. 被保険者証交付情報のラジオボタンを選択します。 

4. [証選択]ボタンを選択します。 

被保険者証交付情報の証種別に応じて、「被保険者証交付」画面または「短期被保険者

証交付」画面が表示されます。 

5. 再交付年月日、再交付事由などを入力します。 

6. [印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証が PDF 形式で出力さ

れます。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証を再交付する操作

で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「被保険者証交付一覧照会」画面 8.1.1 

「被保険者証交付」画面 8.1.2 

「短期被保険者証交付」画面 8.2.1 
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8 被保険者証の交付 

8.4 被保険者証の回収情報を登録する 

 ここでは、後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証の回収

情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者証交付]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医

療短期被保険者証の回収情報を登録する被保険者を選択します。 

「被保険者証交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者証

交付一覧照会」画面の上部に表示されます。 

3. 被保険者証交付情報のラジオボタンを選択します。 

4. [証選択]ボタンを選択します。 

被保険者証交付情報の証種別に応じて、「被保険者証交付」画面または「短期被保険者

証交付」画面が表示されます。 

5. [証回収]チェックボックスを選択し、証回収年月日を入力します。 

6. [確認]ボタンを選択します。 

「被保険者証交付」画面または「短期被保険者証交付」画面の下部に[更新]ボタンが表

示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「被保険者証交付」画面または「短期被保険者

証交付」画面の上部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示さ

れません。メッセージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択して

ください。 

 

7. [更新]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証の回収情報が登録さ

れ、「被保険者証交付一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療短期被保険者証の回収情報を登録

する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「被保険者証交付一覧照会」画面 8.1.1 

「被保険者証交付」画面 8.1.2 

「短期被保険者証交付」画面 8.2.1 
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8 被保険者証の交付 
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9 送付先の管理 

9 送付先の管理 

 この章では、後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先情報の照会、追

加、修正、複写して追加、および削除をする操作について説明します。 
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9 送付先の管理 

9.1 送付先情報を照会する 

 ここでは、送付先情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先一覧照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を照会する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 「送付先一覧照会」画面に表示される送付先情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 9.1.1 
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9 送付先の管理 

9.1.1 「送付先一覧照会」画面の詳細 

 「送付先一覧照会」画面では、送付先の一覧を照会し、修正、複写して追加、およ

び削除をする送付先を一覧から選択できます。また、[追加]ボタンを選択することで、

送付先情報の追加もできます。ただし、「資格管理メニュー」画面で[送付先一覧照会]

ボタンを選択して「送付先一覧照会」画面を表示した場合は、送付先一覧の照会以外

は操作できません。 

 ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択して遷

移した場合の「送付先一覧照会」画面を次の図に示します。 

 

図 9-1「送付先一覧照会」画面（[送付先管理]ボタンを選択した場合） 

 

◆ 送付先使用年月日 

検索する送付先使用年月日を和暦で入力します。送付先使用年月日を入力しないで[検

索]ボタンを選択すると、送付先情報が全件表示されます。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

送付先の一覧が表示されます。一覧の中から修正、複写して追加、または削除をする

送付先の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ [追加]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択したときだけ表

示されます。このボタンを選択すると、「送付先情報追加」画面が表示されます。 
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9 送付先の管理 

◆ [複写]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択したときだけ表

示されます。このボタンを選択すると、複写する送付先情報が入力された状態で「送

付先情報追加」画面が表示されます。 

◆ [修正]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択したときだけ表

示されます。このボタンを選択すると、「送付先情報修正」画面が表示されます。 

◆ [削除]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択したときだけ表

示されます。このボタンを選択すると、「送付先情報削除確認」画面が表示されます。 

入力時の注意事項 

・ 選択のラジオボタンは、「資格管理メニュー」画面で[送付先管理]ボタンを選択し

たときだけ表示されます。 

送付先情報を特定の日付で表示したい場合 

送付先情報を特定の日付で表示したい場合は、送付先使用年月日を入力して[検索]ボ

タンを選択してください。送付先使用年月日時点での送付先一覧が表示されます。 

送付先に登録されている対象者が転出した場合 

送付先に登録されている対象者の転出が、同一広域連合内の場合は、送付先情報を引

き継ぎます。 
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9 送付先の管理 

9.2 送付先情報を追加する 

 ここでは、被保険者台帳に登録されている住所以外に後期高齢者医療被保険者証や

各種通知書などを郵送する送付先がある場合に、送付先情報を追加する操作について

説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を追加する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. [追加]ボタンを選択します。 

「送付先情報追加」画面が表示されます。 

4. 追加する送付先情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「送付先情報追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「送付先情報追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

送付先情報が追加され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 9.1.1 

「送付先情報追加」画面 9.2.1 
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9 送付先の管理 

9.2.1 「送付先情報追加」画面の詳細 

 「送付先情報追加」画面では、追加する送付先の情報を入力します。「送付先情報追

加」画面を次の図に示します。 

 

図 9-2「送付先情報追加」画面 

◆ 送付先情報 

送付先情報として、帳票管理区分、届出日、氏名などを入力します。 

住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検索」画

面が別ウィンドウで表示されます。 

後期高齢者医療に係わる医療費通知を送付しないときは、[送付抑止]チェックボック

スをチェックします。 

 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「送付先一覧照会」画面に戻ります。このとき、「送付先情報追加」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

送付先情報が追加され、「送付先一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、[確

認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 
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9 送付先の管理 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、有効期間について

は開始年月日だけ必須入力です。終了年月日は必要に応じて入力してください。 

・ 届出日および有効期間は和暦で入力してください。 

・ 登録されている送付先情報に、入力した帳票管理区分と同じ帳票管理区分の送付先

情報がある場合、送付先情報の追加はできません。送付先情報を複写して追加する

ときは、必ず帳票管理区分を変更してください。 
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9 送付先の管理 

9.3 送付先情報を修正する 

 ここでは、後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先情報を修正する操

作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を修正する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 修正する送付先情報のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「送付先情報修正」画面が表示されます。 

4. 送付先情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「送付先情報修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「送付先情報修正」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

送付先情報が修正され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。  
画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 9.1.1 

「送付先情報修正」画面 9.3.1 
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9 送付先の管理 

9.3.1 「送付先情報修正」画面の詳細 

 「送付先情報修正」画面では、送付先情報を修正します。「送付先情報修正」画面を

次の図に示します。 

 

図 9-3「送付先情報修正」画面 

◆ 送付先情報 

送付先情報として、帳票管理区分、届出日、氏名などを入力します。 

住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検索」画

面が別ウィンドウで表示されます。 

後期高齢者医療に係わる医療費通知を送付しないときは、[送付抑止]チェックボック

スをチェックします。 

 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「送付先一覧照会」画面に戻ります。このとき、「送付先情報修正」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

送付先情報が更新され、「送付先一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、[確

認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 
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9 送付先の管理 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。ただし、有効期間について

は開始年月日だけ必須入力です。終了年月日は必要に応じて入力してください。 

・ 届出日および有効期間は和暦で入力してください。 
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9 送付先の管理 

9.4 送付先情報を複写して追加する 

 ここでは、後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先情報を複写して追

加する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を複写して追加する被保険者を選択

します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 複写する送付先情報のラジオボタンを選択して、[複写]ボタンを選択します。 

「送付先情報追加」画面が表示されます。「送付先情報追加」画面の各入力欄には、複

写した送付先情報が入力された状態になっています。 

4. 複写された送付先情報で、複写元の帳票管理区分とは異なる帳票管理区分を選択します。 

5. 複写された送付先情報の帳票管理区分以外で、修正する項目を入力して、[確認]ボタン

を選択します。 

「送付先情報追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「送付先情報追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

 送付先情報が追加され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を複写して追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を

参照してください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 9.1.1 

「送付先情報追加」画面 9.2.1 
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9 送付先の管理 

9.5 送付先情報を削除する 

 ここでは、後期高齢者医療被保険者証や各種通知書などの送付先情報を削除する操

作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[送付先管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から送付先情報を削除する被保険者を選択します。 

「送付先一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「送付先一覧照会」画

面の上部に表示されます。 

3. 削除する送付先情報のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「送付先情報削除確認」画面が表示されます。 

4. 「送付先情報削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

送付先情報が削除され、「送付先一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 送付先情報を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「送付先一覧照会」画面 9.1.1 

「送付先情報削除確認」画面 9.5.1 
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9 送付先の管理 

9.5.1 「送付先情報削除確認」画面の詳細 

 「送付先情報削除確認」画面では、削除する送付先情報が正しく選択されているか

どうかを確認します。「送付先情報削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 9-4「送付先情報削除確認」画面 

◆ 送付先情報 

送付先情報として、帳票管理区分、届出日、氏名などが表示されます。 
 

◆ [更新]ボタン 

送付先情報が削除され、「送付先一覧照会」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「送付先一覧照会」画面に戻ります。 
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10 減免申請の管理 

10 減免申請の管理 

 この章では、減免申請に関する次に示す情報の登録、修正、および審査結果の登録

をする操作について説明します。 

 ・一部負担金減免・徴収猶予申請情報 

 ・限度額適用・標準負担額減額認定申請情報 

 ・特定疾病認定申請情報 

 ・基準収入額適用申請情報 

 基準収入額適用申請情報の修正および審査結果の登録をする操作についても説明し

ます。また、次に示す帳票を出力する操作についても説明します。 

 ・後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

 ・後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

 ・後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

 ・後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

 ・後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

 ・後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療特定疾病認定申請書 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書 

 ・後期高齢者医療基準収入額適用申請書 
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10 減免申請の管理 

10.1 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する 

 ここでは、一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[一部負担金減免及び徴収猶予申請]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する

被保険者を選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が

「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面の上部に表示されます。 

3. [申請]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。 

4. 登録する一部負担金減免・徴収猶予申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の上

部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセ

ージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報が登録され、「一部負担金減免及び徴収猶予申請一

覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する操作で使用する画面の詳細について

は、次の箇所を参照してください。 

 画面名 参照箇所 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面 10.1.1 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面 10.1.2 
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10 減免申請の管理 

10.1.1 「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面の詳細 

 「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面では、修正または審査結果の登録を

する一部負担金減免・徴収猶予申請情報を一覧から選択できます。[申請]ボタンを選

択することで、一部負担金減免・徴収猶予申請情報も登録できます。また、次に示す

帳票も出力できます。 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

 「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 10-1「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面 

 

◆ 負担区分年度 

検索する負担区分年度を和暦で入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査

結果の登録、または帳票の出力をする一部負担金減免・徴収猶予申請情報の[選択]ラ

ジオボタンを選択します。 

◆ 発行年月日 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票の発行年月日を和暦で入力します。 
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◆ 交付年月日 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票の交付年月日を和暦で入力します。 

◆ [印刷]ボタン 

次に示す帳票を PDF 形式で出力します。 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

◆ [申請]ボタン 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。一部負担金減免・徴収猶予

申請情報を登録するときに選択します。 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。一部負担金減免・徴収猶予

申請情報の修正および審査結果の登録をするときに選択します。 
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10.1.2 「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の詳細 

 「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面では、一部負担金減免・徴収猶予申請情

報の登録、修正、および審査結果の登録をします。また、後期高齢者医療一部負担金

減免及び徴収猶予申請書も出力できます。「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面を

次の図に示します。 

 

図 10-2「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面 

◆ 一部負担金減免・徴収猶予申請情報 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報として、届出年月日、負担区分年度、申請年月日

などを入力します。 
 

◆ [申請書印刷]ボタン 

後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書を PDF 形式で出力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

呼び出し元の画面（「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面または「一部負担金

減免及び徴収猶予申請検索」画面）に戻ります。このとき、「一部負担金減免及び徴収

猶予申請」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報が更新され、呼び出し元の画面（「一部負担金減免

及び徴収猶予申請一覧」画面または「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面）

が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 
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◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、申請年月日、負担区分年度などの日付項目はすべて和暦で入力してく

ださい。 
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10.2 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を修正する 

 ここでは、一部負担金減免・徴収猶予申請情報を修正する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[一部負担金減免及び徴収猶予検索]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 修正する一部負担金減免・徴収猶予申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]

ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。 

4. 修正する一部負担金減免・徴収猶予申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の上

部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセ

ージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報が修正され、「一部負担金減免及び徴収猶予申請検

索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを

選択して一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の表示方法について 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「一部

負担金減免及び徴収猶予申請」画面を表示した場合でも、同様の操作で一部負担金減

免・徴収猶予申請情報が修正できます。なお、「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」

画面の表示方法は、「10.1 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する」を参照し

てください。 

画面の参照箇所 

 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を修正する操作で使用する画面の詳細について

は、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面 10.2.1 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面 10.1.2 
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10.2.1 「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面の詳細 

 「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面では、一部負担金減免・徴収猶予申

請情報を検索し、修正または審査結果の登録をする一部負担金減免・徴収猶予申請情

報を一覧から選択できます。また、次に示す帳票も出力できます。 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

 「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面を次の図に示します。 

 

図 10-3「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面 

 

◆ 負担区分年度 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報の負担区分年度を和暦で入力します。 

◆ 申請状態 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報の申請状態を選択します。 

◆ 申請期間 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報の申請期間を和暦で入力します。 

◆ 減免種類 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報の減免種類を選択します。 
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◆ 地方公共団体コード 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報が登録されている地方公共団体のコード

を入力します。地方公共団体コードは、完全一致でデータベースに登録されていると

おりに入力してください。 

◆ 認定区分 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報の認定区分を選択します。 

◆ 決定期間 

検索する一部負担金減免・徴収猶予申請情報の決定期間を和暦で入力します。 

◆ [未発行]チェックボックス 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力していない申請者だけを検索したいとき

にチェックします。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

一部負担金減免・徴収猶予申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査

結果の登録、または帳票の出力をする一部負担金減免・徴収猶予申請情報の[選択]チ

ェックボックスを選択します。 

◆ 発行年月日 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票の発行年月日を和暦で入力します。 

◆ 交付年月日 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票の交付年月日を和暦で入力します。 

◆ [印刷]ボタン 

次に示す帳票を PDF 形式で出力します。 

 ・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。一部負担金減免・徴収猶予

申請情報の修正および審査結果の登録をするときに選択します。 

入力時の注意事項 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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10.3 一部負担金減免・徴収猶予申請の審査結果を登録する 

 ここでは、一部負担金減免・徴収猶予申請の審査結果として、認定または却下を登

録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[一部負担金減免及び徴収猶予検索]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 審査結果を登録する一部負担金減免・徴収猶予申請のチェックボックスを選択して、[決

定/訂正]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。 

4. 認定区分のドロップダウンリストで「認定」または「却下」を選択して、減免率、決定

年月日、認定有効期間などを入力します。 

5. [確認]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の上

部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセ

ージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

審査結果が登録され、「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを

選択して一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の表示方法について 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「一部

負担金減免及び徴収猶予申請」画面を表示した場合でも、同様の操作で一部負担金減

免・徴収猶予申請の審査結果が登録できます。なお、「一部負担金減免及び徴収猶予申

請一覧」画面の表示方法は、「10.1 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する」

を参照してください。 

画面の参照箇所 

 一部負担金減免・徴収猶予申請の審査結果を登録する操作で使用する画面の詳細に

ついては、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面 10.2.1 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面 10.1.2 
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10.4 一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力する 

 ここでは、審査の完了した一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力する操作に

ついて説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[一部負担金減免及び徴収猶予検索]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力する一部負担金減免・徴収猶予申請のチェ

ックボックスを選択して、[印刷]ボタンを選択します。 

次に示す帳票が PDF 形式で出力されます。 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書 

チェックボックス選択時の注意事項 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを

選択して一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票の出力について 

一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票は、「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画

面でも出力できます。なお、「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面の表示方法

は、「10.1 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力する操作で使用する画面の詳細につい

ては、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面 10.2.1 
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10.5 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書を出

力する 

 ここでは、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書を出力する操作につ

いて説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[一部負担金減免及び徴収猶予検索]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書を出力する一部負担金減免・徴収猶

予申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選択します。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面が表示されます。 

4. [申請書印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書が PDF 形式で出力されます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを

選択して一部負担金減免・徴収猶予関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面の表示方法について 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「一部

負担金減免及び徴収猶予申請」画面を表示した場合でも、同様の操作で後期高齢者医

療一部負担金減免及び徴収猶予申請書が出力できます。なお、「一部負担金減免及び徴

収猶予申請一覧」画面の表示方法は、「10.1 一部負担金減免・徴収猶予申請情報を登

録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書を出力する操作で使用する画面

の詳細については、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請検索」画面 10.2.1 

「一部負担金減免及び徴収猶予申請」画面 10.1.2 
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10.6 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を登録する 

 ここでは、限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を登録する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[限度額適用・標準負担額減額申請]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を登

録する被保険者を選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情

報が「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面の上部に表示されます。 

3. [申請]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。 

4. 登録する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択し

ます。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面

の上部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メ

ッセージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報が登録され、「限度額適用・標準負担額減額

認定申請一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を登録する操作で使用する画面の詳細に

ついては、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面 10.6.1 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面 10.6.2 
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10.6.1 「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面の詳細 

 「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面では、修正または審査結果の登

録をする限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を一覧から選択できます。[申請]

ボタンを選択することで、限度額適用・標準負担額減額認定申請情報も登録できます。

また、次に示す帳票も出力できます。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

 「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 10-4「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面  

◆ 負担区分年度 

検索する負担区分年度を和暦で入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、

審査結果の登録、または帳票の出力をする限度額適用・標準負担額減額認定申請情報

の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ 発行年月日 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票の発行年月日を和暦で入力します。 
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◆ 交付年月日 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票の交付年月日を和暦で入力します。 

◆ 適用区分変更年月日 

適用区分の変更年月日を和暦で入力し、変更年月日までの適用区分を選択します。 

◆ [印刷]ボタン 

次に示す帳票を PDF 形式で出力します。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

◆ [申請]ボタン 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。限度額適用・標準負担

額減額認定申請情報を登録するときに選択します。 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。限度額適用・標準負担

額減額認定申請情報の修正および審査結果の登録をするときに選択します。 
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10.6.2 「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の詳細 

 「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面では、限度額適用・標準負担額減額

認定申請情報の登録、修正、審査結果の登録をします。また、後期高齢者医療限度額

適用・標準負担額減額認定申請書も出力できます。「限度額適用・標準負担額減額認定

申請」画面を次の図に示します。 

 

図 10-5「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面 

◆ 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報として、届出年月日、負担区分年度、申請

年月日などを入力します。 
 

◆ [申請書印刷]ボタン 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書を PDF 形式で出力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

呼び出し元の画面（「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面または「限度額

適用・標準負担額減額認定申請検索」画面）に戻ります。このとき、「限度額適用・標

準負担額減額認定申請」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報が更新され、呼び出し元の画面（「限度額適

用・標準負担額減額認定申請一覧」画面または「限度額適用・標準負担額減額認定申

請検索」画面）が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 
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◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、申請年月日、負担区分年度などの日付項目はすべて和暦で入力してく

ださい。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を交付済みの被保険者が長期入

院該当となったときは、限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を新規に登録し

直してください。なお、このとき、申請区分は、「その他申請」を選択してくださ

い。 
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10.7 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を修正する 

 ここでは、限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を修正する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[限度額適用・標準負担額減額検索]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 修正する限度額適用・標準負担額減額認定申請のチェックボックスを選択して、[決定/

訂正]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。 

4. 修正する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択し

ます。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面

の上部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メ

ッセージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報が修正され、「限度額適用・標準負担額減額

認定申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタ

ンを選択して限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力するときだけ複数選択で

きます。それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の表示方法について 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「限

度額適用・標準負担額減額認定申請」画面を表示した場合でも、同様の操作で限度額

適用・標準負担額減額認定申請情報が修正できます。なお、「限度額適用・標準負担額

減額認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.6 限度額適用・標準負担額減額認定申請

情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を修正する操作で使用する画面の詳細に

ついては、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面 10.7.1 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面 10.6.2 
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10.7.1 「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面の詳細 

 「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面では、限度額適用・標準負担額

減額認定申請情報を検索し、修正または審査結果の登録をする限度額適用・標準負担

額減額認定申請情報を一覧から選択できます。また、次に示す帳票も出力できます。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

 「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面を次の図に示します。 

 

図 10-6「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面 
 

◆ 負担区分年度 

検索する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の負担区分年度を和暦で入力しま

す。 

◆ 申請状態 

検索する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の申請状態を選択します。 

◆ 申請期間 

検索する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の申請期間を和暦で入力します。 

◆ [未発行]チェックボックス 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力していない申請者だけを検索したいと

きにチェックします。 
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◆ 地方公共団体コード 

検索する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報が登録されている地方公共団体の

コードを入力します。地方公共団体コードは、完全一致でデータベースに登録されて

いるとおりに入力してください。 

◆ 認定区分 

検索する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の認定区分を選択します。 

◆ 決定期間 

検索する限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の決定期間を和暦で入力します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、

審査結果の登録、または帳票の出力をする限度額適用・標準負担額減額認定申請情報

の[選択]チェックボックスを選択します。 

◆ 発行年月日 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票の発行年月日を和暦で入力します。 

◆ 交付年月日 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票の交付年月日を和暦で入力します。 

◆ 適用区分変更年月日 

適用区分の変更年月日を和暦で入力し、変更年月日までの適用区分を選択します。 

◆ [印刷]ボタン 

次に示す帳票を PDF 形式で出力します。 

 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。限度額適用・標準負担

額減額認定申請情報の修正および審査結果の登録をするときに選択します。 

入力時の注意事項 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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10.8 限度額適用・標準負担額減額認定申請の審査結果を登録す

る 

 ここでは、限度額適用・標準負担額減額認定申請の審査結果として、認定または却

下を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[限度額適用・標準負担額減額検索]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 審査結果を登録する限度額適用・標準負担額減額認定申請のチェックボックスを選択し

て、[決定/訂正]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。 

4. 認定区分のドロップダウンリストで「認定」または「却下」を選択して、適用区分、決

定年月日、発効期日、有効期限などを入力します。 

5. [確認]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面

の上部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メ

ッセージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

審査結果が登録され、「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタ

ンを選択して限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力するときだけ複数選択で

きます。それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の表示方法について 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「限

度額適用・標準負担額減額認定申請」画面を表示した場合でも、同様の操作で限度額

適用・標準負担額減額認定申請の審査結果が登録できます。なお、「限度額適用・標準

負担額減額認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.6 限度額適用・標準負担額減額認

定申請情報を登録する」を参照してください。 
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画面の参照箇所 

 限度額適用・標準負担額減額認定申請の審査結果を登録する操作で使用する画面の

詳細については、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面 10.7.1 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面 10.6.2 
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10.9 限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力する 

 ここでは、審査の完了した限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力する操作

について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[限度額適用・標準負担額減額検索]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力する限度額適用・標準負担額減額認定申

請のチェックボックスを選択して、[印刷]ボタンを選択します。 

次に示す帳票が PDF 形式で出力されます。 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書 

チェックボックス選択時の注意事項 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタ

ンを選択して限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力するときだけ複数選択で

きます。それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票の出力について 

限度額適用・標準負担額減額関連の帳票は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請一

覧」画面でも出力できます。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面

の表示方法は、「10.6 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報を登録する」を参照

してください。 

画面の参照箇所 

 限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力する操作で使用する画面の詳細につ

いては、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面 10.7.1 
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10.10 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書

を出力する 

 ここでは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書を出力する操作

について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[限度額適用・標準負担額減額検索]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書を出力する限度額適用・標準負

担額減額認定申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選択します。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面が表示されます。 

4. [申請書印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書が PDF 形式で出力されます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタ

ンを選択して限度額適用・標準負担額減額関連の帳票を出力するときだけ複数選択で

きます。それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面の表示方法について 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「限

度額適用・標準負担額減額認定申請」画面を表示した場合でも、同様の操作で後期高

齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書が出力できます。なお、「限度額適用・

標準負担額減額認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.6 限度額適用・標準負担額減

額認定申請情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書を出力する操作で使用する

画面の詳細については、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請検索」画面 10.7.1 

「限度額適用・標準負担額減額認定申請」画面 10.6.2 
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10.11 特定疾病認定申請情報を登録する 

 ここでは、特定疾病認定申請情報を登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[特定疾病認定申請]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から特定疾病認定申請情報を登録する被保険者を選

択します。 

「特定疾病認定申請一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「特定疾病認定

申請一覧」画面の上部に表示されます。 

3. [申請]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。 

4. 登録する特定疾病認定申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「特定疾病認定申請」画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

特定疾病認定申請情報が登録され、「特定疾病認定申請一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 特定疾病認定申請情報を登録する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「特定疾病認定申請一覧」画面 10.11.1 

「特定疾病認定申請」画面 10.11.2 
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10.11.1 「特定疾病認定申請一覧」画面の詳細 

 「特定疾病認定申請一覧」画面では、修正または審査結果の登録をする特定疾病認

定申請情報を一覧から選択できます。[申請]ボタンを選択することで、特定疾病認定

申請情報も登録できます。また、次に示す帳票も出力できます。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

 「特定疾病認定申請一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 10-7「特定疾病認定申請一覧」画面 
 

◆ 一覧 

特定疾病認定申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査結果の登録、

または帳票の出力をする特定疾病認定申請情報の[選択]ラジオボタンを選択します。 

◆ 発行年月日 

特定疾病関連の帳票の発行年月日を和暦で入力します。 

◆ 交付年月日 

特定疾病関連の帳票の交付年月日を和暦で入力します。 

◆ [印刷]ボタン 

次に示す帳票を PDF 形式で出力します。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

 152



10 減免申請の管理 

◆ [申請]ボタン 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。特定疾病認定申請情報を登録するときに選

択します。 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。特定疾病認定申請情報の修正および審査結

果の登録をするときに選択します。 
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10.11.2 「特定疾病認定申請」画面の詳細 

 「特定疾病認定申請」画面では、特定疾病認定申請情報の登録、修正、審査結果の

登録をします。また、後期高齢者医療特定疾病認定申請書も出力できます。「特定疾病

認定申請」画面を次の図に示します。 

 

図 10-8「特定疾病認定申請」画面 

◆ 特定疾病認定申請情報 

特定疾病認定申請情報として、届出年月日、申請年月日などを入力します。 

 ◆ [申請書印刷]ボタン 

後期高齢者医療特定疾病認定申請書を PDF 形式で出力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

呼び出し元の画面（「特定疾病認定申請一覧」画面または「特定疾病認定申請検索」画

面）に戻ります。このとき、「特定疾病認定申請」画面で指定した内容は無効になりま

す。 

◆ [更新]ボタン 

特定疾病認定申請情報が更新され、呼び出し元の画面（「特定疾病認定申請一覧」画面

または「特定疾病認定申請検索」画面）が表示されます。このボタンは、[確認]ボタ

ン選択後に表示されます。 
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◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 届出年月日、申請年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 
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10.12 特定疾病認定申請情報を修正する 

 ここでは、特定疾病認定申請情報を修正する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[特定疾病認定検索]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 申請期間、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 修正する特定疾病認定申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選択

します。 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。 

4. 修正する特定疾病認定申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「特定疾病認定申請」画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

特定疾病認定申請情報が修正され、「特定疾病認定申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「特定疾病認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して特定疾

病関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作では、チェック

ボックスを複数選択しないでください。 

「特定疾病認定申請」画面の表示方法について 

「特定疾病認定申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「特定疾病認定申請」

画面を表示した場合でも、同様の操作で特定疾病認定申請情報が修正できます。なお、

「特定疾病認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.11 特定疾病認定申請情報を登録する」

を参照してください。 

画面の参照箇所 

 特定疾病認定申請情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所

を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「特定疾病認定申請検索」画面 10.12.1 

「特定疾病認定申請」画面 10.11.2 
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10.12.1 「特定疾病認定申請検索」画面の詳細 

 「特定疾病認定申請検索」画面では、特定疾病認定申請情報を検索し、修正または

審査結果の登録をする特定疾病認定申請情報を一覧から選択できます。また、次に示

す帳票も出力できます。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

 「特定疾病認定申請検索」画面を次の図に示します。 

 

図 10-9「特定疾病認定申請検索」画面 
 

◆ 申請状態 

検索する特定疾病認定申請情報の申請状態を選択します。 

◆ 申請期間 

検索する特定疾病認定申請情報の申請期間を和暦で入力します。 

◆ 認定区分 

検索する特定疾病認定申請情報の認定区分を選択します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する特定疾病認定申請情報が登録されている地方公共団体のコードを入力します。

地方公共団体コードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力して

ください。 

◆ 決定期間 

検索する特定疾病認定申請情報の決定期間を和暦で入力します。 
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◆ [未発行]チェックボックス 

特定疾病関連の帳票を出力していない申請者だけを検索したいときにチェックします。 

◆ 特定疾病名称 

検索する特定疾病認定申請情報の特定疾病名称を選択します。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

特定疾病認定申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査結果の登録、

または帳票の出力をする特定疾病認定申請情報の[選択]チェックボックスを選択しま

す。 

◆ 発行年月日 

特定疾病関連の帳票の発行年月日を和暦で入力します。 

◆ 交付年月日 

特定疾病関連の帳票の交付年月日を和暦で入力します。 

◆ [印刷]ボタン 

次に示す帳票を PDF 形式で出力します。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

◆ [決定/訂正]ボタン 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。特定疾病認定申請情報の修正および審査結

果の登録をするときに選択します。 

入力時の注意事項 

 
・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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10.13 特定疾病認定申請の審査結果を登録する 

 ここでは、特定疾病認定申請の審査結果として、認定または却下を登録する操作に

ついて説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[特定疾病認定検索]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 申請期間、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 審査結果を登録する特定疾病認定申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボ

タンを選択します。 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。 

4. 認定区分のドロップダウンリストで「認定」または「却下」を選択して、決定年月日、

発効期日などを入力します。 

5. [確認]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「特定疾病認定申請」画面の上部にメッセージ

が表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

審査結果が登録され、「特定疾病認定申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「特定疾病認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して特定疾

病関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作では、チェック

ボックスを複数選択しないでください。 

「特定疾病認定申請」画面の表示方法について 

「特定疾病認定申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「特定疾病認定申請」

画面を表示した場合でも、同様の操作で特定疾病認定申請の審査結果が登録できます。

なお、「特定疾病認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.11 特定疾病認定申請情報を登

録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 特定疾病認定申請の審査結果を登録する操作で使用する画面の詳細については、次

の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「特定疾病認定申請検索」画面 10.12.1 

「特定疾病認定申請」画面 10.11.2 
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10.14 特定疾病関連の帳票を出力する 

 ここでは、審査の完了した特定疾病関連の帳票を出力する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[特定疾病認定検索]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 申請期間、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 特定疾病関連の帳票を出力する特定疾病認定申請のチェックボックスを選択して、[印

刷]ボタンを選択します。 

次に示す帳票が PDF 形式で出力されます。 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・ 後期高齢者医療特定疾病認定申請却下通知書 

チェックボックス選択時の注意事項 

「特定疾病認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して特定疾

病関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作では、チェック

ボックスを複数選択しないでください。 

特定疾病関連の帳票の出力について 

特定疾病関連の帳票は、「特定疾病認定申請一覧」画面でも出力できます。なお、「特

定疾病認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.11 特定疾病認定申請情報を登録する」

を参照してください。 

画面の参照箇所 

 特定疾病関連の帳票を出力する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を

参照してください。 
 

画面名 参照箇所 

「特定疾病認定申請検索」画面 10.12.1 
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10.15 後期高齢者医療特定疾病認定申請書を出力する 

 ここでは、後期高齢者医療特定疾病認定申請書を出力する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[特定疾病認定検索]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請検索」画面が表示されます。 

2. 申請期間、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択します。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療特定疾病認定申請書を出力する特定疾病認定申請のチェックボックス

を選択して、[決定/訂正]ボタンを選択します。 

「特定疾病認定申請」画面が表示されます。 

4. [申請書印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療特定疾病認定申請書が PDF 形式で出力されます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「特定疾病認定申請検索」画面のチェックボックスは、[印刷]ボタンを選択して特定疾

病関連の帳票を出力するときだけ複数選択できます。それ以外の操作では、チェック

ボックスを複数選択しないでください。 

「特定疾病認定申請」画面の表示方法について 

「特定疾病認定申請一覧」画面の[決定/訂正]ボタンを選択して、「特定疾病認定申請」

画面を表示した場合でも、同様の操作で後期高齢者医療特定疾病認定申請書が出力で

きます。なお、「特定疾病認定申請一覧」画面の表示方法は、「10.11 特定疾病認定申請

情報を登録する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療特定疾病認定申請書を出力する操作で使用する画面の詳細について

は、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「特定疾病認定申請検索」画面 10.12.1 

「特定疾病認定申請」画面 10.11.2 
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10.16 基準収入額適用申請情報を修正する 

 ここでは、基準収入額適用申請情報を修正する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[基準収入額適用申請検索]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 修正する基準収入額適用申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選

択します。 

「基準収入額適用申請」画面が表示されます。 

4. 修正する基準収入額適用申請情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「基準収入額適用申請」画面の上部にメッセー

ジが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

基準収入額適用申請情報が修正され、「基準収入額適用申請検索」画面に戻ります。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「基準収入額適用申請検索」画面のチェックボックスは、[却下通知印刷]ボタンを選択

して後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力するときと、[一括認定]ボ

タンまたは[一括却下]ボタンで審査結果の一括登録をするときに複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「基準収入額適用申請」画面の表示方法について 

「負担区分履歴一覧」画面の[収入額適用]ボタンを選択して、「基準収入額適用申請」

画面を表示した場合でも、同様の操作で基準収入額適用申請情報が修正できます。な

お、「負担区分履歴一覧」画面の表示方法は、「7.1 負担区分情報を登録する」を参照

してください。 

画面の参照箇所 

 基準収入額適用申請情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇

所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「基準収入額適用申請検索」画面 10.16.1 

「基準収入額適用申請」画面 7.6.1 
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10.16.1 「基準収入額適用申請検索」画面の詳細 

 「基準収入額適用申請検索」画面では、基準収入額適用申請情報を検索し、修正ま

たは審査結果の登録をする基準収入額適用申請情報を一覧から選択できます。また、

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書も出力できます。「基準収入額適用申請

検索」画面を次の図に示します。 

 

図 10-10「基準収入額適用申請検索」画面 

◆ 負担区分年度 

検索する基準収入額適用申請情報の負担区分年度を和暦で入力します。 
 

◆ 申請状態 

検索する基準収入額適用申請情報の申請状態を選択します。 

◆ 申請期間 

検索する基準収入額適用申請情報の申請期間を和暦で入力します。 

◆ 申請区分 

検索する基準収入額適用申請情報の申請区分を選択します。 

◆ 地方公共団体コード 

検索する基準収入額適用申請情報が登録されている地方公共団体のコードを入力しま

す。地方公共団体コードは、完全一致でデータベースに登録されているとおりに入力

してください。 

◆ 認定区分 

検索する基準収入額適用申請情報の認定区分を選択します。 
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◆ 決定期間 

検索する基準収入額適用申請情報の決定期間を和暦で入力します。 

◆ [却下通知未発行]チェックボックス 

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力していない申請者だけを検索し

たいときにチェックします。 

◆ [検索]ボタン 

検索条件に従って、検索を実行します。 

◆ 一覧 

基準収入額適用申請情報の一覧が表示されます。一覧の中から修正、審査結果の登録、

または後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書の出力をする基準収入額適用申

請情報の[選択]チェックボックスを選択します。 

◆ 却下通知発行年月日 

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書の発行年月日を和暦で入力します。 

◆ 一括決定年月日 

基準収入額適用申請の審査結果の一括認定または一括却下をするときの決定年月日を

和暦で入力します。 

◆ [却下通知印刷]ボタン 

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を PDF 形式で出力します。 

◆ [一括却下]ボタン 

一覧で選択した基準収入額適用申請を一括却下します。 

◆ [一括認定]ボタン 

一覧で選択した基準収入額適用申請を一括認定します。 

 
◆ [決定/訂正]ボタン 

「基準収入額適用申請」画面が表示されます。基準収入額適用申請情報の修正および審

査結果の登録をするときに選択します。 

入力時の注意事項 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で検索をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 
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10.17 基準収入額適用申請の審査結果を登録する 

 ここでは、基準収入額適用申請の審査結果として、認定または却下を登録する操作

について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[基準収入額適用申請検索]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 審査結果を登録する基準収入額適用申請のチェックボックスを選択して、[決定/訂正]

ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請」画面が表示されます。 

4. 認定区分のドロップダウンリストで「認定」または「却下」を選択して、負担区分、決

定年月日などを入力します。 

5. [確認]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「基準収入額適用申請」画面の上部にメッセー

ジが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、

情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

6. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

審査結果が登録され、「基準収入額適用申請検索」画面に戻ります。 

審査結果の一括登録について 

複数の基準収入額適用申請の審査結果を一括して登録するときは、次に示す方法で登

録してください。 

 

・ 一括認定をする場合 

「基準収入額適用申請検索」画面で認定対象となる基準収入額適用申請を選択して

[一括認定]ボタンを選択します。 

・ 一括却下をする場合 

「基準収入額適用申請検索」画面で却下対象となる基準収入額適用申請を選択して

[一括却下]ボタンを選択します。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「基準収入額適用申請検索」画面のチェックボックスは、[却下通知印刷]ボタンを選択

して後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力するときと、[一括認定]ボ

タンまたは[一括却下]ボタンで審査結果の一括登録をするときに複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 
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「基準収入額適用申請」画面の表示方法について 

「負担区分履歴一覧」画面の[収入額適用]ボタンを選択して、「基準収入額適用申請」

画面を表示した場合でも、同様の操作で基準収入額適用申請の審査結果が登録できま

す。なお、「負担区分履歴一覧」画面の表示方法は、「7.1 負担区分情報を登録する」

を参照してください。 

画面の参照箇所 

 基準収入額適用申請の審査結果を登録する操作で使用する画面の詳細については、

次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「基準収入額適用申請検索」画面 10.16.1 

「基準収入額適用申請」画面 7.6.1 
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10.18 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力す

る 

 ここでは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力する操作について

説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[基準収入額適用申請検索]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力する基準収入額適用申請のチェ

ックボックスを選択して、[却下通知印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書が PDF 形式で出力されます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「基準収入額適用申請検索」画面のチェックボックスは、[却下通知印刷]ボタンを選択

して後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力するときと、[一括認定]ボ

タンまたは[一括却下]ボタンで審査結果の一括登録をするときに複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書の出力について 

後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書は、「負担区分履歴一覧」画面でも出力

できます。なお、「負担区分履歴一覧」画面の表示方法は、「7.1 負担区分情報を登録

する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力する操作で使用する画面の詳

細については、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「基準収入額適用申請検索」画面 10.16.1 
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10 減免申請の管理 
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10.19 後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する 

 ここでは、後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する操作について説明しま

す。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[基準収入額適用申請検索]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請検索」画面が表示されます。 

2. 負担区分年度、地方公共団体コードなどの検索条件を入力して、[検索]ボタンを選択し

ます。 

検索条件と一致する一覧情報が表示されます。 

3. 後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する基準収入額適用申請のチェックボッ

クスを選択して、[決定/訂正]ボタンを選択します。 

「基準収入額適用申請」画面が表示されます。 

4. [申請書印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療基準収入額適用申請書が PDF 形式で出力されます。 

チェックボックス選択時の注意事項 

「基準収入額適用申請検索」画面のチェックボックスは、[却下通知印刷]ボタンを選択

して後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書を出力するときと、[一括認定]ボ

タンまたは[一括却下]ボタンで審査結果の一括登録をするときに複数選択できます。

それ以外の操作では、チェックボックスを複数選択しないでください。 

「基準収入額適用申請」画面の表示方法について 

「負担区分履歴一覧」画面の[収入額適用]ボタンを選択して、「基準収入額適用申請」

画面を表示した場合でも、同様の操作で後期高齢者医療基準収入額適用申請書が出力

できます。なお、「負担区分履歴一覧」画面の表示方法は、「7.1 負担区分情報を登録

する」を参照してください。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療基準収入額適用申請書を出力する操作で使用する画面の詳細につい

ては、次の箇所を参照してください。 

 

画面名 参照箇所 

「基準収入額適用申請検索」画面 10.16.1 

「基準収入額適用申請」画面 7.6.1 

 

 



11 特別処理 

11 特別処理 

 この章では、住民基本台帳情報の照会・修正・追加、外国人登録情報の照会・修正・

追加、住登外登録情報の照会・修正・追加、および被保険者情報の照会・修正をする

操作について説明します。また、住基履歴の追加・削除、外国人履歴の追加・削除、

および住登外履歴の追加・削除をする操作についても説明します。被用者保険被扶養

者情報の入力についても説明します。 
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11 特別処理 

11.1 住民基本台帳情報を照会する 

 ここでは、住民基本台帳情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から照会する住民を選択します。 

「住基履歴一覧」画面が表示され、選択した住民の情報が「住基履歴一覧」画面の上部

に表示されます。 

3. 照会する住基履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「住基照会」画面が表示されます。 

4. 「住基照会」画面に表示される住民基本台帳情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 住民基本台帳情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「住基履歴一覧」画面 11.1.1 

「住基照会」画面 11.1.2 
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11 特別処理 

11.1.1 「住基履歴一覧」画面の詳細 

 「住基履歴一覧」画面では、照会、追加、修正、および削除する住基履歴を一覧か

ら選択できます。 

 ここでは、例として「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳修正]ボタンを選択

して遷移した場合の「住基履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 11-1「住基履歴一覧」画面（[住民基本台帳修正]ボタンを選択した場合） 

◆ 一覧 

住基履歴の一覧が表示されます。一覧の中から照会、追加、修正、または削除する住

基履歴の[選択]ラジオボタンを選択します。 

 
◆ [照会]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基本台帳照会]ボタンを選択したとき

だけ表示されます。このボタンを選択すると、「住基照会」画面が表示されます。 

◆ [追加]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基本台帳修正]ボタンを選択したとき

だけ表示されます。このボタンを選択すると、「住基新規追加」画面が表示されます。 

◆ [修正]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基本台帳修正]ボタンを選択したとき

だけ表示されます。このボタンを選択すると、「住基修正」画面が表示されます。 
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11 特別処理 

◆ [削除]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住民基本台帳修正]ボタンを選択したとき

だけ表示されます。このボタンを選択すると、「住基履歴削除確認」画面が表示されま

す。 
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11 特別処理 

11.1.2 「住基照会」画面の詳細 

 「住基照会」画面には、「住基履歴一覧」画面で選択した住基履歴の詳細が表示され

ます。「住基照会」画面を次の図に示します。 

 

図 11-2「住基照会」画面 

◆ 基本情報 

基本情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

◆ 転入前情報 

転入前の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

 ◆ 転出先情報 

転出先の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「住基履歴一覧」画面に戻ります。 
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11 特別処理 

11.2 住民基本台帳情報を修正する 

 ここでは、市区町村から提供された住民基本台帳情報に誤りがあったときに、住民

基本台帳情報を修正する操作について説明します。 

 住民基本台帳情報を修正する前に 

住民基本台帳情報の修正画面（「住基修正」画面）では、住民基本台帳情報のどのよう

な修正にも対応できるように、エラーチェックは必須項目と主な関連項目だけチェッ

クしています。このため、「住基修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用す

るようにしてください。もし、「住基修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの

異動パターンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住民基本台帳情報を修正する住民を選択します。 

「住基履歴一覧」画面が表示され、選択した住民の情報が「住基履歴一覧」画面の上部

に表示されます。 

3. 修正する住基履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「住基修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住基修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住基修正」画面の上部にメッセージが表示さ

れます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を入

力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

 

住民基本台帳情報が修正され、「住基履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住民基本台帳情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参

照してください。 

画面名 参照箇所 

「住基履歴一覧」画面 11.1.1 

「住基修正」画面 11.2.1 
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11 特別処理 

11.2.1 「住基修正」画面の詳細 

 「住基修正」画面では、住民基本台帳情報を修正します。「住基修正」画面を次の図

に示します。 

 

図 11-3「住基修正」画面 

◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 転入前情報 

都道府県名、市区町村名など転入前の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転入前住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ 転出先情報 

都道府県名、市区町村名など転出先の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転出先住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

 175



11 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

「住基履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「住基修正」画面で指定した内容は無効

になります。 

◆ [更新]ボタン 

修正した内容で住民基本台帳情報が更新され、「住基履歴一覧」画面が表示されます。

このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 生年月日、異動年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

基本情報（個人情報）の被保険者情報への反映 

この画面で修正した情報は、被保険者情報には反映されません。氏名、住所などの基

本情報（個人情報）を修正した対象者が被保険者情報に登録されている場合、「被保険

者修正」画面で氏名、住所などの個人情報を合わせて修正してください。被保険者情

報を修正する操作方法については、「11.17 被保険者情報を修正する」を参照してく

ださい。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。  
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11 特別処理 

11.3 住民基本台帳情報に住民を追加登録する 

 ここでは、一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む

前の住民を、住民基本台帳情報に追加登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳追加]ボタンを選択します。 

「住基新規追加」画面が表示されます。 

2. 追加する住民の情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住基新規追加」画面の下部に[更新]ボタンと[戻る]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住基新規追加」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンと[戻る]ボタンが表示されません。メッセージ

に従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

3. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住民基本台帳情報に住民が追加登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住民基本台帳情報に住民を追加登録する操作で使用する画面の詳細については、次

の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「住基新規追加」画面 11.3.1 
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11 特別処理 

11.3.1 「住基新規追加」画面の詳細 

 「住基新規追加」画面では、住民基本台帳情報に住民を追加登録します。 

 ここでは、例として「住基履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択して遷移した場合

の「住基新規追加」画面を次の図に示します。 

 

図 11-4「住基新規追加」画面（「住基履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択した場合） 

◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 転入前情報 

都道府県名、市区町村名など転入前の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転入前住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ 転出先情報 

都道府県名、市区町村名など転出先の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転出先住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 
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11 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

このボタンは、「住基履歴一覧」画面で[追加]ボタンを選択したときだけ表示されます。

このボタンを選択すると、「住基履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「住基新規追

加」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

住民基本台帳情報が更新され、呼び出し元の画面（「資格管理メニュー」画面または「住

基履歴一覧」画面）が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示され

ます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 生年月日、異動年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

・ 「住基履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択して遷移した場合、「住基新規追加」画

面の地方公共団体コード、個人番号、および世帯番号は変更できません。 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で操作をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 

・ 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳追加]ボタンを選択して遷移した場合、

「住基新規追加」画面の[戻る]ボタンは、[確認]ボタン選択後にだけ表示されます。

このとき、[戻る]ボタンを選択すると、[確認]ボタンを選択する前の状態に戻りま

す。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

 ・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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11 特別処理 

11.4 住基履歴を追加する 

ここでは、住基履歴を追加する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住基履歴を追加する住民を選択します。 

「住基履歴一覧」画面が表示され、選択した住民の情報が「住基履歴一覧」画面の上部

に表示されます。 

3. 流用元となる住基履歴のラジオボタンを選択して、[追加]ボタンを選択します。 

「住基新規追加」画面が表示されます。 

4. 追加する住基履歴の情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住基新規追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住基新規追加」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住基履歴が追加され、「住基履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住基履歴を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照してく

ださい。 

画面名 参照箇所 

「住基履歴一覧」画面 11.1.1 

「住基新規追加」画面 11.3.1 
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11 特別処理 

11.5 住基履歴を削除する 

 ここでは、住基履歴を削除する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住民基本台帳修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住基履歴を削除する住民を選択します。 

「住基履歴一覧」画面が表示され、選択した住民の情報が「住基履歴一覧」画面の上部

に表示されます。 

3. 削除する住基履歴のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「住基履歴削除確認」画面が表示されます。 

4. 「住基履歴削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住基履歴が削除され、「住基履歴一覧」画面に戻ります。 

削除できる住基履歴について 

「住基履歴一覧」画面では、「住基新規追加」画面で追加した住基履歴だけが削除でき

ます。 

画面の参照箇所 

 住基履歴を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照してく

ださい。 

画面名 参照箇所 

「住基履歴一覧」画面 11.1.1 

「住基履歴削除確認」画面 11.5.1 
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11 特別処理 

11.5.1 「住基履歴削除確認」画面の詳細 

 「住基履歴削除確認」画面では、削除する住基履歴が正しく選択されているかどう

かを確認します。「住基履歴削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 11-5「住基履歴削除確認」画面 

◆ 基本情報 

基本情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

◆ 転入前情報 

転入前の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

 ◆ 転出先情報 

転出先の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

住基履歴が削除され、「住基履歴一覧」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「住基履歴一覧」画面に戻ります。 
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11 特別処理 

11.6 外国人登録情報を照会する 

 ここでは、外国人登録情報を照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から照会する外国人を選択します。 

「外国人履歴一覧」画面が表示され、選択した外国人の情報が「外国人履歴一覧」画面

の上部に表示されます。 

3. 照会する外国人履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「外国人照会」画面が表示されます。 

4. 「外国人照会」画面に表示される外国人登録情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 外国人登録情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「外国人履歴一覧」画面 11.6.1 

「外国人照会」画面 11.6.2 
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11 特別処理 

11.6.1 「外国人履歴一覧」画面の詳細 

 「外国人履歴一覧」画面では、照会、追加、修正、および削除する外国人履歴を一

覧から選択できます。 

 ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報修正]ボタンを選

択して遷移した場合の「外国人履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 11-6「外国人履歴一覧」画面（[外国人登録情報修正]ボタンを選択した場合） 

◆ 一覧 

外国人履歴の一覧が表示されます。一覧の中から照会、追加、修正、または削除する

外国人履歴の[選択]ラジオボタンを選択します。 

 
◆ [照会]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報照会]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「外国人照会」画面が表示されます。 

◆ [追加]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報修正]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「外国人新規追加」画面が表示されま

す。 

◆ [修正]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報修正]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「外国人修正」画面が表示されます。 
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11 特別処理 

◆ [削除]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[外国人登録情報修正]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「外国人履歴削除確認」画面が表示さ

れます。 
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11 特別処理 

11.6.2 「外国人照会」画面の詳細 

 「外国人照会」画面には、「外国人履歴一覧」画面で選択した外国人履歴の詳細が表

示されます。「外国人照会」画面を次の図に示します。 

 

図 11-7「外国人照会」画面 

◆ 基本情報 

基本情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

◆ 転入前情報 

転入前の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

 ◆ 転出先情報 

転出先の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

◆ その他情報 

その他情報として、国籍、在留資格などが表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 
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11 特別処理 

11.7 外国人登録情報を修正する 

 ここでは、市区町村から提供された外国人登録情報に誤りがあったときに、外国人

登録情報を修正する操作について説明します。 

 外国人登録情報を修正する前に 

外国人登録情報の修正画面（「外国人修正」画面）では、外国人登録情報のどのような

修正にも対応できるように、エラーチェックは必須項目と主な関連項目だけチェック

しています。このため、「外国人修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用す

るようにしてください。もし、「外国人修正」画面を使用する場合は、転入、削除など

の異動パターンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から外国人登録情報を修正する外国人を選択します。 

「外国人履歴一覧」画面が表示され、選択した外国人の情報が「外国人履歴一覧」画面

の上部に表示されます。 

3. 修正する外国人履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「外国人修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「外国人修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「外国人修正」画面の上部にメッセージが表示

されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を

入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

 

外国人登録情報が修正され、「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 外国人登録情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「外国人履歴一覧」画面 11.6.1 

「外国人修正」画面 11.7.1 
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11 特別処理 

11.7.1 「外国人修正」画面の詳細 

 「外国人修正」画面では、外国人登録情報を修正します。「外国人修正」画面を次の

図に示します。 

 

図 11-8「外国人修正」画面 

◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 転入前情報 

都道府県名、市区町村名など転入前の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転入前住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ 転出先情報 

都道府県名、市区町村名など転出先の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転出先住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ その他情報 

国籍、在留資格などのその他情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 
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11 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

「外国人履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「外国人修正」画面で指定した内容は

無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

修正した内容で外国人登録情報が更新され、「外国人履歴一覧」画面が表示されます。

このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 生年月日は西暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

基本情報（個人情報）の被保険者情報への反映 

この画面で修正した情報は、被保険者情報には反映されません。氏名、住所などの基

本情報（個人情報）を修正した対象者が被保険者情報に登録されている場合、「被保険

者修正」画面で氏名、住所などの個人情報を合わせて修正してください。被保険者情

報を修正する操作方法については、「11.17 被保険者情報を修正する」を参照してく

ださい。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

 
・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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11 特別処理 

11.8 外国人登録情報に外国人を追加登録する 

 ここでは、一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む

前の外国人を、外国人登録情報に追加登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報追加]ボタンを選択します。 

「外国人新規追加」画面が表示されます。 

2. 追加する外国人の情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「外国人新規追加」画面の下部に[更新]ボタンと[戻る]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「外国人新規追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンと[戻る]ボタンが表示されません。メッセー

ジに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

3. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

外国人登録情報に外国人が追加登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 外国人登録情報に外国人を追加登録する操作で使用する画面の詳細については、次

の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「外国人新規追加」画面 11.8.1 
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11 特別処理 

11.8.1 「外国人新規追加」画面の詳細 

 「外国人新規追加」画面では、外国人登録情報に外国人を追加登録します。 

 ここでは、例として「外国人履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択して遷移した場

合の「外国人新規追加」画面を次の図に示します。 

 

図 11-9「外国人新規追加」画面 

◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 転入前情報 

都道府県名、市区町村名など転入前の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転入前住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ 転出先情報 

都道府県名、市区町村名など転出先の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転出先住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 
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11 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

このボタンは、「外国人履歴一覧」画面で[追加]ボタンを選択したときだけ表示されま

す。このボタンを選択すると、「外国人履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「外国

人新規追加」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

外国人登録情報が更新され、呼び出し元の画面（「資格管理メニュー」画面または「外

国人履歴一覧」画面）が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示さ

れます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 生年月日は西暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

・ 「外国人履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択して遷移した場合、「外国人新規追加」

画面の地方公共団体コード、個人番号、および世帯番号は変更できません。 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で操作をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 

・ 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報追加]ボタンを選択して遷移した場合、

「外国人新規追加」画面の[戻る]ボタンは、[確認]ボタン選択後にだけ表示されま

す。このとき、[戻る]ボタンを選択すると、[確認]ボタンを選択する前の状態に戻

ります。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

 ・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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11 特別処理 

11.9 外国人履歴を追加する 

ここでは、外国人履歴を追加する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から外国人履歴を追加する外国人を選択します。 

「外国人履歴一覧」画面が表示され、選択した外国人の情報が「外国人履歴一覧」画面

の上部に表示されます。 

3. 流用元となる外国人履歴のラジオボタンを選択して、[追加]ボタンを選択します。 

「外国人新規追加」画面が表示されます。 

4. 追加する外国人履歴の情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「外国人新規追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「外国人新規追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

外国人履歴が追加され、「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 外国人履歴を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「外国人履歴一覧」画面 11.6.1 

「外国人新規追加」画面 11.8.1 
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11 特別処理 

11.10 外国人履歴を削除する 

 ここでは、外国人履歴を削除する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[外国人登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から外国人履歴を削除する外国人を選択します。 

「外国人履歴一覧」画面が表示され、選択した外国人の情報が「外国人履歴一覧」画面

の上部に表示されます。 

3. 削除する外国人履歴のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「外国人履歴削除確認」画面が表示されます。 

4. 「外国人履歴削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

外国人履歴が削除され、「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 

削除できる外国人履歴について 

「外国人履歴一覧」画面では、「外国人新規追加」画面で追加した外国人履歴だけが削

除できます。 

画面の参照箇所 

 外国人履歴を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「外国人履歴一覧」画面 11.6.1 

「外国人履歴削除確認」画面 11.10.1 
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11 特別処理 

11.10.1 「外国人履歴削除確認」画面の詳細 

 「外国人履歴削除確認」画面では、削除する外国人履歴が正しく選択されているか

どうかを確認します。「外国人履歴削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 11-10「外国人履歴削除確認」画面 

◆ 基本情報 

基本情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

◆ 転入前情報 

転入前の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

 ◆ 転出先情報 

転出先の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

◆ その他情報 

その他情報として、国籍、在留資格などが表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

外国人履歴が削除され、「外国人履歴一覧」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「外国人履歴一覧」画面に戻ります。 
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11 特別処理 

11.11 住登外登録情報を照会する 

 ここでは、住登外登録情報を照会する操作について説明します。住登外登録情報に

登録された者（住登外者）とは、何らかの理由によって、ある市区町村に居住してい

ながらその市区町村で住民登録をしていない者を指します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から照会する住登外者を選択します。 

「住登外履歴一覧」画面が表示され、選択した住登外者の情報が「住登外履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 照会する住登外履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「住登外照会」画面が表示されます。 

4. 「住登外照会」画面に表示される住登外登録情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 住登外登録情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照

してください。 

画面名 参照箇所 

「住登外履歴一覧」画面 11.11.1 

「住登外照会」画面 11.11.2 
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11 特別処理 

11.11.1 「住登外履歴一覧」画面の詳細 

 「住登外履歴一覧」画面では、照会、追加、修正、および削除する住登外履歴を一

覧から選択できます。 

 ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報修正]ボタンを選

択して遷移した場合の「住登外履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 11-11「住登外履歴一覧」画面（[住登外登録情報修正]ボタンを選択した場合） 

◆ 一覧 

住登外履歴の一覧が表示されます。一覧の中から照会、追加、修正、または削除する

住登外履歴の[選択]ラジオボタンを選択します。 

 
◆ [照会]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報照会]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「住登外照会」画面が表示されます。 

◆ [追加]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報修正]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「住登外新規追加」画面が表示されま

す。 

◆ [修正]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報修正]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「住登外修正」画面が表示されます。 
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11 特別処理 

◆ [削除]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[住登外登録情報修正]ボタンを選択したと

きだけ表示されます。このボタンを選択すると、「住登外履歴削除確認」画面が表示さ

れます。 
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11 特別処理 

11.11.2 「住登外照会」画面の詳細 

 「住登外照会」画面には、「住登外履歴一覧」画面で選択した住登外履歴の詳細が表

示されます。「住登外照会」画面を次の図に示します。 

 

図 11-12「住登外照会」画面 

◆ 基本情報 

基本情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

◆ 転入前情報 

転入前の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

 ◆ 転出先情報 

転出先の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

◆ その他情報 

その他情報として、国籍、在留資格などが表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 
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11 特別処理 

11.12 住登外登録情報を修正する 

 ここでは、市区町村から提供された住登外登録情報に誤りがあったときに、住登外

登録情報を修正する操作について説明します。 

 住登外登録情報を修正する前に 

住登外登録情報の修正画面（「住登外修正」画面）では、住登外登録情報のどのような

修正にも対応できるように、エラーチェックは必須項目と主な関連項目だけチェック

しています。このため、「住登外修正」画面は、運用上やむを得ない場合にだけ使用す

るようにしてください。もし、「住登外修正」画面を使用する場合は、転入、削除など

の異動パターンを考慮して、整合性を保つように関連項目を修正してください。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住登外登録情報を修正する住登外者を選択しま

す。 

「住登外履歴一覧」画面が表示され、選択した住登外者の情報が「住登外履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 「住登外履歴一覧」画面で修正する住登外履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタ

ンを選択します。 

「住登外修正」画面が表示されます。 

4. 修正する情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住登外修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住登外修正」画面の上部にメッセージが表示

されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報を

入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住登外登録情報が修正され、「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住登外情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「住登外履歴一覧」画面 11.11.1 

「住登外修正」画面 11.12.1 
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11 特別処理 

11.12.1 「住登外修正」画面の詳細 

 「住登外修正」画面では、住登外登録情報を修正します。「住登外修正」画面を次の

図に示します。 

 

図 11-13「住登外修正」画面 

◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 転入前情報 

都道府県名、市区町村名など転入前の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転入前住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ 転出先情報 

都道府県名、市区町村名など転出先の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転出先住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ その他情報 

国籍、在留資格などのその他情報を入力します。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 
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11 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

「住登外履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「住登外修正」画面で指定した内容は

無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

修正した内容で住登外登録情報が更新され、「住登外履歴一覧」画面が表示されます。

このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 被保険者が外国人のときは、生年月日を西暦で入力してください。被保険者が外国

人でないときは、生年月日を和暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

基本情報（個人情報）の被保険者情報への反映 

この画面で修正した情報は、被保険者情報には反映されません。氏名、住所などの基

本情報（個人情報）を修正した対象者が被保険者情報に登録されている場合、「被保険

者修正」画面で氏名、住所などの個人情報を合わせて修正してください。被保険者情

報を修正する操作方法については、「11.17 被保険者情報を修正する」を参照してく

ださい。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。 

・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

 ・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 
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11 特別処理 

11.13 住登外登録情報に住登外者を追加登録する 

 ここでは、一括処理の個人異動情報取込処理で標準システムに異動情報を取り込む

前の住登外者を、住登外登録情報に追加登録する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報追加]ボタンを選択します。 

「住登外新規追加」画面が表示されます。 

2. 追加する住登外者の情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住登外新規追加」画面の下部に[更新]ボタンと[戻る]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住登外新規追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンと[戻る]ボタンが表示されません。メッセー

ジに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

3. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住登外登録情報に住登外者が追加登録され、「資格管理メニュー」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住登外登録情報に住登外者を追加登録する操作で使用する画面の詳細については、

次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「住登外新規追加」画面 11.13.1 
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11 特別処理 

11.13.1 「住登外新規追加」画面の詳細 

 「住登外新規追加」画面では、住登外登録情報に住登外者を追加登録します。 

 ここでは、例として「住登外履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択して遷移した場

合の「住登外新規追加」画面を次の図に示します。 

 

図 11-14「住登外新規追加」画面 

◆ 基本情報 

世帯番号、氏名、異動年月日などの基本情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 転入前情報 

都道府県名、市区町村名など転入前の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転入前住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ 転出先情報 

都道府県名、市区町村名など転出先の情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[転出先住所]ボタンを選択すると、「郵便

番号検索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 
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11 特別処理 

◆ [戻る]ボタン 

このボタンは、「住登外履歴一覧」画面で[追加]ボタンを選択したときだけ表示されま

す。このボタンを選択すると、「住登外履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「住登

外新規追加」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

住登外登録情報が更新され、呼び出し元の画面（「資格管理メニュー」画面または「住

登外履歴一覧」画面）が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示さ

れます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 被保険者が外国人のときは、生年月日を西暦で入力してください。被保険者が外国

人でないときは、生年月日を和暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

・ 「住登外履歴一覧」画面の[追加]ボタンを選択して遷移した場合、「住登外新規追加」

画面の地方公共団体コード、個人番号、および世帯番号は変更できません。 

・ 市区町村のユーザ ID でログインされた窓口端末で操作をしているときは、地方公

共団体コードがユーザ ID の登録で設定した市区町村のコードで固定になります。 

・ 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報追加]ボタンを選択して遷移した場合、

「住登外新規追加」画面の[戻る]ボタンは、[確認]ボタン選択後にだけ表示されま

す。このとき、[戻る]ボタンを選択すると、[確認]ボタンを選択する前の状態に戻

ります。 

世帯登録区分について 

転居、世帯主の変更、世帯合併、世帯分離などの異動の際に、次に示す世帯登録区分

を選択します。  
・ 登録：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動後の世帯に登録するときに選択

します。 

・ 修正：世帯番号の変更を伴わない異動のときに選択します。 

・ 削除：世帯番号の変更を伴う異動で、対象者を異動前の世帯から削除するときに選

択します。 

 205



11 特別処理 

11.14 住登外履歴を追加する 

ここでは、住登外履歴を追加する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住登外履歴を追加する住登外者を選択します。 

「住登外履歴一覧」画面が表示され、選択した住登外者の情報が「住登外履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 流用元となる住登外履歴のラジオボタンを選択して、[追加]ボタンを選択します。 

「住登外新規追加」画面が表示されます。 

4. 追加する住登外履歴の情報を入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「住登外新規追加」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「住登外新規追加」画面の上部にメッセージが

表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情

報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住登外履歴が追加され、「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 住登外履歴を追加する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「住登外履歴一覧」画面 11.11.1 

「住登外新規追加」画面 11.13.1 
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11.15 住登外履歴を削除する 

 ここでは、住登外履歴を削除する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[住登外登録情報修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から住登外履歴を削除する住登外者を選択します。 

「住登外履歴一覧」画面が表示され、選択した住登外者の情報が「住登外履歴一覧」画

面の上部に表示されます。 

3. 削除する住登外履歴のラジオボタンを選択して、[削除]ボタンを選択します。 

「住登外履歴削除確認」画面が表示されます。 

4. 「住登外履歴削除確認」画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

住登外履歴が削除され、「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 

削除できる住登外履歴について 

「住登外履歴一覧」画面では、「住登外新規追加」画面で追加した住登外履歴だけが削

除できます。 

画面の参照箇所 

 住登外履歴を削除する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照して

ください。 

画面名 参照箇所 

「住登外履歴一覧」画面 11.11.1 

「住登外履歴削除確認」画面 11.15.1 
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11 特別処理 

11.15.1 「住登外履歴削除確認」画面の詳細 

 「住登外履歴削除確認」画面では、削除する住登外履歴が正しく選択されているか

どうかを確認します。「住登外履歴削除確認」画面を次の図に示します。 

 

図 11-15「住登外履歴削除確認」画面 

◆ 基本情報 

基本情報として、氏名、生年月日などが表示されます。 

◆ 転入前情報 

転入前の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

 ◆ 転出先情報 

転出先の情報として、都道府県名、市区町村名などが表示されます。 

◆ その他情報 

その他情報として、国籍、在留資格などが表示されます。 

◆ [更新]ボタン 

住登外履歴が削除され、「住登外履歴一覧」画面が表示されます。 

◆ [戻る]ボタン 

「住登外履歴一覧」画面に戻ります。 
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11 特別処理 

11.16 被保険者情報を照会する 

 ここでは、被保険者の個人情報や資格情報などを照会する操作について説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者照会]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から個人情報や資格情報などを照会する被保険者を

選択します。 

「被保険者履歴一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者履歴一覧」

画面の上部に表示されます。 

3. 照会する被保険者履歴のラジオボタンを選択して、[照会]ボタンを選択します。 

「被保険者個人資格照会」画面が表示されます。 

4. 「被保険者個人資格照会」画面に表示される被保険者資格情報の内容を確認します。 

画面の参照箇所 

 被保険者情報を照会する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「被保険者履歴一覧」画面 11.16.1 

「被保険者個人資格照会」画面 11.16.2 
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11 特別処理 

11.16.1 「被保険者履歴一覧」画面の詳細 

 「被保険者履歴一覧」画面では、照会および修正する被保険者履歴を一覧から選択

できます。ただし、「資格管理メニュー」画面で[被保険者照会]ボタンを選択して「被

保険者履歴一覧」画面を表示した場合は、被保険者履歴の照会以外はできません。 

 ここでは、例として「資格管理メニュー」画面で[被保険者修正]ボタンを選択して

遷移した場合の「被保険者履歴一覧」画面を次の図に示します。 

 

図 11-16「被保険者履歴一覧」画面（[被保険者修正]ボタンを選択した場合） 

◆ 一覧 

被保険者履歴の一覧が表示されます。一覧の中から照会または修正する被保険者履歴

の[選択]ラジオボタンを選択します。  

◆ [照会]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[被保険者照会]ボタンを選択したときだけ

表示されます。このボタンを選択すると、「被保険者個人資格照会」画面が表示されま

す。 

◆ [修正]ボタン 

このボタンは、「資格管理メニュー」画面で[被保険者修正]ボタンを選択したときだけ

表示されます。このボタンを選択すると、「被保険者修正」画面が表示されます。 
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11 特別処理 

11.16.2 「被保険者個人資格照会」画面の詳細 

 「被保険者個人資格照会」画面には、「被保険者履歴一覧」画面で選択した被保険者

履歴の詳細が表示されます。「被保険者個人資格照会」画面を次の図に示します。 

 

図 11-17「被保険者個人資格照会」画面 

◆ 個人情報 

個人情報として、氏名、生年月日、被用者保険の被扶養者であった時点の情報などが

表示されます。 

◆ 資格取得情報 

資格取得情報として、資格取得年月日、届出年月日などが表示されます。 
 

◆ 資格異動情報 

資格異動情報として、資格異動年月日、届出年月日などが表示されます。 

◆ 資格喪失情報 

資格喪失情報として、資格喪失年月日、届出年月日などが表示されます。 

◆ 保険者情報 

保険者情報として、保険者番号、適用開始年月日などが表示されます。 

◆ 住所地特例者情報 

住所地特例者情報として、住所地特例者区分、適用開始年月日などが表示されます。 

◆ 過去被保険者番号情報 

過去被保険者番号情報として、過去被保険者番号が表示されます。 
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11 特別処理 

◆ 住基情報 

住基情報として、地方公共団体コード、個人番号などが表示されます。 

◆ 住基転入前住所情報 

住基転入前住所情報として、郵便番号、都道府県名などが表示されます。 

◆ 住基転出先住所情報 

住基転出先住所情報として、郵便番号、都道府県名などが表示されます。 

◆ 負担区分情報 

負担区分情報として、負担区分判定年度、計算対象年月などが表示されます。 

◆ 被保険者証情報 

被保険者証情報として、証有効期限年月日、資格取得日などが表示されます。 

◆ 一部負担金減免及び徴収猶予申請情報 

一部負担金減免及び徴収猶予申請情報として、負担区分年度、申請状態などが表示さ

れます。 

◆ 限度額適用・標準負担額減額認定申請情報 

限度額適用・標準負担額減額認定申請情報として、負担区分年度、申請状態などが表

示されます。 

◆ 特定疾病認定申請情報 

特定疾病認定申請情報として、申請状態、申請年月日などが表示されます。 

◆ 送付先一覧照会 

送付先一覧照会として、帳票管理区分、送付先氏名などが表示されます。 

◆ その他情報 

その他情報として、国籍、外国人在留資格などが表示されます。 

◆ 備考記述 

備考記述として、備考および老人保健情報検索キーが表示されます。 
 

◆ [世帯構成員]ボタン 

「世帯構成員一覧」画面が表示されます。「世帯構成員一覧」画面の詳細は、「2.1.1 「世

帯構成員一覧」画面の詳細」を参照してください。 

◆ [戻る]ボタン 

「被保険者履歴一覧」画面に戻ります。 
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11.17 被保険者情報を修正する 

 ここでは、被保険者の個人情報や資格情報などを修正する操作について説明します。 

 被保険者情報を修正する前に 

被保険者情報の修正画面（「被保険者修正」画面）では、被保険者情報のどのような修

正にも対応できるように、エラーチェックは必須項目と主な関連項目だけチェックし

ています。このため、「被保険者修正」画面は、運用上やむを得ない場合、または被扶

養者軽減開始日を入力する場合にだけ使用するようにしてください。もし、「被保険者

修正」画面を使用する場合は、転入、削除などの異動パターンを考慮して、整合性を

保つように関連項目を修正してください。なお、「被保険者修正」画面は、履歴を作成

しない仕様になっています。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被保険者修正]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から個人情報や資格情報などを修正する被保険者を

選択します。 

「被保険者履歴一覧」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「被保険者履歴一覧」

画面の上部に表示されます。 

3. 修正する被保険者履歴のラジオボタンを選択して、[修正]ボタンを選択します。 

「被保険者修正」画面が表示されます。 

4. 修正する個人情報や資格情報などを入力して、[確認]ボタンを選択します。 

「被保険者修正」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「被保険者修正」画面の上部にメッセージが表

示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メッセージに従って、情報

を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

 5. 画面の内容を確認して、[更新]ボタンを選択します。 

被保険者情報が修正され、「被保険者履歴一覧」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 被保険者情報を修正する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を参照し

てください。 

画面名 参照箇所 

「被保険者履歴一覧」画面 11.16.1 

「被保険者修正」画面 11.17.1 
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11.17.1 「被保険者修正」画面の詳細 

 「被保険者修正」画面では、被保険者の個人情報や資格情報などを修正します。「被

保険者修正」画面を次の図に示します。 

 

図 11-18「被保険者修正」画面 

◆ 個人情報 

地方公共団体コード、個人番号、氏名、被用者保険の被扶養者であった時点の情報な

どの個人情報を入力します。 

なお、住所を郵便番号で検索したいときは、[住所]ボタンを選択すると、「郵便番号検

索」画面が別ウィンドウで表示されます。 

 
◆ 異動情報 

異動事由、資格取得事由、資格喪失事由などの異動情報を入力します。 

◆ 保険者適用期間 

保険者番号、適用開始年月日などの保険者適用期間に関する情報を入力します。 

◆ 住所地特例適用期間 

住所地特例者区分、適用開始年月日などの住所地特例に関する情報を入力します。 

◆ 過去被保険者番号情報 

過去被保険者番号を入力します。 

◆ その他 

国籍、外国人在留資格などのその他情報を入力します。 
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◆ [確認]ボタン 

情報が正しく入力されているかどうかを確認します。 

◆ [戻る]ボタン 

「被保険者履歴一覧」画面に戻ります。このとき、「被保険者修正」画面で指定した内

容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

被保険者情報が修正されて、「被保険者履歴一覧」画面が表示されます。このボタンは、

[確認]ボタン選択後に表示されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 被保険者が外国人のときは、生年月日を西暦で入力してください。被保険者が外国

人でないときは、生年月日を和暦で入力してください。 

・ 異動年月日、異動届出年月日など、生年月日以外の日付項目は和暦で入力してくだ

さい。 

・ 生年月日が不明などの理由で便宜上の日付を設定しているときは、[生年月日設定

フラグ]チェックボックスをチェックしてください。 

個人情報の住民基本台帳情報への反映 

この画面で修正した情報は、住民基本台帳情報には反映されません。氏名、住所など

の個人情報を修正した場合、「住基修正」画面で氏名、住所などの基本情報（個人情報）

を合わせて修正してください。住民基本台帳情報を修正する操作方法については、

「11.2 住民基本台帳情報を修正する」を参照してください。 

個人情報の外国人登録情報への反映 

この画面で修正した情報は、外国人登録情報には反映されません。氏名、住所などの

個人情報を修正した場合、「外国人修正」画面で氏名、住所などの基本情報（個人情報）

を合わせて修正してください。外国人登録情報を修正する操作方法については、「11.7 

外国人登録情報を修正する」を参照してください。 

個人情報の住登外登録情報への反映 

この画面で修正した情報は、住登外登録情報には反映されません。氏名、住所などの

個人情報を修正した場合、「住登外修正」画面で氏名、住所などの基本情報（個人情報）

を合わせて修正してください。住登外登録情報を修正する操作方法については、「11.12 

住登外登録情報を修正する」を参照してください。 

被扶養者軽減開始日を入力する場合 

一括処理の被扶養者情報突合処理で突合されなかった被保険者で、市区町村からの情

報などにより、被用者保険被扶養者と特定できた場合、被扶養者軽減開始日に被用者

保険の資格喪失日を入力してください。 
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また、被扶養者軽減開始日を訂正したい場合は、該当世代通番のすべての被保険者履

歴に対して、被扶養者軽減開始日を正しい日付に訂正してください。 

「被保険者修正」画面が使用できない場合は、広域連合へ連絡してください。 

加入保険者番号と加入保険者名を入力する場合 

一括処理の加入保険者番号一括登録処理（実行ファイル名：WKA21M0010105.bat）で各

ファイル（例えば、6月分→5月分→4月分）ごとに降順で一括登録を実施してから、

「被保険者修正」画面の加入保険者番号と加入保険者名を入力してください。 

加入保険者番号一括登録を実行する前は、「被保険者修正」画面の加入保険者番号と加

入保険者名を入力しないでください。 

なお、一括処理の被扶養者情報突合処理で被扶養者情報突合処理更新対象者リストに

出力される被保険者は、被保険者情報一括更新処理を実行すると、自動的に登録され

ます。 

 

 



12 再交付申請の管理 

12 再交付申請の管理 

 この章では、次に示す再交付申請用の帳票を出力する操作について説明します。 

 ・後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 

 ・後期高齢者医療被保険者資格証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書 

 ・後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書 

 ・後期高齢者医療一部負担金減額証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療一部負担金免除証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書再交付申請書 

 ・後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書再交付申請書 
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12 再交付申請の管理 

12.1 再交付申請用の帳票を出力する 

 ここでは、次に示す再交付申請用の帳票を出力する操作について説明します。 

・ 後期高齢者医療被保険者証再交付申請書 

・ 後期高齢者医療被保険者資格証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書 

・ 後期高齢者医療特定疾病療養受療証再交付申請書 

・ 後期高齢者医療一部負担金減額証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療一部負担金免除証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書再交付申請書 

・ 後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書再交付申請書 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[再交付申請管理]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から再交付申請用の帳票を出力する被保険者を選択

します。 

「再交付申請」画面が表示され、選択した被保険者の情報が「再交付申請」画面の上部

に表示されます。 

3. 申請書選択で出力する帳票を選択します。 

4. 届出者名、申請理由などを入力して、[申請書印刷]ボタンを選択します。 

申請書選択で選択した帳票が PDF 形式で出力されます。 

画面の参照箇所 

 再交付申請用の帳票を出力する操作で使用する画面の詳細については、次の箇所を

参照してください。 

画面名 参照箇所 

「再交付申請」画面 12.1.1 
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12 再交付申請の管理 

12.1.1 「再交付申請」画面の詳細 

 「再交付申請」画面では、再交付申請用の帳票を出力します。「再交付申請」画面を

次の図に示します。 

 

図 12-1「再交付申請」画面 

◆ 申請書選択 

出力する帳票を選択します。 

◆ 届出者名 

再交付申請書の届出者の氏名を入力します。 

◆ 本人との関係 

被保険者本人と届出者との関係を選択します。 
 

◆ 連絡先電話番号 

届出者の連絡先電話番号を入力します。 

◆ 申請理由 

申請理由を選択します。また、必要に応じて補足を入力します。 

◆ [申請書印刷]ボタン 

申請書選択で選択した帳票を PDF 形式で出力します。 
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13 証明書の管理 

13 証明書の管理 

 この章では、後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書の交付および再交付

をする操作について説明します。また、被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を

変更する操作についても説明します。 
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13 証明書の管理 

13.1 後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を交付す

る 

 ここでは、後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を交付する操作につい

て説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被扶養者・障害・特定疾病証明書]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明

書を交付する被保険者を選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者

の情報が「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面の上部に表示されま

す。 

3. [証明書]ボタンを選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面が表示されます。 

4. 発行年月日と交付年月日を入力します。 

5. 交付事由で「新規」を選択します。 

6. 被扶養者情報、障害認定情報、および特定疾病認定情報のチェックボックスを選択して、

該当する情報を入力します。 

7. [印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書が PDF 形式で出力されます。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を交付する操作で使用する画面の

詳細については、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面 13.1.1 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面 13.1.2 

 

 222



13 証明書の管理 

13.1.1 「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面の詳

細

ます。

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面を次の図に示します。 

 

 「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面では、被扶養者・障害・特

定疾病証明書交付情報の一覧を照会し、後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証

明書の再交付または被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報の変更をする被扶養者・

障害・特定疾病証明書交付情報を一覧から選択できます。[証明書]ボタンを選択する

ことで、後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を交付することもでき

 

図 13-1「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面 

◆ 一

更をする被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報のラジオボ

。 

◆ 

「

または被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報

に選択します。 

◆ 

「 。後期高齢者医療被扶養

・障害・特定疾病証明書を交付するときに選択します。 

 

覧 

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報の一覧が表示されます。一覧の中から後期

高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書の再交付または被扶養者・障害・特定疾

病証明書交付情報の変

 タンを選択します

[証選択]ボタン 

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面が表示されます。後期高齢者医療被扶養

者・障害・特定疾病証明書の再交付

の変更を行うとき

[証明書]ボタン 

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面が表示されます

者
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13 証明書の管理 

13.1.2 「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面の詳細 

 「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面では、後期高齢者医療被扶養者・障

害・特定疾病証明書を出力します。「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面を次

の図に示します。 

 

図 13-2「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面 

◆ 発行年月日 

発行年月日を入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ 交付年月日 

交付年月日を入力します。この項目は必ず入力します。 

◆ 交付事由 

交付事由を選択します。 

 ◆ 被扶養者情報 

チェックボックスをチェックして、被用者保険の被扶養者でなくなった日と被扶養者

であった際の保険者の名称を入力します。 

◆ 障害認定情報 

チェックボックスをチェックして、認定年月日、障害の程度、および認定の基礎とな

った書類を入力します。 

◆ 特定疾病認定情報 

チェックボックスをチェックして、認定年月日、疾病の名称、および認定の基礎とな

った書類を入力します。 

 224



13 証明書の管理 

◆ [確認]ボタン 

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を変更するときに、情報が正しく入力され

ているかどうかを確認します。 

◆ [印刷]ボタン 

後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を PDF 形式で出力します。 

◆ [戻る]ボタン 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面に戻ります。このとき、「被扶

養者・障害・特定疾病証明書交付」画面で指定した内容は無効になります。 

◆ [更新]ボタン 

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報が変更され、「被扶養者・障害・特定疾病証

明書交付一覧照会」画面が表示されます。このボタンは、[確認]ボタン選択後に表示

されます。 

◆ [戻る]ボタン（[確認]ボタン選択後） 

[確認]ボタンを選択する前の状態に戻ります。 

入力時の注意事項 

・ （*）が表示されている項目は、必ず入力してください。 

・ 発行年月日、交付年月日などの日付項目はすべて和暦で入力してください。 
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13 証明書の管理 

13.2 後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を再交付

する 

 ここでは、後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を再交付する操作につ

いて説明します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被扶養者・障害・特定疾病証明書]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明

書を再交付する被保険者を選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者

の情報が「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面の上部に表示されま

す。 

3. 被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報のラジオボタンを選択します。 

4. [証選択]ボタンを選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面が表示されます。 

5. 交付事由で「再発行」を選択します。 

6. [印刷]ボタンを選択します。 

後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書が PDF 形式で出力されます。 

画面の参照箇所 

 後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書を再交付する操作で使用する画面

の詳細については、次の箇所を参照してください。 

画面名 参照箇所 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面 13.1.1 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面 13.1.2 
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13 証明書の管理 

13.3 被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を変更する 

 ここでは、被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を変更する操作について説明

します。 

操作手順 

1. 「資格管理メニュー」画面の[被扶養者・障害・特定疾病証明書]ボタンを選択します。 

「個人検索」画面が表示されます。 

2. 個人検索を実行して、検索結果の中から被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を変

更する被保険者を選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面が表示され、選択した被保険者

の情報が「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面の上部に表示されま

す。 

3. 被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報のラジオボタンを選択します。 

4. [証選択]ボタンを選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面が表示されます。 

5. 交付事由で「変更」を選択します。 

6. 変更する被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を入力します。 

7. [確認]ボタンを選択します。 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面の下部に[更新]ボタンが表示されます。 

ただし、入力した情報に誤りがあると、「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面

の上部にメッセージが表示されます。この場合、[更新]ボタンが表示されません。メ

ッセージに従って、情報を入力し直して、再度[確認]ボタンを選択してください。 

8. [更新]ボタンを選択します。 

被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報が変更され、「被扶養者・障害・特定疾病証

明書交付一覧照会」画面に戻ります。 

画面の参照箇所 

 被扶養者・障害・特定疾病証明書交付情報を変更する操作で使用する画面の詳細に

ついては、次の箇所を参照してください。 
 

画面名 参照箇所 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付一覧照会」画面 13.1.1 

「被扶養者・障害・特定疾病証明書交付」画面 13.1.2 
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付録  

 資格管理業務で印刷できる帳票類と資格管理業務で使用する業務画面に表示される

負担区分の略称について説明します。 
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付録  

付録.A 資格管理業務で印刷できる帳票類 

 資格管理業務では、次の表に示す帳票類が業務画面からの操作で印刷できます。 

表 A- 1 業務画面の操作で印刷できる帳票類 

No. 業務画面 印刷できる帳票 参照先 

1 障害認定履歴一覧 ・後期高齢者医療障害認定申請却下通知書 6 被保険者の資格管理 

 障害認定申請検索   

2 障害認定申請 ・後期高齢者医療障害認定申請書及び 

 資格取得（変更・喪失）届書 

6 被保険者の資格管理 

3 負担区分履歴一覧 ・後期高齢者医療負担区分等証明書 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請の 

 お知らせ 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請却下

 通知書 

7 負担区分の管理 

4 負担区分照会 ・後期高齢者医療負担区分等証明書 7 負担区分の管理 

5 基準収入額適用申

請 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請書 7 負担区分の管理 

6 被保険者証交付 ・後期高齢者医療被保険者証 

・後期高齢者医療短期被保険者証 

8 被保険者証の交付 

7 一部負担金減免及

び徴収猶予申請一

覧 

10 減免申請の管理 

 一部負担金減免及

び徴収猶予申請検

索 

・後期高齢者医療一部負担金減額証明書 

・後期高齢者医療一部負担金免除証明書 

・後期高齢者医療一部負担金徴収猶予 

 証明書 

・後期高齢者医療一部負担金減免及び 

 徴収猶予申請却下通知書 

 

8 一部負担金減免及

び徴収猶予申請 

・後期高齢者医療一部負担金減免及び 

 徴収猶予申請書 

10 減免申請の管理 

9 限度額適用・標準

負担額減額認定申

請一覧 

10 減免申請の管理 

 限度額適用・標準

負担額減額認定申

請検索 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額

 減額認定証 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額

 減額認定申請却下通知書  

10 限度額適用・標準

負担額減額認定申

請 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額

 減額認定申請書 

10 減免申請の管理 

11 特定疾病認定申請

一覧 

10 減免申請の管理 

 特定疾病認定申請

検索 

・後期高齢者医療特定疾病療養受療証 

・後期高齢者医療特定疾病認定申請却下 

 通知書  

12 特定疾病認定申請 ・後期高齢者医療特定疾病認定申請書 10 減免申請の管理 

13 負担区分履歴一覧 6 被保険者の資格管理 

 基準収入額適用申

請検索 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請却下

 通知書 10 減免申請の管理 

14 基準収入額適用申

請 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請書 10 減免申請の管理 
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 このほかに、広域連合で資格管理業務の一括処理を実行すると、次の表に示す帳票

類が一括で印刷できます。一括処理の詳細は、マニュアル「後期高齢者医療広域連合

電算処理システム 一括処理リファレンス」を参照してください。 

表 A- 2 一括処理で印刷できる帳票類 

No. 一括処理 印刷できる帳票 

1 住民基本台帳情報受信 ・プルーフリスト/住民基本台帳情報（受信）（管理データ） 

2 個人情報台帳情報作成

（住基） 

・後期高齢者医療住民異動ファイルエラーリスト（住基） 

・後期高齢者医療住民異動ファイル確認リスト（住基） 

3 外国人登録情報受信 ・プルーフリスト/外国人登録情報（受信）（管理データ） 

4 個人情報台帳情報作成

（外国人） 

・後期高齢者医療住民異動ファイルエラーリスト（外国人） 

・後期高齢者医療住民異動ファイル確認リスト（外国人） 

5 住登外登録情報受信 ・プルーフリスト/住登外登録情報（受信）（管理データ） 

6 個人情報台帳情報作成

（住登外） 

・後期高齢者医療住民異動ファイルエラーリスト（住登外） 

・後期高齢者医療住民異動ファイル確認リスト（住登外） 

7 個人異動情報更新 ・適用除外者等異動一覧 

・異動確認リスト 

8 75 歳年齢到達 ・後期高齢者医療 75 歳到達者一覧 

9 被保険者情報等更新 ・後期高齢者医療被保険者台帳更新エラーリスト 

10 広域内異動者一覧作成 ・後期高齢者医療広域内異動者一覧 

11 住民基本台帳情報資格突

合 

・後期高齢者医療資格突合確認対象者一覧（住基） 

12 外国人登録情報資格突合 ・後期高齢者医療資格突合確認対象者一覧（外国人） 

13 住登外登録情報資格突合 ・後期高齢者医療資格突合確認対象者一覧（住登外） 

14 個人情報整合性チェック ・後期高齢者医療住民異動ファイルエラーリスト 

15 被保険者証更新対象抽出 ・後期高齢者医療負担区分割合変更者一覧 

16 負担区分判定 ・後期高齢者医療負担区分割合変更者一覧 

17 基準収入額適用申請の 

お知らせ作成 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請のお知らせ 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療基準収入額 

 適用申請のお知らせ） 

・後期高齢者医療基準収入額適用申請書 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療基準収入額 

 適用申請書） 

18 被保険者証作成（年次） ・後期高齢者医療被保険者証（年次） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険者証 

 （年次）） 

19 被保険者証作成（月次） ・後期高齢者医療被保険者証 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険者証） 

20 後期高齢者医療被保険者

証交付簿作成 

・後期高齢者医療被保険者証交付簿 

21 被保険者証発行情報送信 ・プルーフリスト/被保険者証発行用送信情報（管理データ） 

22 被保険者情報送信 ・プルーフリスト/被保険者送信情報（管理データ） 

23 住所地特例者情報送信 ・プルーフリスト/住所地特例者送信情報（管理データ） 

24 後期高齢者医療のお知ら

せ作成 

・後期高齢者医療被保険者資格取得のお知らせ 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険者資格 

 取得のお知らせ） 
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No. 一括処理 印刷できる帳票 

25 限度額適用・標準負担額

減額認定証の年次更新

（勧奨） 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請の 

 お知らせ 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額適用・ 

 標準負担額減額認定申請のお知らせ） 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額適用・ 

 標準負担額減額認定申請書） 

26 限度額適用・標準負担額

減額認定証の年次更新

（一括発行） 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額適用・ 

 標準負担額減額認定証） 

27 被保険者証返還通知作成 ・後期高齢者医療被保険者証の返還通知書 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療被保険者証の 

 返還通知書） 

28 減額認定証返還通知作成 ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の返還 

 通知書 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療限度額適用・ 

 標準負担額減額認定証の返還通知書） 

29 短期証資格証候補者一覧

作成（滞納） 

・後期高齢者医療短期証資格証候補者一覧（滞納） 

30 来会のお知らせ作成 

（滞納） 

・後期高齢者医療来会のお知らせ（滞納） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療来会の 

 お知らせ（滞納）） 

・後期高齢者医療弁明の機会付与通知書（滞納） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療弁明の機会 

 付与通知書（滞納）） 

31 短期証資格証候補者一覧

作成（証更新） 

・後期高齢者医療短期証資格証候補者一覧（証更新） 

32 来会のお知らせ作成 

（証更新） 

・後期高齢者医療来会のお知らせ（証更新） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療来会の 

 お知らせ（証更新）） 

・後期高齢者医療弁明の機会付与通知書（証更新） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療弁明の機会 

 付与通知書（証更新）） 

33 短期証資格証候補者一覧

作成（統合） 

・後期高齢者医療短期証資格証候補者一覧（統合） 

34 来会のお知らせ作成 

（統合） 

・後期高齢者医療来会のお知らせ（統合） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療来会の 

 お知らせ（統合）） 

・後期高齢者医療弁明の機会付与通知書（統合） 

・桁あふれ・未登録外字リスト（後期高齢者医療弁明の機会 

 付与通知書（統合）） 

35 被保険者証引き抜きリス

ト作成 

・後期高齢者医療被保険者証引き抜きリスト 

36 障害認定有効終了年月日

経過者一覧作成 

・障害認定有効終了年月日経過者一覧 

37 被保険者外国人在留終了

年月日経過者一覧作成 

・被保険者外国人在留終了年月日経過者一覧 

38 限度額適用・標準負担額

減額認定証交付簿作成 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付簿 
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No. 一括処理 印刷できる帳票 

39 一部負担金減免等証明書

交付簿作成 

・後期高齢者医療一部負担金減免等証明書交付簿 

40 特定疾病療養受療証交付

簿作成 

・後期高齢者医療特定疾病療養受療証交付簿 

41 負担区分等証明書交付簿

作成 

・後期高齢者医療負担区分等証明書交付簿 

42 被扶養者突合 ・被扶養者情報突合処理エラーリスト 

・被扶養者情報突合処理変更対象者リスト 

・被扶養者情報突合処理該当者なしリスト 

・被扶養者情報突合処理該当者なしリスト（カナあり） 

・被扶養者情報突合処理更新対象者リスト（4項目） 

・被扶養者情報突合処理更新対象者リスト（5・6項目） 

・被扶養者情報突合処理候補者リスト 

・被扶養者情報突合処理更新済リスト 

43 被扶養者・障害・特定疾

病証明書交付簿作成 

・後期高齢者医療被扶養者・障害・特定疾病証明書交付簿 
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付録.B 負担区分の略称 

 資格管理業務で使用する業務画面（「負担区分履歴一覧」画面、「基準収入額適用申

請」画面など）では、次の表に示す略称で負担区分を表示しています。 

表 B- 1 負担区分の略称 

略称 意味 

低Ⅰ非 低所得Ⅰ（非課税） 

低Ⅰ老 低所得Ⅰ（老福） 

Ⅰ老経 低所得Ⅰ（老福・住民税経過措置） 

低Ⅱ非 低所得Ⅱ（非課税） 

低Ⅱ経 低所得Ⅱ（住民税経過措置） 

一般基 一般（基準収入額適用） 

一般課 一般（課税） 

一課経 一般（課税・住民税経過措置） 

一定上 一定所得以上 

一経 1 一定所得以上（経過措置 1）※1 

一経 2 一定所得以上（経過措置 2）※2 

注※1 一定所得以上の対象であるが、公的年金等控除の見直し、および老年者控除の 

    廃止に伴う経過措置者（平成 20 年 7月まで） 

注※2 一定所得以上の対象であるが、現役並み所得者の判定単位の変更に伴う経過 

    措置者（平成 20 年 8月から平成 22 年 7月まで） 
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